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令和７年度、文書館は開館35周年を迎えます。開館以来の入館者は令和６年

度末で約108万人となり、県内外から多くの方に御利用いただいてきました。

しかしながら、「文化の森に行ったことはあるが、文書館に行ったことはない」

という声を聞くことも少なくありません。文書館が果たしてきた、今後も果

たしていく役割を周知していく必要があると考えています。 

35周年の節目を迎える一方で、建物の老朽化は否めません。徳島県は数年前

から、施設の長寿命化・改修工事を進めており、文書館もその一環として、

今年度から来年度にかけて改修工事を予定しています。工事期間中の一時期、

資料の閲覧ができなくなり、講座室も使えなくなる等、御不便をおかけしま

す。貴重な資料を護り、後世に伝えていくためにも必要な工事ですので、御

理解を賜りますよう、お願いいたします。なお、改修工事とは別に、燻蒸設

備の改修も予定しています。 

令和６年度末現在、文書館が収蔵する資料は古文書236,827点　公文書26,69

5点等となっています。古文書等の民間資料については、代替わりや転居等に

伴い、寄託や寄贈の御相談を頂くことが増加すると考えられます。公文書に

ついても、「徳島県公文書等の管理に関する条例」が令和６年４月に施行され、

保存年限を過ぎた公文書の移管・廃棄システムが確立されたことから、文書

館への移管が増加すると予測されます。また、公文書については電子化が急

速に進んでおり、デジタルデータの移管が増加します。こうした民間資料や

公文書を適切に保存・整理して後世に伝えていくこと、かつ研究して公開す

ることは文書館の責務ですが、大きな課題を抱えています。 

１つはマンパワーです。2008～18年度の本務職員が３名だったことを考える

と、現在は６名と改善されています。また、近年は文書館設立時以来となる

専門職員の採用、専門職・教員に加えて行政職の配置など、体制整備が図ら

れました。しかしながら、未整理や未審査の古文書・公文書が大量に残され

ており、職員の増員や専門性の向上を引き続き求めていく必要があります。



２つ目は収蔵庫の狭小化です。この問題は全国の博物館・美術館等に共通の

課題であり、特に文書館は資料の永久保存を原則としていることから、深刻

に捉えています。収蔵スペースの拡張、県の遊休施設の活用等を検討してい

きたいと考えています。 

最後に、文書館のDX化の取組を御紹介します。HPからの情報発信に加え、新

たにSNS（Instagram、Ｘ）を開設しました。若年層を含む幅広い年齢層の方

々への情報発信に努めて参ります。また、資料の検索について、新システム

の開発を進めています。新システムでは、これまではできなかった画像デー

タの提供、閲覧・複写申請の電子化等により、利用者の皆様の利便性向上を

目指しています。 

徳島県の人口は70万人を切るまで、減少しました。少子高齢化、過疎化の流

れに歯止めを掛けることは難しいと言わざるを得ません。こうしたなか、先

人たちが紡いできた歴史を後世に伝える文書館の役割は、ますます重要にな

ります。職員一同、精一杯努力して参りますので、県民の皆様方の御支援を

お願いいたします。 

 

 

　令和７年９月１０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島県立文書館長　　山田　正之 



目次／徳島県立文書館年報第２８号　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

巻頭言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館長　山田　正之 

  

Ⅰ　令和６年度の文書館   

　１　令和６年度の歩み　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

　２　写真で振り返る文書館の１年　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

　３　組織・予算の状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

　４　徳島県立文書館協議会　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

　５　徳島県立文書館資料調査員　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

  

Ⅱ　文書館の資料収集・整理・保存・閲覧  

　１　公文書の移管　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

　２　公文書の利用制限について　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

　　　文書館収集公文書一覧　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  10 
　３　古文書の収集事業　　  

　　  文書館所蔵古文書一覧　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  22 
　４　古文書の整理・公開状況   
　　　令和６年度収集・整理状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  37 
　５　行政資料・その他資料の収集・整理状況　　  

　　（１）令和６年度収集・整理状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  37 
　　（２）複製絵図の収集状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  37 

  

Ⅲ　文書館の利用  

　１　文書館来館者・閲覧者・複写利用者の推移　　・・・・・・・・・・・・・・  39 
　２　令和６年度の閲覧者・複写利用者（月別）　　・・・・・・・・・・・・・・  40 
　３　文書館資料の館外貸出状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  40 
　４　文書館資料の出版物掲載許可状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・  41 

  

Ⅳ　文書館の普及・研究活動  

　１　展示活動  

　　（１）企画展　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  45 
　　（２）共催展　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  46 
　２　講座活動  

　　（１）古文書講座　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  46 
　　（２）展示解説　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  48 
　　（３）文書館ウィーク　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  49 
　　（４）文化の森四季イベント　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  49 
　　（５）講師の派遣　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  49 



　　（６）学校教育との連携　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  50 
　　（７）徳島の古文書を読む会　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  51 
　　（８）学習応援事業　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  52 
　３　調査研究活動  

　　（１）調査活動　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  53  
　　（２）研修及び会議　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  53 
　　（３）執筆　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  56 
　　（４）アーキビスト認証について　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  56 
　４　ホームページとデジタルアーカイブ　  

　　（１）ホームページ　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  57 
　　（２）とくしまデジタルアーカイブ　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・  57 
　５　出版・刊行物  

　　（１）展示図録　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  59 
　　（２）徳島県立文書館年報　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  59 
　　（３）印刷物　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  60 



- 1 -

 

Ⅰ  　令和６年度の文書館
 

 

１　令和６年度のあゆみ 

（令和6年4月1日～令和7年3月31日） 

令和６年４月１日 文書館の逸品展「公文書を残す」（～4月21日） 

　　　　　　２日 徳島県立二十一世紀館共催展「文書館収蔵資料に見る入学･卒業」（～4月21日） 

　　　　　　４日 資料調査（徳島市立加茂名小学校） 

　　　　　　７日 文書館の逸品展「公文書を残す」展示解説③ 

            23日 第68回企画展「折り込みチラシに見る徳島の30年」（～8月4日） 

　　　　　　26日 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（全史料協）近畿部会運営委員会① 

　　　　５月５日 文化の森こどもの日フェスティバル　 

            11日 徳島の古文書を読む会運営委員会① 

 古文書講座（初級）①・開講式 

            16日 古文書公開審査会① 

　　　　　　19日 第68回企画展「折り込みチラシに見る徳島の30年」展示解説② 

            25日 古文書講座（初級）② 

            29日 全史料協大会・研修委員会①（リモートzoom） 

　　　　　　30日 資料調査（徳島県水産研究課、美波町） 

　　　　６月１日 文書館ウィーク（～6月7日） 

 第68回企画展「折り込みチラシに見る徳島の30年」展示解説講演会 

　　　　　　６日 国際アーカイブズ週間記念講演会（東京都・ベルサール九段下） 

　　　　　　７日 全国公文書館長会議（東京都・ベルサール九段下） 

　　　　　　８日 全史料協近畿部会総会・第170回例会（滋賀県立公文書館） 

 古文書講座（初級）③ 

　　　　　　22日 古文書講座（初級）④ 

            27日 資料調査（徳島県立池田高等学校辻校） 

        ７月８日 全史料協大会･研修委員会②および大会会場事前視察（ﾄｰｸﾈｯﾄﾎｰﾙ仙台ほか） 

        　　13日 古文書講座（初級）⑤ 

　　　　　　26日 第68回企画展「折り込みチラシに見る徳島の30年」展示解説③ 

　　　　　　27日 古文書講座（初級）⑥ 

         全史料協役員会（リモートzoom） 

        ８月６日 第69回企画展「徳島が高知県だったころ」（～10月27日） 

 高校生インターンシップ（徳島市立高等学校）① 

　　　　　　８日 高校生インターンシップ（徳島市立高等学校）② 

　　　　　　９日 高校生インターンシップ（徳島市立高等学校）③ 

            10日 古文書講座（初級）⑦ 

　　　　　　11日 文化の森サマーフェスティバル 

　　　　　　13日 お盆期間中による臨時開館 

        　　15日 お盆期間中による臨時開館 

　　　　　　17日 第69回企画展「徳島が高知県だったころ」展示解説① 

            20日 徳島県主催インターンシップ（1dayサマーチャレンジ） 

　　　　　　22日 徳島県主催インターンシップ（1dayサマーチャレンジ） 

　　　　　　24日 全史料協近畿部会第171回例会（神戸まちづくり会館） 

 古文書講座（初級）⑧ 
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            27日 徳島県主催インターンシップ（サマープログラム） 

        ９月12日 文書館協議会 

　　　　　　14日 古文書を読む会運営委員会② 

　　　　　　 古文書講座（初級）⑨ 

　　　　　　16日 武田家資料調査会報告会（美馬市地域交流センター） 

　　　　　　20日 第69回企画展「徳島が高知県だったころ」展示解説② 

            28日 古文書講座（初級）⑩・閉講式 

　　　　10月５日 文書館歴史講演会 

　　　　　　12日 古文書講座（中級）・開講式① 

            14日 第69回企画展「徳島が高知県だったころ」展示解説③ 

　　　　　　26日 古文書講座（中級）② 

　　　　　　29日 第70回企画展「お役人様がやってきた！」（～令和7年1月26日） 

　　　　 全史料協大会・研修委員会 次年度開催地事前視察（～10月31日、天草市） 

　　　　　　31日 中国・四国地区文書館等職員連絡会議（～11月1日、広島市） 

　　　　11月３日 文化の森秋祭り　 

　　　　　　６日 資料調査（徳島市・湯浅家） 

　　　　　　９日 古文書講座（中級）③ 

　　　　　　15日 第70回企画展「お役人様がやってきた！」展示解説① 

　　　　　　19日 徳島県博物館協議会研修会（阿波木偶文化資料館） 

            20日 全史料協第50回全国（仙台）大会リハーサルおよび大会･研修委員会③（仙台

 市） 

　　　　　　21日 全史料協第50回全国（仙台）大会（～11月22日・ﾄｰｸﾈｯﾄﾎｰﾙ仙台） 

            23日 古文書講座（中級）④ 

　　　　　　28日 資料調査（阿南市立椿町中学校） 

　　　　12月４日 文化の森人権啓発展（～10日） 

　　　　　　７日 第70回企画展「お役人様がやってきた！」展示解説② 

　　　　　　12日 徳島県博物館協議会ワーキンググループ会議 

　　　　　　13日 出前授業（徳島市立渋野小学校） 

　　　　　　14日 古文書を読む会運営委員会③ 

　　　　　　 古文書講座（中級）⑤ 

　　　　    21日 古文書講座（中級）⑥ 

令和７年１月11日 古文書講座（中級）⑦ 

　　　　　　19日 第70回企画展「お役人様がやってきた！」展示解説③ 

　          25日 古文書講座（中級）⑧ 

　　　　    28日 第71回企画展「花ひらく　阿波の興行」（～4月20日） 

　　　　２月１日 資料調査（石井町・近藤家） 

　　　　　　11日 文化の森ウィンターフェスティバル 

            14日 第71回企画展「花ひらく　阿波の興行」展示解説① 

　　　　　　18日 公文書公開審査会 

　　　　 古文書公開審査会② 

　　　　　　23日 遠藤家文書研究会 

　　　　    28日 全史料協大会･研修委員会④（～3月1日、徳島県立文書館） 

　　　　３月２日 徳島の古文書を読む会総会・講演会 

　　　　　　11日 全史料協近畿部会運営委員会 

　　　　　　23日 第71回企画展「花ひらく　阿波の興行」展示解説② 

　　　　　　25日 校誌交換会
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２　写真で振り返る文書館の１年 

 

     　　  4.7　展示解説         　　　　　　　5.5  　こどもの日フェスティバル

 

 

　　　　5.16　古文書公開審査会　　　　　　　　　5.25  　古文書講座（初級）

 

 

　　　　8.22　インターンシップ　　　　　　　　9.16  　武田家資料調査報告会
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　　　　  10.5　文書館歴史講演会 　            10.10  　公文書公開審査会

 

 

　　     11.3　文化の森秋祭り　　              1.27  　展示替え作業風景

 

 

   　　2.11　ウィンターフェスティバル  　　　3.2  　古文書を読む会総会・講演会
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３ 組織・予算の状況 

 

（１） 組織 

①　組織図 

　館長 副館長  課長補佐 主査兼係長 係長 

　　　　（図書館本務）　　　　　　（担当リーダー） 主任主事 

主事 

会計年度任用職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　係長（法制監察課本務） 

 

②　職員組織（令和７年度） 

　　一般職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

区分     一般職員 会計年度任用職員 会計年度任用職員 

担当名  （フルタイム）  （パートタイム） 
館長        １        
副館長      　　（１）  
公文書・古文書担当        ５（１） ９

計        ６（２） ９

　　※（　）は兼務職員で外数 

 

　　特別職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

職　名 定　員 現　員

徳島県立文書館協議会委員       １０            １０      
計       １０       １０

 

（２） 予算 

　　文書館運営当初予算額（最近５か年度分）    　　　　　　         （単位：千円） 

事業名      

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

一般管理費 1,102 1,102 1,102 961 1,179
企画展示費 587 587 587 587 1,587
教育普及事業費 579 579 579 579 579
調査研究事業費 990 990 1,140 1,140 1,140
資料収集整理費 2,280 2,319 2,319 3,190 2,046
新文書館システム（仮称）構築事業 － － － － 14,985

計 5,538 5,577 5,727 6,457 21,516
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４ 徳島県立文書館協議会 

　徳島県文化の森総合公園文化施設条例（平成２年徳島県条例第 11 号）第７条に「知事

の附属機関として、次の表の上欄に掲げる協議会を置き、これら協議会の所掌事務は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と定め、文化の森６館に各々協議会を置いて

いる。　 

　徳島県立文書館協議会の所掌事務は「文書館の運営に関し知事の諮問に応ずるとともに、

知事に対して意見を述べること。」とあり、同条第６項に「前各項に定めるもののほか、

協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。」と規定している。また、徳

島県立文書館協議会規則（平成２年徳島県規則第７号）を制定している。 

　令和６年度の文書館協議会は、令和６年９月 12 日に開催した。開催議事録概要は、徳

島県公式ホームページに掲載している。 

 

令和７年度　徳島県立文書館協議会委員名簿 

氏　　名 所　　属 備　　考

　喜　多　三　佳 四国大学経営情報学部教授 基礎法学

　衣　川　　　仁 徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授 日本中世史

　須　藤　茂　樹 四国大学文学部教授 日本中近世史

　田　中　　　佳 徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授 文化史

　西　本　沙　織 徳島地方史研究会会員 考古学

　原　田　昌　博 鳴門教育大学大学院学校教育研究科教授 ヨーロッパ近代史

　舩　井　由美子 公益社団法人三木文庫学芸員 染色史

　別　府　優　香 海陽町立博物館学芸員 美術史

　松　山　隆　博 徳島文理大学保健福祉学部教授 日本中世史

　伊　藤　虎　輝 公募委員

　　　　　　　　　　　　　　※任期：令和７年６月１日から令和９年５月３１日まで 
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５ 徳島県立文書館資料調査員 

　徳島県立文書館資料調査員設置要領（平成２年４月１日施行）に基づき、徳島県立文書

館に収蔵すべき資料の所在調査及び情報収集を円滑に行うため、県下各地区に徳島県立文

 書館資料調査員を置いている。

　また、文書館資料調査員会議を年１回程度開催している（令和６年度は、開催実績なし）。 

 

 

令和７年度　徳島県立文書館資料調査員名簿 

担　当　地　区 氏　　　　名 住    　　所 備　　考

  徳島市・名東郡   福　原　健　生  徳島市八万町

      鳴門市       辻　　　保　雄  鳴門市大津町

 小松島市・勝浦郡  岡　本　和　彦  小松島市小松島町

      阿南市       田　村　明　敏  阿南市長生町        

     吉野川市      谷　本　　　清  吉野川市鴨島町

      阿波市       坂　本　憲　一  阿波市市場町

  三好市・三好郡   戸　家　 　 誠  三好市池田町

      名西郡       粟飯原　明　生  名西郡神山町

      海部郡       戸　田　眞理子  海部郡海陽町

  美馬市・美馬郡、那賀郡、板野郡は欠員
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Ⅱ  　文書館の資料収集・整理・保存・閲覧
　徳島県公文書等の管理に関する条例（以下「条例」という。）の施行に伴い、令和６年度から収

集、整理、保存に関する諸規定が改まり、文書館において収集・保存する資料は、条例第２条第

４項に規定する「特定歴史公文書等」となった。 

　「特定歴史公文書等」とは、歴史的文化的価値を有する資料である公文書その他の文書のうち、

次に掲げるものをいう。 

 

・条例第８条第１項又は第３項の規定により実施機関から移管された公文書ファイル等 

・条例第３０条第３項の規定により移管された刑事訴訟に関する書類 

・法人その他の団体又は個人から寄贈、寄託等がされたもの 

 

【実施機関】 

　知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、 

　警察本部労働委員会、収容委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、 

　公営企業管理者、病院事業管理者、県が設立した地方行政法人（徳島県鳴門病院）、 

　徳島県住宅供給公社、徳島県土地開発公社

 

　また、移管する文書は、「徳島県立文書館特定歴史公文書等に関する評価選別方針」に基づき、

まず実施機関が定め、実施機関が廃棄とした文書について、文書館があらためて選別を行う。 

 

　そのほか、次の資料についても収集、保存する。 

・行政資料：県及び県の関係機関が作成し、又は取得した調査統計資料、各種報告書、地図、

写真及びその他の刊行物等 

・徳島県に関する歴史的な写真、画像、映像及びデジタルデータ等の記録 

・その他文書館が必要とする資料 

 

 

１ 公文書の移管 

 

　公文書の移管状況は、次のとおりである。 

 

 

     公文書の移管状況                                        　　 （単位：冊）

令和５年度までの計（Ａ） 令和６年度（Ｂ） 累計　（Ａ）＋ （Ｂ）

   

２６，３８８ ３０７ ２６，６９５ 

                                                        令和７年３月31日現在 
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２ 公文書の利用制限について 

　文書館では、これまで、本館の「公文書の閲覧システムに関する事務取扱内規」に基づき、当

該文書が作成、または取得された日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して３０年を経過

した公文書について、個人のプライバシーの保護等の閲覧基準に照らし合わせて、平成１１年４

月１日より、利用に供してきたところであるが、徳島県公文書等の管理に関する条例が施行され

たことに伴い、令和６年４月１日以降は、条例に基づき利用に供することとなっている。 

　条例では、利用請求があった場合、次に掲げる場合を除いて利用させなければならないと定め

ているため、館内に設けた審査会において該当性を判断している。 

 

　【利用制限事由（条例第13条）】 

・個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別

することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある

もの 

・法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公

にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの 

・県の機関等の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

・非公開を条件とする任意提供情報 

・法令等又は国の機関の指示等による非公開情報 

・公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相

当の理由がある情報 

・刑事訴訟に関する書類で、利用の制限を行うことが適切である旨の意見を付されている場

合 

・一定期間公にしないことを条件に、文書館が寄贈、寄託等を受けた歴史公文書等 

・原本を利用することにより、破損又は汚損を生じるおそれがある場合又は原本を現在利用

している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月10日　公文書審査会
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文書館収集公文書一覧（年代・部課別）（令和7年3月31日現在） 
     

 1868 ～ 1878 ～ 1888 ～ 1898 ～ 1908 ～ 1918 ～ 1928 ～ 1938 ～ 1948 ～

　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1877 1887 1897 1907 1917  1927 1937 1947 1957

 廃 棄 時 部 課 M1～ M11～ M21～ M31～ M41～ T7～  S3～  S13～ S23～

  M10 Ｍ20 Ｍ30 Ｍ40 Ｔ6 Ｓ2 Ｓ12 Ｓ22 Ｓ32

1 法 務 文 書 課 ８ 1 4 3 8 4 3 6 9 4 0 5 9 7 0

2 総 務 課 1 3 6 0 1 1 1 1 1 6 2 5 2 2 3 4 1 0 9

3 徳 島 科 学 技 術 高 等 学 校 2 5 5 6 4 6 5 2 5 0 2 4

4 図 書 館 1 1 4 1 0 3

5 財 政 課 1 3 9 3 1

6 河 川 課 2 2 1 2

7 蚕 業 試 験 場 5 1 6 2 1 4 3

8 農林水産総合技術支援センター 5 4 ４ 1 1 ８ 1 8 ７

9 統 計 戦 略 課 3 1 0 3 3

10 管 財 課 1

11 耕 地 課 1 1 2 3

12 繭 検 定 所 1 1

13 港 湾 振 興 管 理 課 2 2 3

14 中 央 病 院 3 1 4

15 市 町 村 課 9 7 4

16 住 宅 課 6 3 2

17 とくしまブランド戦略課 1 1 5

18 用 地 対 策 課 1 1

19 林 業 振 興 課 2 1 9

20 生 活 文 化 国 際 総 室 1 2

21 労 働 政 策 課 6 3

22 雇 用 能 力 開 発 課 1

23 建 設 管 理 課 1 1

24 農 業 経 済 課 2 4 2

25 都 市 計 画 課 3 1

26 保 健 福 祉 政 策 課 1 8 0

27 消 防 防 災 安 全 課 1 2 0

28 都 市 道 路 整 備 局 1

29 文 化 国 際 課 4 1 1

30 検 査 金 融 課 ５ 3 3

31 統 計 調 査 課 1 3

32 日 和 佐 土 木 事 務 所 7

33 産 業 振 興 課 7

34 園 芸 農 蚕 課 3

35 教 育 総 務 課 4 4

36 生 活 衛 生 課 1 4

37 日 和 佐 財 務 事 務 所 3

38 物 産 観 光 事 務 所 3

39 道 路 整 備 課 2

40 こ ど も 未 来 課 6

41 保 育 専 門 学 院 1 8

42 水 産 高 等 学 校 7

43 商 工 政 策 課 1 0

44 林 業 課 1

45 秘 書 課 3

46 水 産 課 2

47 農 林 政 策 課 6

48 砂 防 防 災 課 6

49 税 務 課 3

50 農 政 蚕 糸 課 1

51 教 育 研 修 セ ン タ ー 1

52 健 康 増 進 課 １

53 教 育 文 化 政 策 課 1

頁 　 　 計 2 1 7 4 4 9 7 9 1 4 2 1 2 8 2 1 1 3 6 3 1 0 4 8
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 1958～ 1968 ～ 1978 ～ 1988 ～ 1998～ 2008～ 2018 ～   
　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1967 1977 1987 1997 2007  2017  2024 年代   
 廃 棄 時 部 課 S33～ S43～  S53～ S63 ～ H10～ H20～  H30～  不詳  総 計

S42 S52 S62 H９ H19 H29 R6 

1 法 務 文 書 課 3 4 1

2 総 務 課 1 2 9 5 9 2 0 6 2 0 6 1 0 1 9 1 2

3 徳 島 科 学 技 術 高 等 学 校 1 3 2 3 4 3 0 4 4 7 3 8 3

4 図 書 館 1 2 2 1 6 5 1 4 2 1 4 4 1 5 4 8 5 9 2 1

5 財 政 課 2 1 2 1 5 0

6 河 川 課 3 3 5 9 1 3 6 9 7 2 1 3 4 4

7 蚕 業 試 験 場 3 7 6 4 2 1 1 3 5

8 農林水産総合技術支援センター 2 0 4 1 9 1 1 ５ 4 1 3

9 統 計 戦 略 課 1 9

10 管 財 課 2 1 4

11 耕 地 課 1 8 9 3 6 5 5 5 4 7 2

12 繭 検 定 所 1 1 4

13 港 湾 振 興 管 理 課 6 1 3

14 中 央 病 院 1 1 7 1 3 6

15 市 町 村 課 1 4 1 5 5 0 8 4 7 2 2 5 2 9 2 5 5 2 1 9 3

16 住 宅 課 1 4 ３ 1 5 ６

17 とくしまブランド戦略課 2 2 6 4 6 1 9 1

18 用 地 対 策 課 7 2 7 4 1 2 4 1 8 4

19 林 業 振 興 課 5 2 5 7 1 8 1 1 0 4

20 生 活 文 化 国 際 総 室 1 5 7 3 6 4

21 労 働 政 策 課 5 3 1 4 2 5 1

22 雇 用 能 力 開 発 課 2 2 5

23 建 設 管 理 課 1 3

24 農 業 経 済 課 6 7 6 8 9 7 2 7 6

25 都 市 計 画 課 1 1 8 5 0 3 1 7 7

26 保 健 福 祉 政 策 課 1 9 3 8 7 5 6 1 9 2 1 4 3 9

27 消 防 防 災 安 全 課 6 8 2 2 0 4 6 5 4 7 8 2 1

28 都 市 道 路 整 備 局 1 0 6 6 1 1 3

29 文 化 国 際 課 1 7 1 1 2 5

30 検 査 金 融 課 2 3 2 1 6 4

31 統 計 調 査 課 3 2 2 6 5 0 1 3 1 1 1 4 5

32 日 和 佐 土 木 事 務 所 3 2 8 1 3 3 3

33 産 業 振 興 課 2 1 1 2 1 2 3

34 園 芸 農 蚕 課 1 2 1 1 4 1 5 8

35 教 育 総 務 課 6 4 6 9 1 0 8 4 7 5 6 1 7 6 7

36 生 活 衛 生 課 3 7 1 1 2 2 8

37 日 和 佐 財 務 事 務 所 1 3 8 3 6 0 6 9 3

38 物 産 観 光 事 務 所 1 6 7 6 2 5 5 7

39 道 路 整 備 課 5 3 1 5 6

40 こ ど も 未 来 課 1 9 2 7 1 7 1 6 1

41 保 育 専 門 学 院 6 7 8 1 0 3 1 1 0 7

42 水 産 高 等 学 校 2 5 3 2 3 5 2 2 1 7 1 3 8

43 商 工 政 策 課 1 5 8 3 7 8 1 1 8 7

44 林 業 課 2 2 1 7 1 5 5 5

45 秘 書 課 2 5 4 2 1 1 7

46 水 産 課 6 4 6 2 3 2 7 8 3 9 3 1 1 0 1 0

47 農 林 政 策 課 1 0 9 1 9 8 1 2 9 3 5 2

48 砂 防 防 災 課 ３ ４ 9 0 ４ 6 1 1 3

49 税 務 課 2 1 3 3 1 3 0 1 7 5 1 2 5 1 3 0 6 1 7

50 農 政 蚕 糸 課 2 1 4

51 教 育 研 修 セ ン タ ー 1 7 1 1 2 3 1

52 健 康 増 進 課 7 1 2 1 3 4 6 5 1 0 2

53 教 育 文 化 政 策 課 1 0 1 5 1 3 1 8 8 1 6 6

頁 　 　 計 1 3 9 7 2 3 1 8 3 5 5 2 2 0 7 8 8 2 3 3 0 1 ０ 4 9 12,633
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 1868 ～ 1878 ～ 1888 ～ 1898 ～ 1908 ～ 1918～ 1928 ～ 1938 ～ 1948 ～

　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1877 1887 1897 1907 1917  1927 1937 1947 1957

 廃 棄 時 部 課 M1～ M11～ M21～ M31～ M41～ T7～  S3～  S13～ S23～

  M10 Ｍ20 Ｍ30 Ｍ40 Ｔ6 Ｓ2 Ｓ12 Ｓ22 Ｓ32

54 林 業 戦 略 課 2 7

55 聾 学 校           8

56 東 部 県 土 整 備 局  1

57 県 民 ス ポ ー ツ 課   3

58 労 政 事 務 所       

59 港 湾 課           

60 砂 防 課           

61 児 童 家 庭 福 祉 課   

62 企 業 振 興 課       

63 環 境 管 理 課       

64 脇 町 財 務 事 務 所   

65 総 務 県 民 課       

66 政 策 調 整 課       

67 経 営 課           

68 職 員 厚 生 課       

69 消 防 保 安 課       

70 阿 南 工 業 高 等 学 校

71 営 農 振 興 課       

72 企 業 局 総 務 課     

73 環 境 政 策 課       

74 用 地 補 償 課       

75 総 合 政 策 室       

76 障 害 児 教 育 課     

77 流 域 振 興 課       

78 森 林 整 備 課       

79 薬 務 課           

80 日 和 佐 福 祉 事 務 所

81 総 合 政 策 局       

82 障 が い 福 祉 課     

83 河 川 振 興 課       

84 鳴 門 渦 潮 高 等 学 校

85 水 産 振 興 課       4 3 2

86 廃 棄 物 対 策 課     

87 労 働 雇 用 政 策 課   
88 自 然 共 生 室       
89 人 事 課           ２ ８
90 川 島 土 木 事 務 所   
91 高 齢 保 健 福 祉 課   
92 消 費 生 活 セ ン タ ー

93 営 繕 課           
94 生 涯 学 習 課       
95 環 境 整 備 課       
96 労 政 訓 練 課       
97 川 島 農 林 事 務 所   
98 徳島小松島港開発事務所  
99 文 化 課           

100 社 会 福 祉 課       
101 消 費 生 活 課       
102 自 治 研 修 セ ン タ ー

103 港 湾 空 港 課       
104 人 権 課           
105 統 計 課

106 徳 島 財 務 事 務 所

頁 　 　 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６ 7 9
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 1958～ 1968 ～ 1978 ～ 1988 ～ 1998～ 2008～ 20１8～   
　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1967 1977 1987 1997 2007  2017  2024 年代   
 廃 棄 時 部 課 S33～ S43～  S53～ S63 ～ H10～ H20～  H30～  不詳  総 計

S42 S52 S62 H９ H19 H29 R6

54 林 業 戦 略 課 4 7 7 4

55 聾 学 校 2 6 1 7 7 9 5 2 2 1 5 7

56 東 部 県 土 整 備 局 2 6 8 1 6 8 1 8 5

57 県 民 ス ポ ー ツ 課 2 2 1 8

58 労 政 事 務 所 5 1 5 3 7 7 1 7 9 4

59 港 湾 課 3 1 4 4 6 8 8 １ 4 4 9

60 砂 防 課 4 3 3 1 6 8 1 2 1 5

61 児 童 家 庭 福 祉 課 3 0 9 7 4 6

62 企 業 振 興 課 4 4

63 環 境 管 理 課 1 3 7 2 0 4 2 2 6 2 1 8 4 3 7 2 9

64 脇 町 財 務 事 務 所 5 5 1 7 1 8 4 5

65 総 務 県 民 課 1 5 8 5 2 7 1 5 4 4 2 5

66 政 策 調 整 課 1 4 4 9

67 経 営 課 3 1 2 2 1 7

68 職 員 厚 生 課 1 1 1 3

69 消 防 保 安 課 4 2 4 9 8 9 8 1 4 2 1 5 3 8 1

70 阿 南 工 業 高 等 学 校 1 3 1 9 5 3 7

71 営 農 振 興 課 2 3 2 9 3 2 6 6

72 企 業 局 総 務 課 3 2 6 5 5 1 1 6 8

73 環 境 政 策 課 3 4 1 1 3 3 2 6 2 0 3

74 用 地 補 償 課 1 1 2 5 2 8 7 3

75 総 合 政 策 室            3 6 6 6 9

76 障 害 児 教 育 課          1 1 1 0 5 1 3 0 2 3 7

77 流 域 振 興 課            1 1

78 森 林 整 備 課            1 5 7 1 8 7 2 4 9 3 1 2 4 2 4

79 薬 務 課                6 3 9 7 5 7 1 1 1 2 9

80 日 和 佐 福 祉 事 務 所      1 2 3

81 総 合 政 策 局            1 2 2 5

82 障 が い 福 祉 課          1 1

83 河 川 振 興 課            1 2 0 4 4 3 3 4 7 1 4 5

84 鳴 門 渦 潮 高 等 学 校      7 8 2 0 1 3 1 4 9

85 水 産 振 興 課            2 7 4 0 6 3 1 1 2

86 廃 棄 物 対 策 課          1 2 2 5 2 8

87 労 働 雇 用 政 策 課        1 1 2 2 1 3 2 8

88 自 然 共 生 室            3 3 1 7 5 5 5

89 人 事 課                1 0 1 2 1 9 2 1 5 4

90 川 島 土 木 事 務 所        1 1

91 高 齢 保 健 福 祉 課        8 1 1 1 0

92 消 費 生 活 セ ン タ ー      3 2 1 7 6 1 0 0

93 営 繕 課                5 1 2 8

94 生 涯 学 習 課            2 2 1 7 9 1 0 6 3 0 7

95 環 境 整 備 課            1 6 1 2 1 6 5 1 9 0 1 3 9 3

96 労 政 訓 練 課            1 1 2 7 3 8

97 川 島 農 林 事 務 所        3 3 3 6 4 2

98 徳島小松島港開発事務所       4 7 1 1 2

99 文 化 課                4 3 6 2 9 6 9

100 社 会 福 祉 課            2 8 2 5 5 3

101 消 費 生 活 課            1 8 9 2 7

102 自 治 研 修 セ ン タ ー      2 0 1 0 7 1 5 8 1 0 9 ５ 3 0 9

103 港 湾 空 港 課            7 1 3 1 1

104 人 権 課                2 6 6 1 1 7 0

105 統 計 課 5 0 4 6 2 5 1 2

106 徳 島 財 務 事 務 所 1 1

頁 　 　 計 5 3 6 8 2 5 4 3 4 0 2 5 2 6 8 8 3 9 1 ５ 0 9 2 9 1
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 1868 ～ 1878 ～ 1888 ～ 1898 ～ 1908 ～ 1918～ 1928 ～ 1938 ～ 1948 ～

　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1877 1887 1897 1907 1917  1927 1937 1947 1957

 廃 棄 時 部 課 M1～ M11～ M21～ M31～ M41～ T7～  S3～  S13～ S23～

  M10 Ｍ20 Ｍ30 Ｍ40 Ｔ6 Ｓ2 Ｓ12 Ｓ22 Ｓ32

107 同 和 対 策 課           
108 自 然 環 境 課           
109 河 川 整 備 課           
110 美 馬 商 業 高 等 学 校     
111 安 全 衛 生 課

112 地 域 福 祉 課

113 農 山 漁 村 振 興 課

114 公 害 対 策 課

115 阿 波 農 業 高 等 学 校

116 国 際 戦 略 課

117 労 働 雇 用 課

118 選 挙 管 理 委 員 会

119 農 山 村 整 備 課

120 ふ る さ と 振 興 課

121 南部総合県民局農林水産部

122 評 価 検 査 課

123 日 和 佐 農 林 事 務 所

124 地 方 労 働 委 員 会

125 徳 島 農 林 事 務 所

126 日 和 佐 保 健 所

127 文 化 の 森 振 興 総 局

128 生 涯 学 習 政 策 課

129 保 健 環 境 セ ン タ ー

130 女 性 職 業 セ ン タ ー

131 文 化 財 課

132 観 光 交 流 課

133 中 央 福 祉 事 務 所

134 教 育 委 員 会 総 務 課

135 農 地 整 備 課

136 観 光 振 興 課

137 体 育 保 健 課

138 障 害 福 祉 課

139 川 島 福 祉 事 務 所

140 長 寿 社 会 課

141 大 阪 事 務 所

142 東部農林水産局徳島庁舎

143 環 境 指 導 課

144 こ ど も 未 来 ・ 青 少 年 課

145 農 林 水 産 政 策 課

146 農 業 基 盤 課

147 池 田 土 木 事 務 所

148 計 量 検 定 所

149 高 齢 福 祉 課

150 農 村 振 興 課

151 農 業 基 盤 整 備 課       
152 出 納 課               
153 文 書 館               
154 盲 学 校               
155 日和佐農業改良普及センター    
156 議 会 事 務 局 総 務 課     
157 那賀高等学校 平谷分校      
158 二 十 一 世 紀 館         1

159 鳴 門 財 務 事 務 所

頁 　 　 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 1
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 1958～ 1968 ～ 1978 ～ 1988 ～ 1998～ 2008～ 2018～   
　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1967 1977 1987 1997 2007  2017  2024 年代   
 廃 棄 時 部 課 S33～ S43～  S53～ S63 ～ H10～ H20～  H30～  不詳  総 計

S42 S52 S62 H９ H19 H29 R6

107 同 和 対 策 課 1 2 1 5 4 0 8       6 2 4

108 自 然 環 境 課 1 5 1 5 2 1 4 4 6

109 河 川 整 備 課 1 2 1 4 1 0 3 6

110 美 馬 商 業 高 等 学 校 4 6 1 0

111 安 全 衛 生 課 3 9 2 5 5 0 8 7

112 地 域 福 祉 課 3 3      3 3

113 農 山 漁 村 振 興 課 ２ 5 9      4 2 0

114 公 害 対 策 課 5 3 1 4      6 7

115 阿 波 農 業 高 等 学 校  1   1

116 国 際 戦 略 課  4   4

117 労 働 雇 用 課  2   2

118 選 挙 管 理 委 員 会  9 0   9 0

119 農 山 村 整 備 課 4 3 2 9

120 ふ る さ と 振 興 課 1 8 1 1 0

121 南部総合県民局農林水産部 1 2 4 7 3 3 2 9 4

122 評 価 検 査 課 1 1 1 3

123 日 和 佐 農 林 事 務 所 1 0 2 3 7 9 1 4 8 2

124 地 方 労 働 委 員 会 2 7 1 5      4 2

125 徳 島 農 林 事 務 所 4 2 7 9 4 0

126 日 和 佐 保 健 所 1 1 2      1 3

127 文 化 の 森 振 興 総 局 9 6 2 3      2 1 2 1

128 生 涯 学 習 政 策 課 1 3 6 9 2 1 1 8 6

129 保 健 環 境 セ ン タ ー  1 4 2 0 2 8 6 2

130 女 性 職 業 セ ン タ ー  1   1

131 文 化 財 課  1 3 0 2 1 3 4

132 観 光 交 流 課  2 5   7

133 中 央 福 祉 事 務 所  5 2 4 2 3 1

134 教 育 委 員 会 総 務 課  1   1

135 農 地 整 備 課  3 8 1 1 2

136 観 光 振 興 課  6   6

137 体 育 保 健 課  3 1 1   1 4

138 障 害 福 祉 課  1 0 5 2 2 6 1 8 9

139 川 島 福 祉 事 務 所 1 0 1 0

140 長 寿 社 会 課 6 2 1 2 1 3 0

141 大 阪 事 務 所 1 7 2 1 0

142 東部農林水産局徳島庁舎 2 7 1 6 2 5

143 環 境 指 導 課 3 1 5 4 1 3 9 9 8

144 こ ど も 未 来 ・ 青 少 年 課 1 1

145 農 林 水 産 政 策 課 2 2 1 1 2 1 7

146 農 業 基 盤 課 7 7 3 7 5 1

147 池 田 土 木 事 務 所 2 7 2 7

148 計 量 検 定 所 2 7 5 3 2

149 高 齢 福 祉 課 1 9 1 9

150 農 村 振 興 課 4 4

151 農 業 基 盤 整 備 課 2 2

152 出 納 課 2 6 1 2 7

153 文 書 館 ４ 5 9 8 2 8 1 2 2 6

154 盲 学 校 1 3 1 4 2 7

155 日和佐農業改良普及センター 8 8

156 議 会 事 務 局 総 務 課 5 7 1 2 6 9

157 那賀高等学校 平谷分校 6 4 1 0

158 二 十 一 世 紀 館 1 2 3 8 2 4 1 3 8 8 7

159 鳴 門 財 務 事 務 所 2 5 7

頁 　 　 計 0 6 0 7 7 0 1 5 2 6 4 3 5 1 6 1 8 3 2 9 6 4
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 1868 ～ 1878 ～ 1888 ～ 1898 ～ 1908 ～ 1918～ 1928 ～ 1938 ～ 1948 ～

　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1877 1887 1897 1907 1917  1927 1937 1947 1957

 廃 棄 時 部 課 M1～ M11～ M21～ M31～ M41～ T7～  S3～  S13～ S23～

  M10 Ｍ20 Ｍ30 Ｍ40 Ｔ6 Ｓ2 Ｓ12 Ｓ22 Ｓ32

160 地 方 課               
161 川 島 財 務 事 務 所       
162 地 方 主 権 推 進 課       
163 企 業 局 工 務 課         
164 池 田 財 務 事 務 所       
165 生 産 流 通 課           
166 徳 島 学 院             
167 穴 吹 保 健 所           
168 中 央 児 童 相 談 所       
169 農 山 村 保 全 対 策 室     
170 県 立 看 護 専 門 学 校     
171 脇 町 福 祉 事 務 所       
172 危 機 管 理 局 企 画 課     
173 環 境 首 都 課           
174 富 岡 西 高 等 学 校       ２ 1 9 ４ ４
175 日 和 佐 高 等 学 校       
176 東 京 事 務 所           
177 児 童 相 談 所           
178 池 田 福 祉 事 務 所       
179 防 災 局 消 防 防 災 課     
180 牟 岐 少 年 自 然 の 家     
181 水 ・ 環 境 課           
182 長 寿 保 険 課           
183 阿 南 財 務 事 務 所       
184 情 報 シ ス テ ム 課       
185 検 査 指 導 課           
186 と く し ま ブ ラ ン ド 課   
187 東部農林水産局吉野川庁舎     
188 西部総合県民局企画振興部     
189 西部総合県民局三好保健所     1

190 西部総合県民局美馬保健所     
191 西 部 総 合 県 民 局 出 納 室

192 東 部 県 税 局           
193 流 域 下 水 道 室         
194 地 域 経 済 再 生 課

195 学 校 政 策 課           
196 特 別 支 援 教 育 課       
197 教 職 員 課             
198 農林水産総合技術支援センター・ 企 

画監理課               
199 人 権 教 育 課           
200 文化交流局国民文化祭課      
201 福 利 厚 生 課           
202 流 域 整 備 企 画 課       
203 建 築 開 発 指 導 課       
204 高 規 格 道 路 推 進 局     
205 県 土 整 備 政 策 課       
206 教 育 改 革 課           
207 観光戦略局観光企画課        
208 交 通 政 策 課           
209 道 路 建 設 課           
210 道 路 保 全 課
211 企 業 局 経 営 企 画 室

頁 　 　 計 ０ ０ ０ ０ ０ 2 1 9 4 5
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 1958～ 1968 ～ 1978 ～ 1988 ～ 1998～ 2008～ 2018～   
　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1967 1977 1987 1997 2007  2017  2024 年代   
 廃 棄 時 部 課 S33～ S43～  S53～ S63 ～ H10～ H20～  H30～  不詳  総 計

S42 S52 S62 H９ H19 H29 R5

160 地 方 課 1 2 1 2

161 川 島 財 務 事 務 所 5 3 3 6 8 9

162 地 方 主 権 推 進 課 9 9 1 8

163 企 業 局 工 務 課 1 1

164 池 田 財 務 事 務 所 3 3 3 2 6 5

165 生 産 流 通 課 6 8 6 8

166 徳 島 学 院 2 2

167 穴 吹 保 健 所 8 7 1 5

168 中 央 児 童 相 談 所 1 2 3 1 4 3

169 農 山 村 保 全 対 策 室 1 1

170 県 立 看 護 専 門 学 校 7 2 1 1 2 9

171 脇 町 福 祉 事 務 所 4 1 1 4 5 5

172 危 機 管 理 局 企 画 課 1 4 5

173 環 境 首 都 課 3 1 4

174 富 岡 西 高 等 学 校 3 1 9 5 1

175 日 和 佐 高 等 学 校 1 6 7

176 東 京 事 務 所 4 2 3 9

177 児 童 相 談 所 2 2

178 池 田 福 祉 事 務 所 1 0 1 1 1

179 防 災 局 消 防 防 災 課 1 1

180 牟 岐 少 年 自 然 の 家 1 1

181 水 ・ 環 境 課 2 2

182 長 寿 保 険 課 2 2

183 阿 南 財 務 事 務 所 6 6

184 情 報 シ ス テ ム 課 1 4 1 1 5

185 検 査 指 導 課 1 1

186 と く し ま ブ ラ ン ド 課 1 7 1 7

187 東部農林水産局吉野川庁舎 1 3 1 3

188 西部総合県民局企画振興部 2 0 2 0

189 西部総合県民局三好保健所 4 3 3 2 1 3 5 3

190 西部総合県民局美馬保健所 3 2 1 6 4 8

191 西 部 総 合 県 民 局 出 納 室 2 2

192 東 部 県 税 局 1 2 1 5 2 7

193 流 域 下 水 道 室 1 1

194 地 域 経 済 再 生 課 1 1

195 学 校 政 策 課 2 1 3

196 特 別 支 援 教 育 課 2 1 3

197 教 職 員 課 1 7 1 1 1 9

198 農林水産総合技術支援センター・ 企    
画監理課 2 1 3

199 人 権 教 育 課 2 1 3

200 文化交流局国民文化祭課 2 2

201 福 利 厚 生 課 2 1 3

202 流 域 整 備 企 画 課 1 1 2

203 建 築 開 発 指 導 課 2 1 3

204 高 規 格 道 路 推 進 局 2 2

205 県 土 整 備 政 策 課 １ 1 1 3

206 教 育 改 革 課 1 1 2

207 観光戦略局観光企画課 1 1 2

208 交 通 政 策 課 2 5 7

209 道 路 建 設 課 2 2 4

210 道 路 保 全 課 2 1 3

211 企 業 局 経 営 企 画 室 1 1

頁 　 　 計 2 2 0 3 2 7 7 3 6 2 6 8 0 0 7 6 2
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 1868 ～ 1878 ～ 1888 ～ 1898 ～ 1908 ～ 1918～ 1928 ～ 1938 ～ 1948 ～

　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1877 1887 1897 1907 1917  1927 1937 1947 1957

 廃 棄 時 部 課 M1～ M11～ M21～ M31～ M41～ T7～  S3～  S13～ S23～

  M10 Ｍ20 Ｍ30 Ｍ40 Ｔ6 Ｓ2 Ｓ12 Ｓ22 Ｓ32

212 畜 産 課               
213 労 働 委 員 会 事 務 局     
214 南 海 地 震 対 策 課       
215 男 女 共 同 参 画 課       
216 男 女 参 画 青 少 年 課     
217 出 納 局 会 計 課         
218 教育委員会スポーツ健康課     
219 人事委員会事務局 任用課     
220 監 査 委 員 事 務 局       1 1

221 収 用 委 員 会 事 務 局     
222 県 民 環 境 政 策 課       
223 地 域 経 済 課           
224 道 路 政 策 課           
225 環境首都課 自然環境室       
226 危 機 管 理 政 策 課       
227 県 民 く ら し 安 全 課     
228 新 行 政 体 制 整 備 課     
229 地 方 分 権 推 進 課       
230 地 域 情 報 政 策 課       
231 医 療 政 策 課           
232 新 産 業 戦 略 課         
233 下 水 環 境 課           
234 病 院 局 総 務 課         
235 社 会 教 育 課           
236 近 代 美 術 館           
237 山 川 少 年 自 然 の 家     
238 博 物 館               
239 文 化 の 森 統 括 本 部     
240 中央こども女性相談センター    
241 南部総合県民局経営企画部     
242 総 務 事 務 管 理 課       
243 徳島保健所     
244 総 務 課 法 務 文 書 室     
245 も う か る ブ ラ ン ド 推 進 課  
246 生 産 基 盤 課           
247 長 寿 い き が い 課        
248 阿 南 ひ か り 高 等 学 校    
249 法 制 文 書 課           
250 動 物 愛 護 管 理 セ ン タ ー  
251 ス マ ー ト 林 業 課
252 西部総合県民局保健福祉部

253 吉 野 川 保 健 所
254 南部総合県民局県土整備部

255 県 立 総 合 大 学 校 本 部
256 労 働 雇 用 戦 略 課
257 政 策 企 画 課
258 情 報 政 策 課
259 健 康 寿 命 推 進 課
260 ス ポ ー ツ 振 興 課
261 こ ど も 未 来 政 策 課
262 子 育 て 応 援 課
263 青 少 年 ・ こ ど も 家 庭 課
264 鳥 獣 対 策 ・ 里 山 振 興 課

頁 　 　 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 1 1
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 1958～ 1968 ～ 1978 ～ 1988 ～ 1998～ 2008～ 2018～   
　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1967 1977 1987 1997 2007  2017  2024 年代   
 廃 棄 時 部 課 S33～ S43～  S53～ S63 ～ H10～ H20～  H30～  不詳  総 計

S42 S52 S62 H９ H19 H29 R6

212 畜 産 課 2 1 3

213 労 働 委 員 会 事 務 局 1 1

214 南 海 地 震 対 策 課 1 1 2

215 男 女 共 同 参 画 課 1 1

216 男 女 参 画 青 少 年 課 1 1 2

217 出 納 局 会 計 課 1 1

218 教育委員会スポーツ健康課 1 1

219 人事委員会事務局 任用課 1 1 2

220 監 査 委 員 事 務 局 2 1 1 8 17 9 1 6 6 2 5 1 4 9 3

221 収 用 委 員 会 事 務 局 1 1

222 県 民 環 境 政 策 課 1 1 2

223 地 域 経 済 課 1 1 2

224 道 路 政 策 課 4 4

225 環境首都課 自然環境室 7 7

226 危 機 管 理 政 策 課 1 2 1 8 0 9 1 1 3 1 2 5

227 県 民 く ら し 安 全 課 1 1

228 新 行 政 体 制 整 備 課 1 1

229 地 方 分 権 推 進 課 1 1

230 地 域 情 報 政 策 課 1 1

231 医 療 政 策 課 1 1

232 新 産 業 戦 略 課 1 1

233 下 水 環 境 課 2 2

234 病 院 局 総 務 課 1 1

235 社 会 教 育 課 1 1

236 近 代 美 術 館 2 2

237 山 川 少 年 自 然 の 家 1 1

238 博 物 館 1 1

239 文 化 の 森 統 括 本 部 1 1

240 中央こども女性相談センター 1 1

241 南部総合県民局経営企画部 2 2

242 総 務 事 務 管 理 課 3 3

243 徳島保健所 5 2 7

244 総 務 課 法 務 文 書 室 9 1 1 6 3 1 1 1 1

245 も う か る ブ ラ ン ド 推 進 課 2 3 5

246 生 産 基 盤 課 5 4 9

247 長 寿 い き が い 課 2 2

248 阿 南 ひ か り 高 等 学 校 ３ 1 0 6 4 1 2 3 5

249 法 制 文 書 課 5 9 8 1 1 0 4

250 動 物 愛 護 管 理 セ ン タ ー 6 6

251 ス マ ー ト 林 業 課 ３ ３

252 西部総合県民局保健福祉部 １ ３ ５ ３ 1 2

253 吉 野 川 保 健 所 1 １

254 南部総合県民局県土整備部 １ １

255 県 立 総 合 大 学 校 本 部 2 ２

256 労 働 雇 用 戦 略 課 １ １

257 政 策 企 画 課 7 7

258 情 報 政 策 課 7 7

259 健 康 寿 命 推 進 課 3 2 5

260 ス ポ ー ツ 振 興 課 3 3

261 こ ど も 未 来 政 策 課 1 1

262 子 育 て 応 援 課 3 3

263 青 少 年 ・ こ ど も 家 庭 課 1 1

264 鳥 獣 対 策 ・ 里 山 振 興 課 7 7

頁 　 　 計 2 6 5 0 2 0 ９ 1 4 7 2 0 2 3 3 7 5 1 4 1 0 0 1
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 1868 ～ 1878 ～ 1888 ～ 1898 ～ 1908 ～ 1918～ 1928 ～ 1938 ～ 1948 ～

　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1877 1887 1897 1907 1917  1927 1937 1947 1957

 廃 棄 時 部 課 M1～ M11～ M21～ M31～ M41～ T7～  S3～  S13～ S23～

  M10 Ｍ20 Ｍ30 Ｍ40 Ｔ6 Ｓ2 Ｓ12 Ｓ22 Ｓ32

265 観 光 政 策 課     
266 南部総合県民局保健福祉環境部

267 産 業 人 材 課       
268 産 業 創 成 ・ 大 学 連 携 課  
269 地 域 共 生 推 進 課    

頁 　 　 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 0

総 　 　 計 2 1 7 4 4 9 7 9 1 4 2 1 3 0 2 3 0 3 7 ３ 1 1 4 4

                                          ※ 1 8 6 8 ～ 1 9 5 7 の 簿 冊 の 総 計 は 2 2 4 2 冊 で あ る 。 
 

 この表は，文書館が収集した廃棄部課別の簿冊の冊数を，作成年度別に並べたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.27池田高校辻校から資料搬入 
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 1958～ 1968 ～ 1978 ～ 1988 ～ 1998～ 2008～ 2018～   
　 　 　 　 　 　 　 　 年 代  1967 1977 1987 1997 2007  2017  2024 年代   
 廃 棄 時 部 課 S33～ S43～  S53～ S63 ～ H10～ H20～  H30～  不詳  総 計

S42 S52 S62 H９ H19 H29 R6

265 観 光 政 策 課          ８ ８

266 南部総合県民局保健福祉環境部  1 1

267 産 業 人 材 課          1 8 1 8

268 産 業 創 成 ・ 大 学 連 携 課 6 6

269 地 域 共 生 推 進 課      1 1 1 1

頁 　 　 計 0 0 1 1 0 0 3 3 ０ ０ 4 4

総 　 　 計 1 9 8 1 3 2 5 3 8 8 8 5 6 5 2 1 2 7 0 5 9 9 1 1 8 6 6 26,695 
※総合計 26,695 は，1868～1957の簿冊の総計2,242に，1958～2024の簿冊の総計24,453を加えたものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.18　公文書公開審査会
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  ３ 古文書の収集事業 

　文書館において現在収集・整理・保存している古文書は３３４家で、次表の通りである。収集

対象は、有史以来の徳島県に関わるさまざまな資料で、政治・経済・社会及び文化の各分野に渡

っている。 

　文書館所蔵古文書一覧

ｺｰﾄﾞ 家名 件数 旧蔵地 資料概要 契約情報 状態

ｱｲｿ 藍園小学校関係文 26 板野郡藍住町 藍園小学校学籍簿ほか 寄託　平成23年5月26日 調査中 

書 藍住南小学校より預かり

ｱｲﾊ 粟飯原家文書 2,193 名西郡神山町 上分上山村庄屋粟飯原家 寄託　平成20年10月2日 公　開

文書 神山町郷土資料館より 

移管

ｱｷﾓ 秋本家文書 3,392 那賀郡那賀町 那賀郡小仁宇村庄屋文書 寄託 公　開

・仁宇谷一揆文書を含む 平成13年11月21日契約

　156点は未公開

ｱｹﾉ 明神小学校関係文 328 鳴門市瀬戸町 鳴門市立明神小学校関係 寄託 調査中

書 文書6箱 平成23年７月

ｱｻﾀ 浅田家文書 137 徳島市多家良 明治期教科書・証書・守 購入 調査中

町 り札等 平成18年度

ｱｻﾅ 麻名用水土地改良 4,917 名西郡石井町 麻名用水土地改良区関係 寄託　未契約 調査中

区有文書 文書　明治20年～

ｱﾅﾝ 阿南市役所文書 16 阿南市那賀川 阿南市総務課所蔵旧平島 寄託予定 調査中

町 村地券台帳 平成27年7月20日預かり

ｱﾅ2 阿南市教育会文書 134 阿南市教育会 教育会文書 預かり証 調査中 

令和3年3月13日

ｱﾍｹ 阿部家文書 145 名西郡石井町 名西郡上浦村庄屋文書　 寄託 公　開

   上浦 近世後期～明治初年 平成2年図書館より移管　

平成13年1月15日契約

ｱﾍ2 阿部家文書（北海 － 北海道札幌市 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑおよび画像ﾃﾞｰﾀ

道立図書館）  にて保管

ｱﾏﾉ 天野家文書 158 鳴門市 板野郡南浜村の商家文書 購入 公　開

近世後期～大正期

ｱﾏ2 天野家文書（石井 908 名西郡石井町 名西郡西覚円村の藍商　 購入　追加分は寄贈予定 公　開

町覚円） 覚円 甲斐国売の文書を含む

ｱﾏ3 天野家文書      5 藍関係資料 調査中

ｱﾏ4 天野（尊）家文書 715 徳島市一宮町 古文書・和本等3箱 寄託予定　平成12年8月19 未公開

日預かり　未契約

ｱﾗｵ 荒岡家文書 30 美馬市美馬町 幕末稲田家関係文書ほか 預かり　 調査中

ｱﾗｷ 荒木家文書 53 小松島市 勝浦郡小松島浦松岡家 寄贈 調査中

関係文書 平成27年2月5日預かり

ｱﾜｵ 阿波・麻植郡関係 5 吉野川市・麻 麻植郡鴨島村・阿波郡 購入　平成18年度 調査中

文書       植郡鴨島村・ 知恵島村棟付帳など

 阿波郡知恵島

村

ｲｳﾁ 井内家文書 62 吉野川市美郷 教科書・浄瑠璃本等 寄贈予定 公　開

別枝村 近世後期～大正期

ｲｳ2 井内家文書 － 板野郡上板町 古文書・絵画・軸物・書 寄贈予定　平成12年11月2 未公開 

籍等 2日寄託の申し出あり
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ｺｰﾄﾞ 家名 件数 旧蔵地 資料概要 契約情報 状態

ｲｳ3 井内滋重家文書 8 阿南市羽ノ浦 浄瑠璃本 寄贈予定 調査中

町岩脇

ｲｳ4 井内美奈家文書 441 徳島市西新町 近代文書 寄贈予定 調査中 

令和3年7月9日預かり

ｲｳ5 井内聡家文書 97 名西郡石井町 近代文書（一部近世） 寄贈予定 調査中 

令和3年6月1日預かり

ｲｶﾀ 井形家文書 － 徳島市不動町 1箱 預かり 調査中

ｲｶ2 井形家文書 46 徳島市不動町 名東郡高崎村の史料 寄贈予定 調査中 

辞令等　幕末期～近代

ｲｸﾁ 井口家文書 182 三好郡東みよ 上月文書　播磨国佐用郡 寄託 公　開

し町 上月城主　室町期～ 平成15年4月19日契約

ｲｸﾊ 育波村文書 45 兵庫県淡路市 近世、淡路育波村棟付帳 寄託予定 調査中 

・検地帳等 平成21年2月15日預かり

ｲｸﾋ 生比奈小学校文書 1 勝浦郡勝浦町 蜂須賀茂韶扁額1枚 寄贈予定 調査中 

令和3年12月9日預かり

ｲｹｳ 池内家文書 169 海部郡海陽町 海部郡多良村庄屋文書 預かり 調査中 

ｲｹﾍ 池部家文書 36 徳島市南佐古 徳島の国学者、池辺真榛 寄託　平成17年4月26日 公　開 

に関する資料 預かり　同年6月1日契約

ｲｼｲ 石井家文書 11 神奈川県逗子 蜂須賀家関係資料 寄贈 調査中 

市

ｲｼｵ 石尾家文書 100 徳島市上八万 1970年大阪万博関連資料、寄贈　 調査中

町 大相撲関係資料など

ｲｼｶ 石川家文書 6 徳島市中昭和 尾形長栄（幕末期）関係 寄贈予定　昭和63年9月26 調査中

      町 の資料 日申立書　同年9月28日受

 領

ｲﾀﾉ 板野高等学校文書 3 板野郡板野町 勅語の書 寄託予定 調査中

平成19年預かり

ｲﾀﾐ 伊丹家文書 452 徳島市大松町 養蚕関係・教科書等近代 寄贈予定 公　開 

文書

ｲﾁﾐ 一宮家文書 218 徳島市入田町 近世～近代　郷鉄砲小頭 寄託 公　開 

の文書を含む 平成28年5月25日契約

ｲﾁ2 一宮松次関係資料 112 上板町神宅 風呂敷2包み　郷土史家 調査中 

一宮松次関係資料

ｲﾄｳ 井東家文書 21 那賀郡那賀町 地券・浄瑠璃本 預かり 未公開 

平成11年9月

ｲﾉｳ 井上家文書 12,310 阿南市辰巳町 小松島湊の商家文書 寄託 昭和32年2月12日図 公　開

那賀郡辰巳新田名主文書 書館寄託　平成2年文書館

近世分のみ公開 に移管　平成28年8月3日

契約

ｲﾉ2 井上万吉家文書    117 徳島市西須賀 近代文書　辞令等 調査中

ｲﾉ3 井上（修）家文書 179 徳島市島田 近世・近代文書 調査中

ｲﾉ4 井上京子家文書 9 那賀町鷲敷 昭和20～30年代製茶関係 平成30年3月2日預かり 調査中 

文書、葛原家

ｲﾉｼ 井下家文書 3 三好市池田町 戦前期告諭 令和3年12月寄贈 調査中

ｲﾇﾌ 犬伏家文書 1,499 板野郡藍住町 板野郡東中富村（現藍住 寄託 公　開

町）の村政（庄屋等）・ 平成17年10月16日預かり

家政（藍・薬）文書 平成18年7月11日契約
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ｺｰﾄﾞ 家名  件数 旧蔵地 資料概要 契約情報 状態

ｲﾜｵ 岩生家文書 1,073 板野郡上板町 上板町岩生氏によるｺﾚｸｼｮ 寄託予定 調査中 

ﾝ文書　町内の数家の文書 平成18年2月預かり 

により成る　原本は返却 平成19年1月預かり分を返

却　追加預かり

ｲﾜｷ 岩城家文書 840 阿南市羽ノ浦 那賀郡岩脇村材木商関係 寄贈予定 調査中 

町 文書　近代文書　64箱

ｲﾜｾ 岩瀬久子家文書 23 板野郡上板町 教科書等 寄贈予定 調査中

ｲﾜﾑ 岩村家文書 8,264 鳴門市鳴門町 岩村武勇関係資料 平成23年5月19日預かり 調査中 

約500箱 令和5年9月8日購入

ｲﾜ2 岩村家図書資料 5,886 鳴門市鳴門町 岩村家文書のうち図書資 令和5年9月8日購入 調査中

料及び雑誌類

ｲﾜ3 岩村家文書（図書） 5,868 鳴門市鳴門町 岩村家文書の図書を置く 令和5年9月8日購入 調査中

ｲﾜ4 岩村家文書 800 鳴門市鳴門町 岩村家文書のうち一枚物 令和5年9月8日購入 調査中

（大判資料） の大判資料を置く

ｲﾜﾜ 岩脇村文書 24 阿南市羽ノ浦  寄贈予定　昭和58年5月18 調査中 

町 日図書館に寄贈　平成2年

文書館に移管

ｳｴﾀ 上田家文書 150 名西郡石井町 地図3点と木箱1箱 寄託 調査中 

平成22年5月1日預かり

ｳｴ2 上田幸雄家文書 1 吉野川市山川 丹兵衛日記 調査中

町

ｳｴﾉ 上野家文書 1 香川県高松市 藍屋敷写真ｱﾙﾊﾞﾑ 寄贈　平成20年 調査中 

（上野時生撮影）

ｳｻﾐ 宇佐見家文書 3  与謝野晶子の書ほか 寄贈予定 調査中 

平成元年6月14日申立書

ｳﾒﾊ 梅林家文書 2,265 徳島市応神町 梅林孝次関係資料一式 寄託 公　開 

平成22年7月21日契約

ｳﾔﾏ 宇山家文書 254 吉野川市 養蚕、製糸関係資料3箱 寄贈予定 調査中 

平成29年9月7日預かり

ｴﾉﾓ 榎本家文書 423 徳島市国府町 名東郡日開村庄屋文書、 寄託予定 調査中 

近世～近代 平成26年4月2日預かり

ｴﾝｷ 塩業関係文書 1,933 鳴門市撫養町 預かり資料50箱  調査中

ｴﾝﾄ 遠藤家文書 789 那賀郡那賀町 仁宇谷関係文書　近世～ 遠藤信円氏収集資料 公　開 

昭和初期 寄贈予定

ｴﾝ2 遠藤雅義家文書  1,070 名西郡石井町 書・和本18箱、近世後期 令和5年10月24日預かり 調査中

の狂歌師遠藤春足の資料

および版木など含む

ｵｵｱ 大粟家文書 567 名西郡神山町 名西郡神領村庄屋文書 寄託 公　開 

平成13年11月27日契約

ｵｵｸ 大久保家文書 1,562 美馬郡つるぎ 美馬郡半田商家文書　敷 寄贈予定 公　開

町 地屋太兵衛家　近世～近 昭和63年4月8日申立書　

代　心学関係含む 昭和63年8月26日受領書

ｵｵｺ 大河内家文書 3 岡山県 近世前期古文書 寄贈予定 調査中

平成23年12月9日預かり

ｵｵｼ 大島田村文書    221 鳴門市瀬戸町 近世文書　2箱 購入文書　平成20年 公　開



- 25 -

ｺｰﾄﾞ 家名 件数 旧蔵地 資料概要 契約情報 状態

ｵｵﾀ 大滝家文書  1,843 三好郡東みよ 三好郡昼間村商家文書 寄託予定 未公開

し町 新居水竹関係資料を含む 

近世～近代

ｵｵ2 大田家文書     83 明治期の教科書類ほか3箱

   

ｵｵ3 大久保（兵助）家 3 美馬郡つるぎ 大久保兵助日記上・中・ 寄贈予定 調査中 

文書 町 下巻 平成21年11月8日預かり

ｵｵ4 大嶋家文書     85 美馬市岩倉 鳥取藩池田家家臣大嶋家 寄贈予定 調査中 

文書を含む

ｵｵ5 大久保健治家文書 4,059 美馬郡つるぎ 半田漆器関連文書など15 寄託予定 調査中 

町 箱 令和3年12月7日預かり

ｵｵﾂ 大坪家文書 － 吉野川市山川 1箱 寄託予定 調査中

町 平成26年1月19日預かり

ｵｵﾄ 大戸井家文書      4 阿波市吉野町 田畠図等 寄贈予定 調査中

平成30年9月23日預かり

ｵｶﾀ 緒方家文書     96 美馬市穴吹町 7冊1葉8点 寄贈 公　開 

平成28年2月4日

ｵｶ2 岡田家文書 － 那賀町木頭西 古文書等44箱 寄託予定　平成31年3月25 調査中 

 宇 日預かり、追加あり

ｵｶﾍ 岡部家文書 111 海部郡海陽町 海部郡塩深村庄屋文書 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ及びｶﾗｰ写真で 調査中 

所蔵

ｵｸｳ 奥浦文書 0 海部郡海陽町 段ﾎﾞｰﾙ1箱 購入 調査中

平成27年9月

ｵｸｶ 奥河内村文書 1 海部郡美波町 御布告籍 寄贈予定　平成26年5月24 調査中

日春川登氏より預かり

ｵｸﾗ 小椋家文書 17 三好市東祖谷  寄贈予定 調査中 

ｵﾉﾃ 小野寺家文書 888 美馬郡つるぎ 美馬郡貞光村庄屋文書 寄贈予定 公　開 

町 近世～近代　戸長役場文 

書を含む

ｵﾘﾒ 折目家文書 1 千葉県印旛郡 「国幣中社忌部神社履歴」 未公開 

富里町 複製ｺﾋﾟｰ

ｶｶﾐ 賀上家文書 15 阿南市長尾町  寄贈予定 調査中 

平成元年7月24日申立書

ｶｶﾜ 賀川家文書 321 徳島市川内町 明治期、地券・土地関係 寄贈予定 調査中 

文書 平成8年

ｶｸｼ 学島小学校関係文 259 吉野川市川島 明治・大正・昭和期学校 寄託予定 未公開 

書 町 関係資料 平成22年5月18日預かり

ｶｻｲ 笠井家文書 1,586 吉野川市鴨島 和本・近代書簡等 寄贈予定 調査中 

町 平成28年5月17日預かり

ｶｻ2 笠井（満壽雄）家 3 北島町中村  寄贈予定 調査中 

文書 令和4年4月1日預かり

ｶｼﾑ 梶村家文書 5 徳島市名東町 絵はがき 調査中

ｶﾀﾎ 片保正昭家文書 1 徳島市富田橋 全国養蚕農協連制作養蚕 寄贈　片保正昭氏より 調査中

ｼﾘｰｽﾞ　ﾚｺｰﾄﾞ・ｿﾉｼｰﾄ

ｶﾂﾆ 勝西家文書 739 徳島市下助任 近代資料 寄託予定 調査中 

平成25年3月22日預かり

ｶﾅｲ 金磯新田文書 167 小松島市金磯 近世～近代　金磯新田絵 平成26年購入 公　開 

図等を含む
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ｶﾅ2 金塚家文書（金磯 123 小松島市金磯 金磯新田多田家の関係 令和3年6月22日寄贈 調査中 

新田） 町 文書2箱 平成28年3月20日預かり

ｶﾅ3 金磯新田文書 － 小松島市金磯 金磯新田多田家文書　段 平成27年購入 

町 ﾎﾞｰﾙ1箱

ｶﾅ4 金塚家文書（坂東 3,559 徳島市川内町 板野郡宮島浦板東家文書 令和3年6月22日寄贈　 調査中 

家文書）     （藩の銀主役） 平成28年10月28日預かり

ｶﾅ5 金塚家文書（蜂須 162 徳島市 幕末・明治期の藩政文書 令和3年6月22日寄贈 公　開

賀藩政）

ｶﾅ6 金塚家文書（瀬尾 0 徳島市山城 名東郡山城屋浜瀬尾家関 令和3年6月22日寄贈 調査中 

家文書） 係文書　1箱　塩田ほか 平成28年10月28日預かり

ｶﾅ7 金塚家文書（松浦 140 徳島市八百屋 徳島城下紀伊国町商家文 令和3年6月22日寄贈 調査中 

家文書） 町 書1箱　金塚氏ｺﾚｸｼｮﾝ 平成29年7月30日預かり

ｶﾅ8 金磯新田文書（み 535 群馬県みどり みどり市街かど歴史資料 赤石氏寄贈予定 調査中 

どり市街かど歴史 市（小松島市）室ｺﾚｸｼｮﾝ　小松島金磯新 平成26年5月26日預かり

資料室） 田多田家の関係文書段ﾎﾞｰ

ﾙ3箱

ｶﾅ9 金塚家文書（ｺﾚｸｼ 35 阿波市土成町 金塚家文書（ｺﾚｸｼｮﾝ文書） 令和3年6月22日寄贈 未公開

ｮﾝ） 個人的に収集されていた

資料

ｶﾅ A 金塚家文書（森田 44 徳島市応神町 金塚氏ｺﾚｸｼｮﾝ　板野郡西 調査中

家文書） 貞方村質地証文類

ｶﾅｻ 金澤家文書 530 徳島市八万町 金澤治先生関係資料 寄託予定 調査中 

令和3年11月25日預かり

ｶﾅﾂ 金塚家文書（森家 4,604 徳島市川内町 板野郡別宮浦（現徳島市 令和3年6月22日寄贈　 公　開 

文書） 川内町）庄屋森家文書 平成27年8月15日預かり

ｶﾈｺ 兼子家文書 155 徳島市八万町 大正期県議文書　県議会 寄贈予定　昭和63年4月8 調査中 

 関係資料など 日申立書　昭和63年8月26

日受領書

ｶﾏﾀ 鎌田匡家文書 5 小松島市日開 和本 寄贈予定　平成21年整理 調査中 

野町 済み

ｶﾒｲ 亀井家文書 3 徳島市 藩士関係文書 寄託　平成3年9月5日寄託 調査中

申請書　平成3年10月30日

受領書　未契約

ｶﾓﾘ 加守家文書 － 徳島市昭和町 兵事関係文書 寄贈予定　平成17年5月13 調査中 

日預かり

ｶﾜｳ 川内村文書 1,233 徳島市川内町 購入 調査中

図書館から平成2年に移管

ｶﾜｼ 川島家文書 10 徳島市城南町 ﾉｰﾄ・日記 平成19年10月20日預かり 調査中

ｶﾜﾀ 川田家文書 12 板野郡上板町 寄贈予定 調査中

ｶﾜﾉ 河野家文書 116 名西郡神山町 板野郡板野町矢武　近世 寄贈 公　開

後期～明治期

ｶﾜ2 河野家文書 117 吉野川市川島 帳簿等 寄託予定　平成16年2月 調査中 

町 28日預かり
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ｶﾜ3 河野（功）家文書 52 名古屋市天白 明治期いろは新聞・新聞 寄贈 調査中 

区 雑誌等

ｶﾜ4 河野幸夫家文書 103 徳島市 郷土史家河野幸夫氏ｺﾚｸｼｮ 調査中

ﾝ文書　１箱

ｶﾜﾏ 川真田家文書  1,501 吉野川市鴨島 家経営関係文書　近世末 購入 公　開

町 期～近代 平成7年7月22日

ｶﾜ5 川真田吉五郎家文 417 吉野川市鴨島 東京都畠山氏購入文書　 令和6年10月27日預かり 調査中

書 町 麻植郡鴨島村川真田家文

書　段ﾎﾞｰﾙ2箱

ｶﾝｻ 徳島県管財課文書 1 徳島市万代町 徳島地方法務局所蔵「土 未公開

地明細図（寺島川）」複

製

ｶﾝﾀ 勘田家文書 1,185 那賀郡那賀町 那賀郡百合村庄屋文書 寄託　 公　開 

6点が未公開 平成13年11月21日契約

ｶﾝﾊ 神原家文書 155 和本 寄贈 調査中 

平成23年資料整理済

ｷｼｹ 岸家文書    297 名西郡神山町 名西郡神領村組頭庄屋 寄託予定 公　開

漢学者　近世～近代　書 平成28年4月29日預かり

簡等

ｷｽﾉ 木津野村文書 466 鳴門市大津町 板野郡木津野村区有文書 寄贈　 公　開 

 近世～近代　検地帳等 平成元年5月13日申立書　

あり 同年7月24日受領書

ｷﾂｹ 木津家文書 46 徳島市福島 写真37点・手帳9点 寄贈予定 調査中 

大正～昭和初期

ｷﾉｳ 木内家文書 3,071 板野郡藍住町 板野郡竹瀬村庄屋文書 寄託　昭和34年7月3日図 公　開 

 近世期　藍関係有り 書館へ寄託　平成8年6月1

9日移管　平成13年1月15

日契約

ｷﾖｳ 徳島県立教育研修 73 徳島市万代町 戦前教科書等 寄贈 調査中 

 ｾﾝﾀｰﾗｲﾌﾞﾗﾘ関係文    平成18年度  

書

ｷﾖｼ 清重家文書 48 名西郡石井町 名西郡高川原村関係文書 寄託 公　開 

 和本等 平成2年図書館より移管 

平成13年1月15日契約

ｷﾖ2 清重（浩）家文書 7 名西郡石井町 古文書5冊 寄託予定 調査中 

平成16年8月27日預かり

ｸﾄｳ 工藤家文書 4 徳島市八万町 古文書 寄贈予定 調査中 

平成16年8月14日預かり

ｸﾒｹ 久米家文書 17 徳島市国府町 古写真・ｶﾞﾗｽ乾板等 寄託 調査中 

航空写真箱 平成20年2月19日契約

ｸﾗﾓ 蔵本家文書 4,830 小松島市芝生 勝浦郡芝生村郷鉄砲文書 寄託予定 未公開

地主関係　近世～近代 平成13年10月13日預かり

平成16年2月13日追加あり

ｸﾘﾓ 栗本家文書 2,149 小松島市和田 那賀郡和田津新田名主文 寄託 公　開 

津開町 書　新田開発関係ほか 平成8年12月14日預かり　

平成15年1月21日契約

ｸﾛﾀ 黒田家文書 53 美馬市美馬町 5袋 寄贈予定 調査中 

平成2年1月7日受領 
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ｸﾜｲ 桑井家文書 260 徳島市南田宮 6箱 寄贈予定 調査中 

令和3年12月3日預かり

ｸﾜｼ 桑島小学校文書 1 鳴門市撫養町 昭和5年度学校経営案 預かり 調査中

ｸﾜﾊ 桑原家文書    301 徳島市北島田 5箱 寄託予定 調査中

町 平成22年12月10日預かり

ｸﾜﾑ 桑村家文書 32 徳島市八万町 3箱 寄贈予定 調査中 

平成19年11月5日預かり

ｺｳﾗ 高麗家文書 9 鳴門市撫養町 9点 寄託予定 調査中

ｺｼﾏ 児島家文書 19 徳島市吉野本 21点、戦中戦後関係文書 寄託 調査中 

町 平成21年11月9日預かり

ｺﾄｳ 後藤田家文書 － 吉野川市美郷 4箱 寄贈 調査中

ｺﾄ2 後藤行雄家文書 59 徳島市 後藤行雄氏収集古文書1箱 調査中

ｺﾏﾂ 小松島市役所文書 3,927 小松島市 簿冊約2,000冊　公文書・ 西野多田家文書とともに 調査中

 検地帳・棟付帳含む 寄託

ｺﾏ2 小松島新田会所 399 川内町小松 1箱 寄贈、購入資料 調査中 

文書

ｺﾝﾄ 近藤家文書 337 名西郡石井町 名西郡国実村庄屋文書 寄託　昭和34年2月4日図 公　開 

棟付帳等 書館へ寄託　平成2年移管

平成13年1月15日契約

ｺﾝ2 近藤家文書 1,477 鳴門市大麻町 板野郡板東村庄屋文書 購入　平成12年3月7日 公　開

ｺﾝ3 近藤カネ子家文書 1 三好郡東みよ 精藍証（明治18年）1枚 調査中

し町

ｻｶｲ 酒井家文書 6,506 美馬郡つるぎ 美馬郡半田村商家堺屋文 寄託　1,766点　そのほか 公　開 

町 書　芸能・俳諧等を含む はﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑにて所蔵

近世～明治

ｻｶﾀ 坂田家文書 422 徳島市伊賀町 武家文書・教育関係文書 寄託 公　開 

近世～明治期 平成7年10月追加あり

ｻｷﾔ 先山家文書 6 阿南市 北海道移住者所持の明治 寄贈予定 調査中 

期教科書6冊 令和2年12月24日預かり

ｻｻｷ 佐々木家文書 － 徳島市一宮町 和本等 寄贈予定 調査中 

平成17年11月12日預かり

ｻﾄｳ 佐藤家文書 18 吉野川市鴨島 剣術関係文書 寄託予定 調査中 

町

ｻﾄ2 佐藤忠夫家文書 684 三好市三野町 佐藤忠五郎関係文書　4箱 寄贈 未公開 

平成18年10月3日預かり

ｻﾄ3 佐藤（隆）家文書 127 徳島市入田町 和本(浄瑠璃本）3箱 寄贈 調査中 

平成24年2月17日預かり

ｻﾉｹ 佐野家文書 153 那賀郡那賀町 4箱　旧相生町教育委員 預かり 調査中 

会から預かり 平成16年3月10日

ｻﾜﾀ 澤田家文書 9 徳島市丈六町 澤田健吉・順子氏関係資 寄贈 調査中 

料図書も含め段ﾎﾞｰﾙ27箱 平成21年9月10日預かり

ｻﾝｼ 蚕糸課関係文書 28 徳島市万代町 蚕糸業関係資料 寄贈 調査中

ｼｼﾖ 自助社関係文書 11 － 自由民権関係　明治初期 購入平成13年3月29日 公　開

ｼﾉﾊ 篠原家文書 4,179 鳴門市鳴門町 板野郡高島村庄屋文書 寄託 調査中 

塩業関係　近世～近代 平成14年5月15日契約
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ｼﾉ2 篠原（俊）家文書 － 美馬郡つるぎ 中世文書 寄託予定　平成17年7月17 調査中 

町 日預かり　平成18年8月26

日追加預かり

ｼﾉﾐ 四宮家文書 223 阿南市福井町 近世・近代文書、証文等 預かり　平成18年12月20 調査中 

日預かり　追加有り

ｼﾏｹ 志摩家文書 134 名西郡石井町 名西郡東覚圓村庄屋文書 寄贈予定 調査中 

近世～近代

ｼﾏ2 志摩征郎家文書 24 吉野川市鴨島 掛軸14本 屏風１枚等未整 寄託予定 調査中 

町 理 平成19年3月23日預かり

ｼﾏ3 島（正）家文書 28 徳島市丈六町 戦時中紙芝居27点等 寄贈　平成28年 公　開

ｼﾖｳ 庄野家文書 483 名西郡石井町 １箱（衣装箱） 寄託予定 調査中 

令和3年預かり

ｼﾛﾄ 白鳥村文書 30 名西郡石井町 白鳥村検地帳・棟付帳 購入　平成8年10月16日 公　開 

ｼﾝｶ 真貝家文書 379 徳島市国府町 真貝宣光氏のｺﾚｸｼｮﾝ　複 令和3年12月3日預かり 調査中

写物を含む

ｼﾝﾉ 新納家文書 110 那賀郡那賀町 教科書等　明治後期～昭 寄贈予定 調査中 

和初期

ｽｶｲ 菅井家文書 209 阿波郡市場町 古文書段ﾎﾞｰﾙ1箱 寄贈予定 調査中

令和4年6月7日預かり

ｽｽｴ 鈴江家文書 1,007 徳島市南佐古 造園関係文書　昭和期 寄託契約 公　開 

平成27年7月22日 

平成28年9月7日追加あり

ｽﾐﾄ 住友家文書（１） 19 和本 平成28年6月3日預かり 調査中

ｽﾐ2 住友家文書（２） － 徳島市かちど 8ﾐﾘﾌｨﾙﾑ約50本 寄贈予定 調査中 

き橋 平成31年2月21日

ｾﾉｵ 瀬尾家文書 85 阿波市吉野町 武術関係外　近世～近代 寄贈予定 調査中 

ｾﾉ2 瀬尾赫子家文書 8 貫心流武術書8冊 寄贈予定 調査中

ｾﾝｼ 専修大学所蔵蜂須 6 専修大学図書 蜂須賀家旧蔵品写本（複 購入　平成10年12月 公　開 

賀家文庫 館　神奈川県 製物） 

川崎市

ｿｶﾍ 曽我部家文書 32 三好市井川町 近代文書・書簡32点 寄贈　平成27年預かり 調査中

ｿｶﾜ 十川家文書 11 阿波市阿波町 東林耕地整理組合 寄贈　 調査中 

平成22年3月2日預かり

ｿﾌｴ 祖父江家文書 316 吉野川市川島 近代資料1箱 寄贈 調査中 

町 令和2年6月17日預かり

ﾀｲｹ 田井家文書 1  検地帳 調査中

ﾀｶｷ 高木家文書    110 勝浦郡上勝町 寄託 未公開

 平成20年3月23日預かり　

平成20年3月28日契約

ﾀｶｻ 高砂家文書 25 徳島市春日町 戦時中ｱﾙﾊﾞﾑなど 寄贈　平成28年 調査中

ﾀｶﾀ 高田家文書 65 徳島市鷹匠町 3箱　幸福の科学川島支部 寄贈 調査中

より 平成22年10月31日預かり

ﾀｶﾊ 高原家文書 631 徳島市東船場 漢籍及び経営資料４箱、 平成18年9月29日預り 未公開 

町 追加5箱 29年6月1日寄託契約

ﾀｶ2 高畠家文書      2 名西郡石井町 写本 寄贈　 調査中

平成24年4月19日預かり
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ﾀｶ3 高橋家文書    658 名西郡石井町 藍商　近世・近代文書 寄贈 公　開

令和2年6月17日

ﾀｶﾐ 高見家文書 3,024 吉野川市山川 麻植郡東川田村　近世～ 寄託 公　開

町 現代 平成29年3月2日

ﾀｶﾑ 高村家文書 154 名西郡石井町 教科書・図書等 寄贈予定 調査中 

ﾀｹｲ 武市家文書 10 徳島市 和本等10点 未公開

ﾀｹｵ 武岡家文書 76 美馬郡つるぎ ３箱 寄託予定　平成28年7月16 未公開 

町 日預かり　同年28年7月30

日追加あり

ﾀｹｼ 竹治家文書 658 徳島市南昭和 故竹治貞夫（漢学者）文 寄贈予定　平成10年5月預 公　開 

町 庫、儒学関係資料（複製 かり 

物も含む）

ﾀｹﾀ 武田家文書 1,168 美馬郡つるぎ 美馬郡東端山村庄屋文書 寄託予定　昭和30年10月1 公　開 

町 近世～近代 0日図書館へ寄託　平成2

年文書館へ移管

ﾀｹ2 武田安治家文書 15 徳島市国府町 預かり 調査中

ﾀﾁﾊ 橘小学校 28 阿南市橘町 28点　小学校関係文書 寄贈 調査中 

ﾀﾁ2 多智花家文書    161 鳴門市撫養町 証書類等 調査中

ﾀﾃｲ 立石家文書 1 名西郡石井町  寄贈予定 調査中 

ﾀﾅｶ 田中家文書 3 徳島市下町  寄託予定　平成21年9月預 調査中 

かり

ﾀﾆｸ 谷口家文書 42 徳島市上八万 寄贈　平成2年2月3日申立 調査中 

町 同年2月14日受領

ﾀﾆｹ 谷家文書 841 美馬郡つるぎ 美馬郡西端山村庄屋 寄贈予定　昭和30年10月1 公　開 

町 1日申立書　昭和31年5月2

3日受理

ﾀﾏﾀ 玉谷家文書 － 鳴門市撫養町 地図2枚 寄贈予定　平成24年6月 調査中 

13日預かり

ﾀﾑﾗ 多村家文書 － 鳴門市大麻町 教科書4箱 整理調査　令和2年4月7日 調査中 

預かり 

ﾁﾔﾓ 茶本家文書 252 小松島市立江 浄瑠璃本など 寄贈予定　平成28年11月1 調査中 

町 追加資料3箱有り 2日預かり

ﾁﾖｳ 長谷寺文書 6,966 鳴門市撫養町 板野郡木津村長谷寺　駅 寄託　平成6年6月16日預 公　開 

 路寺関係文書 かり　30年5月14日契約

ﾂﾀｹ 津田家文書 － 徳島市助任町 津田幸好氏　撮影写真等 寄贈予定　平成20年預か 調査中 

13箱 り

ﾂﾂｲ 筒井製絲株式会社 667 吉野川市鴨島 筒井製糸場関係の文書 寄託　平成25年5月16日預 公　開 

文書 町 段ボール箱20箱分　帳 かり　26年11月27日契約

簿等を含む

ﾂﾕｸ 露口家文書 1,190 那賀郡那賀町 林方目付 寄託　平成19年3月5日契 公　開 

約

ﾂﾙﾓ 鶴本家文書 11 小松島市横須 観光案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄなど 調査中

町
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ﾃｽｶ 手束家文書 871 阿波市柿島村 麻植郡柿島村　養蚕関係 寄贈予定 公　開 

ほか 昭和63年4月8日申出 

同年9月6日受領

ﾃﾊﾗ 出原家文書 1,539 美馬市脇町 美馬郡脇町　稲田家支配 寄託 調査中 

関係文書を含む 平成12年3月30日申出 

平成14年3月1日契約

ﾃﾗｵ 寺岡家文書 3 徳島市国府町 板東俘虜収容所関係資料 寄贈　平成29年3月契約 公　開 

3点

ﾃﾗﾄ 寺戸家文書 20 徳島市大谷町 稲田関係文書を含む 寄託　平成13年1月15日 調査中

ﾄｳｼ 東条家文書 248 徳島市一宮 近世後期から明治期の家 購入 調査中 

政文書

ﾄｸｼ 徳島県高等学校教 36 徳島市 段ﾎﾞｰﾙ箱3箱 寄託 調査中 

育研究会文書 平成19年7月31日預かり

ﾄｸ2 徳島県小学校同和 54 徳島市 調査中 

教育研究会文書

ﾄｸ3 徳島県中学校同和 24 徳島市 調査中 

教育研究会文書

ﾄｸ4 徳島新聞社文書 1 徳島市中徳島 蔵本駅前阿波踊り演舞場 調査中

町

ﾄｸ5 旧徳島県立工業高 78 徳島市北矢三 和本類1箱  調査中 

等学校文書 町

ﾄｸﾅ 徳永家文書 － 海部郡美波町 段ﾎﾞｰﾙ4箱 寄託予定 調査中 

平成25年9月8日預かり

ﾄﾐﾀ 富田（安）家文書 － 徳島市西須賀 木箱1箱 寄託 調査中 

町 平成19年9月17日預かり

ﾄﾐﾅ 富永家文書 6,679 鳴門市大麻町 板野郡三俣村 購入　平成15年2月20日 調査中 

ﾄﾐ2 富永（明）家文書 1,983 鳴門市大麻町 板野郡三俣村 寄託　平成16年度 調査中

ﾄﾐﾆ 富岡西高等学校文     12 阿南市富岡町 一箱 令和5年12月8日預かり 調査中 

書

ﾄﾔｹ 戸家家文書 13 三好市池田町 ｺﾚｸｼｮﾝ文書 寄託予定 調査中 

平成21年1月預かり

ﾅｶｲ 永井家文書 2,709 阿波市阿波町 阿波郡伊沢村　近世～近 寄託予定 未公開 

代　木材関連文書 平成13年9月12日預かり

ﾅｶｵ 中尾家文書 1,038 吉野川市鴨島 ２袋 寄託予定 調査中 

町 平成21年3月11日預かり

ﾅｶｶ 中川家文書 579 板野郡上板町 中川虎之助家の文書　書 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑにて所蔵 調査中 

簡など

ﾅｶｻ 中財家文書 475 徳島市川内町 板野郡大松村　藍売買関 寄贈予定 公　開 

大松 係文書を含む

ﾅｶｾ 中瀬家文書 1,088 板野郡川内町 近代　川内村長中瀬儀平 購入　平成18年度 公　開 

関係文書

ﾅｶﾀ 永田家文書 275 徳島市論田町 海部郡牟岐浦　近世～近 寄贈予定　昭和63年12月1 調査中

 代 0日申立　同年12月13日受

領　追加分平成元年7月24

日受領

ﾅｶﾉ 勝浦郡中郷村文書    226 小松島市中郷 段ﾎﾞｰﾙ2箱 黒崎商店より購入　 調査中 

町
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ﾅｶﾊ 中原村文書 92 阿南市上中町 阿南市役所より　中原村 調査中

棟附帳等

ﾅｶ2 那賀川運輸団関係 124 那賀郡那賀町 大正期以降　那賀川筋筏 寄贈予定 調査中 

文書 流し関係文書　写真有り

ﾅｶ3 永田（隆）家文書 622 板野郡北島町 段ﾎﾞｰﾙ箱6箱 寄贈予定 調査中 

平成19年12月19日預かり

ﾅｶ5 永田豊家文書 200 徳島市勝占町 段ﾎﾞｰﾙ1箱 寄贈予定 調査中 

平成30年4月3日預かり

ﾅｶ6 中野島小学校資料 － 阿南市中野島 段ﾎﾞｰﾙ1箱 寄贈予定　 調査中 

        平成21年6月2日預かり

ﾅｶﾐ 長光家文書      3 阿波市阿波町 古書 寄贈　令和7年8月2日 調査中

平成30年1月8日預かり

ﾅﾙﾄ 鳴門高等学校文書 246 鳴門市 鳴門高等学校の関係文書 預かり 調査中

ﾅﾙ2 鳴門塩業組合関係 － 鳴門市 260点　近代以降 寄託予定 未公開 

文書

ﾆｲｹ 新居家文書 63 － 漢学者新居水竹・敦次郎 購入　平成11年3月 公　開 

関係文書　明治～大正

ﾆｲ2 新居水竹関係文書 957 徳島市 漢学者新居水竹・敦次郎 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑにて所蔵 公　開 

関係文書（徳島文理大学 

図書館原所蔵）

ﾆｷｹ 仁木家文書 － 阿南市羽ノ浦 １箱 預かり　平成2年2月12 調査中 

町 日受取

ﾆｷ2 仁木八重子家 13 徳島市三軒屋 １箱 寄贈 調査中 

文書 町

ﾆｷ3 仁木富子家文書 － 和歌山市塩屋 ５点、明治期辞令、地図 寄贈予定　平成18年3月 調査中 

等 18日預かり

ﾆｷ4 仁木泰孝家文書     － 徳島市八万町 3点、第１回国勢調査関係 寄贈予定　令和3年9月3日 調査中 

     資料 預かり

ﾆｼｻ 西崎家文書 2,743 阿南市桑野町 那賀郡坂野村庄屋森文書 寄託　平成3年2月預か 公　開 

 家等を含む　コレクショ り　14年5月25日契約

ン文書

ﾆｼﾉ 西野・多田家文書 9,877 小松島市 和本 寄託予定 調査中

ﾆｼﾑ 西村家文書 743 美馬市岩倉 近世～明治 寄贈　平成23年度整理 調査中

ﾆﾎﾝ 株式会社日本資糧 － 徳島市田宮 製飴関係工場関係文書　 寄贈予定 未公開 

文書 明治後期以降

ﾆﾕｳ 入田村文書 212 徳島市入田 名西郡入田村　証文類他 購入 公　開 

近世後期～明治初期

ﾈｺﾛ 根来家文書 － 板野郡板野町 板野郡吹田村　近世後期 寄贈予定　平成12年11 未公開 

～近代 月10日申立書

ﾉｳﾀ 納田家文書 349 板野郡上板町 古文書3袋 令和4年4月13日預かり 調査中

ﾊｷｻ 萩沢家文書 64 徳島市東吉野 和書２箱 寄贈予定 未公開

町

ﾊｼﾓ 橋本範文家文書 14 徳島市八万町 寄贈予定　平成23年9月 調査中 

9日預かり

ﾊｼ2 橋本久一家文書 1 徳島市八万町 勲記１枚 寄贈予定 調査中
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ﾊｼ3 橋本家文書 － 徳島市下助任 徳島市下助任町　大正～ 寄贈予定 調査中 

町 昭和前期　戦時関係文書 

絵はがきなど

ﾊﾁｽ 蜂須賀家文書 1,543 静岡市 徳島藩蜂須賀家関係文書 寄託　昭和54年11月18 公　開 

       熱海旧別邸所蔵資料 日図書館へ寄託　平成2  

未整理資料有り 年3月30日申立書

ﾊﾊｹ 馬場家文書 267 三好市辻 三好郡辻の医家関係文書 寄贈予定 公　開 

近世～近代

ﾊﾏﾉ 濱野家文書 52 徳島市沖洲 土地証文その他　近世～ 購入　平成13年5月31 調査中 

近代 日

ﾊﾔｼ 林家文書 1,100 小松島市前原 古文書和本等8箱 寄贈予定　 調査中 

町 平成23年4月4日預かり

ﾊﾔ2 林家文書（石井町） 1,687 名西郡石井町 石井村の組頭庄屋林家の 寄贈予定 調査中

文書　近世から昭和初期

までの古文書・和本など

ﾊﾗﾀ 原田家文書 97 吉野川市鴨島 ｺﾚｸｼｮﾝ文書 寄託予定　昭和33年6月18 調査中 

町 日図書館へ寄託　平成2年

3月30日申立

ﾊﾗﾐ 原水家文書 2 徳島市上八万 徳島中学校生成績表 寄贈予定　 調査中 

町 平成29年1月25日預かり

ﾊﾝ2 坂東家文書（小松 126 徳島市川内町 板野郡小松新田名主文書 購入 公　開 

新田）

ﾊﾝ3 坂東家文書（小松 2,820 徳島市川内町 板野郡小松新田名主文書 寄贈予定 公　開 

新田） 平成2年図書館から移管

ﾊﾝ4 板東家文書（伊島） 68 阿南市伊島 浄瑠璃本など 寄贈予定　 調査中 

平成19年6月22日預かり

ﾊﾝ5 板東家文書（石井 1 名西郡石井町 木杯1点 寄贈 調査中 

町高川原）

ﾊﾝ6 坂東家文書 5,201 徳島市川内町 古文書21箱　ほか3箱 寄託予定　 調査中 

平成28年5月12日預かり

ﾊﾝﾄ 坂東家文書 131 名西郡石井町 和本・教科書など 寄贈予定 公　開 

ﾋｶｼ 東家文書 4 那賀町平谷 浄瑠璃本4冊 調査中

ﾋｸﾁ 樋口家文書 12 福岡市東区 武家文書 寄贈予定　 未公開 

平成28年9月28日預かり

ﾋｻﾊ 久原忠家文書 5 徳島市 徳島県尋常中学校成績書 調査中

ﾋﾉﾄ 日野俊顕家文書 8 吉野川市鴨島 牛島村地図 寄贈 調査中 

町

ﾋﾗｵ 平尾家文書 － つるぎ町半田 大正・昭和期　自転車・ 寄贈予定　 調査中 

ﾊﾞｲｸ関係資料　段ﾎﾞｰﾙ1箱 平成25年7月27日預かり

ﾋﾛﾉ 広野家文書 2 小松島市芝生 近代文書 寄贈 未公開 

町

ﾌｷﾀ 吹田家文書 10,509 阿南市富岡町 古書籍　古文書等25箱 寄託予定　平成23年8月28 公　開 

日預かり　平成24年9月6

日追加預かり　平成29年1

2月20日契約
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ﾌｸﾀ 福田家文書 5,530 徳島市名東町 福田氏ｺﾚｸｼｮﾝ文書 寄託予定 調査中

ﾌｸﾅ 福中家文書 3 徳島市上八万 明治時代の辞令 寄贈予定 未公開 

町 平成13年4月15日預かり

ﾌｸﾓ 福本家文書 280 徳島市弓町 福本楼（徳島市内料亭） 寄贈予定　平成26年10月8 調査中 

関係文書 日預かり　平成28年5月12

日･15日追加あり

ﾌｼｵ 藤岡家文書 － 阿南市那賀川 那賀郡島尻村　1箱  調査中 

町

ﾌｼｸ 藤倉家文書 1,292 鳴門市北灘町 板野郡粟田村庄屋・組頭 寄贈 公　開 

庄屋文書、北灘漁協関係 平成13年預かり

文書を含む　4箱

ﾌﾙｶ 古川家文書 731 阿南市富岡町 那賀郡富岡町　医家関係 寄贈予定 調査中 

文書　45箱

ﾌﾙ2 古川武弘家文書 8 那賀町上那賀 人形浄瑠璃関係の床本及 調査中

び書籍

ﾌﾙﾐ 古宮村文書 1 美馬市 古宮村誌1冊 寄贈 調査中

ﾍｲｺ 米国国立公文書館 1 ｱﾒﾘｶ合衆国ﾜｼ 昭和20(1945)年米軍撮影 購入 調査中 

所蔵文書 ﾝﾄﾝDC の航空写真集ﾌﾟﾘﾝﾄ及び 

ｺﾋﾟｰ

ﾎｳｻ 芳崎村文書 15 阿南市那賀川 芳崎村検地帳・名寄帳等 購入 公　開 

町 平成2年図書館より移管

ﾎﾂﾐ 穂積家文書 76 徳島市大原町 武家文書を含む　和本 寄託　昭和44年4月 調査中 

     平成2年3月30日申立  

未契約

ﾎﾘｴ 堀江家文書 1 吉野川市川島 写本1冊 寄贈 調査中 

町

ﾎﾘｷ 堀北家文書 1 吉野川市鴨島 原士堀北家記録 寄託　 調査中 

町 平成23年4月1日預かり　

同年5月31日契約

ﾏｶﾐ 眞神家文書 2 埼玉県所沢市 板野郡江尻村戸籍 寄贈 調査中 

平成23年6月12日預かり

ﾏｷｹ 槇家文書 66 那賀郡那賀町 刊本など 寄贈予定 調査中 

平成2年図書館より移管

ﾏｻｷ 真先家文書 9 吉野川市鴨島 麻植郡西麻植村字青柳地 寄贈予定 調査中 

町 籍図など 平成元年7月24日受領書

ﾏｼﾏ 真島家文書 － 阿南市椿泊町 那賀郡椿泊　近代文書 寄贈予定　 調査中

ﾏﾂﾑ 松村家文書 31 東みよし町 三好郡三庄村村長関係文 寄贈予定 調査中 

書　近代文書

ﾐｶｻ 三笠家文書 3 吉野川市川島 山口美次関係資料（奉公 寄託予定 調査中 

町 袋他） 平成24年4月17日預かり

ﾐｷｹ 三木計男家文書 14 徳島市佐古 日露戦争関係資料 寄託予定 調査中

平成21年11月21日預かり

ﾐｼﾏ 三島小学校文書 139 美馬市穴吹町 小学校関係文書 寄贈予定　令和3年7月8日 調査中 

預かり

ﾐﾀﾆ 三谷家文書    163 海部郡美波町 段ﾎﾞｰﾙ1箱　元軍人軍属恩 調査中

欠者連盟由岐支部関係資

料　農業開拓関係資料

ﾐﾂｲ 満石家文書 2,018 海部郡牟岐町 1箱 平成18年3月11日預かり　 調査中

平成30年7月19日寄託契約
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ｺｰﾄﾞ 家名 件数 旧蔵地 資料概要 契約情報 状態

ﾐﾊ2 三原家文書(日和 423 海部郡美波町 古文書1袋 寄贈予定　平成16年5月 調査中 

佐) 2日預かり（那賀町（上 

那賀町）大西久氏より）

ﾐﾊﾗ 三原家文書 34 ｺﾚｸｼｮﾝ文書　近世後期～ 寄贈　平成2年図書館より 公　開

明治初期 移管

ﾐﾌﾈ 三舟家文書 98 徳島市上八万 ｺﾚｸｼｮﾝ文書　県議会関係 寄贈　平成18年度預かり 公　開 

町 文書ほか 平成29年3月9日追加預か

り

ﾐﾌ2 三舟家文書（引札 1,030 徳島市上八万  

等） 町

ﾐﾏｹ 美馬家文書 2,996 勝浦郡上勝町 勝浦郡瀬津村庄屋文書 寄贈　　平成20年3月 公　開 

ﾐﾔｷ 宮城家文書 － 阿南市 教育関係資料2袋ほか 寄贈 調査中

令和2年12月9日預かり

ﾐﾔｹ 三宅家文書 537 美馬市脇町 段ボール箱8箱和本 寄託予定 調査中 

平成20年12月4日

ﾐﾔｽ 宮住家文書 1,075 徳島市伊賀町 徳島市伊賀町　近代文書 寄託 調査中 

中心 平成14年2月21日契約

ﾐﾔﾓ 宮本家文書（神田 1 小松島市 複製写真 30 枚　浪速勇治 調査中

家文書） 郎箱書きあり 戦国期書簡

ﾐﾖｼ 三好家文書 169 板野郡藍住町 板野郡乙瀬村棟附人数改 令和4年5月5日預かり 調査中

帳

ﾑﾄｳ 武藤家文書 8,484 徳島市 武家文書を含む　近世後 平成2年図書館より移管 公　開 

期～明治 平成28年10月4日寄託契約

ﾑﾗｲ 村井家文書    513 徳島市大原町 拓本　俳句冊子　まくり4 令和5年7月4日預かり 調査中

袋　ｺﾚｸｼｮﾝ資料

ﾑﾗｶ 村上家文書 1,470 徳島市福島 和本　近代文書 寄贈予定　平成元年10月2 調査中

0日寄附申立・受領

ﾑﾗﾀ 村田家文書 － 阿南市那賀川 寄託予定 調査中 

町 平成23年3月11日預かり

ﾑﾗ2 村上晃一家文書 37 神戸市東灘区 辞令など 寄贈予定 調査中 

平成31年３月31日預かり

ﾓﾄ2 本井家文書 6 新潟県 帳簿など 寄贈 調査中 

平成24年6月27日預かり

ﾓﾄｷ 元木家文書 31 名西郡石井町 かどや日記ほか 寄託 公　開 

 平成18年12月20日契約 

平成28年11月1日追加あり

ﾓﾘｷ 森城家文書 308 名西郡神山町 和本　神道関係 預かり 調査中 

平成16年1月17日

ﾓﾘｹ 森家文書     － 徳島市末広町 写真帳6冊　軍隊手帳 寄贈予定 調査中

ﾓﾘ2 森隆男家文書 61 徳島市入田町 幕末期 寄託　平成18年11月23日 調査中 

再預かり　平成18年11月2

3日契約

ﾓﾘ3 森英雄家文書 4,544 小松島市和田 和田島村庄屋森家文書14 寄託 公　開 

島 箱 平成20年9月24日預かり　

平成25年11月26日契約

ﾓﾘｽ 森住孝義家文書 6 吉野川市 戦中資料ほか 寄贈　 調査中

平成30年12月5日預かり
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ｺｰﾄﾞ 家名 件数 旧蔵地 資料概要 契約情報  状態

ﾓﾘﾀ 森田家文書 114 那賀郡那賀町 新野小学校他教育関係 寄贈予定　平成23年度資 調査中 

昭和期 料整理

ﾓﾝｼ 文書館購入文書 37 文書館購入文書のうち前 昭和62年8月高松三越購入 公　開

所有者が特定できないも のち図書館から文書館へ

の 移管

ﾔｼﾏ 矢島家文書 84 徳島県繭検定所関係資料  調査中

1袋

ﾔﾏｳ 山内家文書 21  3箱 寄贈予定 調査中 

平成2年図書館より移管

ﾔﾏｸ 山口家文書 1 徳島市津田本町

ﾔﾏｺ 山腰家文書 76 阿南市大潟町 寄贈予定 公　開

ﾔﾏｻ 山崎家文書 68 徳島市勝占町 明治・大正期証書類 購入　平成18年度 調査中

ﾔﾏｼ 山下俊昭家文書 1 徳島市佐古 「吉野川橋完成記念帳」 寄贈 調査中

ﾔﾏﾀ 山田家文書 4,684 阿南市那賀川 明治・大正・昭和期、材 平成17年度預かり 調査中 

町 木関係、県議会関係資料 平成21年3月26日追加あり

ﾔﾏ2 山田靖仁家文書 5,015 板野郡藍住町 木箱9箱　衣装箱5箱 寄託　平成21年12月13日 公　開 

預かり　令和3年10月契約

ﾔﾏ3 山岡家文書 12 徳島市 段ﾎﾞｰﾙ1箱 寄贈予定 調査中

ﾔﾏﾓ 山本家文書 13 鳴門市 帳簿11冊及び写真　 令和5年3月7日預かり 調査中

ﾖｺｲ 横井家文書 78 阿南市那賀川 那賀郡中島浦　材木商関 寄贈予定及び寄託 調査中 

町 係文書　廻船関係文書含 

む　79箱

ﾖｼﾀ 吉田家文書 11 徳島市 明治初期の御触留や徳島 購入 公　開 

藩商法方記録など

ﾖｼﾉ 四国地方建設局徳 64 徳島市上吉野 河川図面 寄託 調査中 

島工事事務所 町

ﾖｼﾓ 吉守家文書 96 勝浦郡勝浦町 勝浦郡黄檗村　修験関係 寄贈 公　開 

文書を含む　近世～明治 

初期

ﾖﾅﾊ 与那原家文書 21 徳島市 浄瑠璃本　段ﾎﾞｰﾙ 1 箱 調査中

ﾜｶﾏ 若松家文書 2 徳島市三軒屋 美馬郡半田村関係 寄贈予定 調査中 

町 平成元年7月24日受領

ﾜﾀﾅ 渡辺家文書    362 板野郡藍住町 武家文書を含む　近世後 寄贈予定　平成元年7月24 公　開

期～明治 日受領　追加あり

ﾜﾀ2 渡辺（敏）家文書 57 寄贈予定 公　開

ﾜﾀ3 渡部（善）家文書 10 徳島市 写真 寄贈予定 調査中

　総入力件数  334 家   236,827 点                                            (令和７年９月５日確認)
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４　古文書の整理・公開状況 

（１）　令和６年度収集・整理状況 

  区　　　    分    令和５年度末   令和６年度収集     令和６年度末   

古　文　書    232,440点 4,387点 236,827点

複  製  絵  図 519枚 26枚 545枚

マイクロフィルム 2,628ﾘｰﾙ 0ﾘｰﾙ 2,628ﾘｰﾙ

計 235,587点 4,413点 240,000点

 

 

５　行政資料・その他資料の収集・整理状況 

 

　行政資料及びその他の資料の収集状況は次のとおりである。（※業務システムの変更に

 伴い、種類分けの仕方が変わったため、令和６年度末の状況のみ掲載）

 

　（１）　令和６年度収集・整理状況 

 

種　類 令和６年度末

行政資料 図書普通 64,013

図書大型 1,038

逐次刊行物 7,412

一枚物 793

地図 469

図面 8

ポスター 6,263

フィルム 320

ビデオカセット 595

テープ 190

マイクロフィルム 2,008

光ディスク 166

その他 43

計 83,318

図書 12,277

古写真 13,576

その他 0

 

（２）　複製絵図の収集状況 

　絵地図などは彩色・大型の資料は、保存・利用のため様々な複製方法で収集を進めてき

た。以前はダイレクトプリントや大型カメラによる撮影を行っていたが、最近はデジタル
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カメラにより撮影し、データを合成するという方法で、より高精細な複製画像を残すこと

 ができるようになった。これまでの撮影実績は以下の通り。

　複製絵図の作成実績

作成年度 表題 点数 保存メディア等 所蔵者

平成2.3年度 蜂須賀家文書絵図  ４６ ダイレクトプリント 国文学研究資料館

平成4年度 徳島大学附属図書館蔵絵図  ５１ フィルムネガ 徳島大学

平成6年度 凌霄文庫絵図    ５ フィルムポジ 四国大学

平成7年度 徳島県立文書館所蔵絵図    ６ フィルムポジ 個人蔵

平成8年度 徳島県立博物館所蔵絵図  ２６ フィルムポジ 徳島県立博物館

平成9年度 徳島県立文書館所蔵絵図  １３ フィルムポジ 個人蔵

平成10年度 栗本家文書絵図    ８ フィルムポジ 個人蔵（栗本家）

平成11年度 美馬郡脇町分間図ほか  １４ フィルムポジ 脇町公民館ほか

平成12年度 神山町大粟家文書絵図ほか  １９ フィルムポジ 徳島県立博物館

平成13年度 永井家文書絵図ほか  １５ フィルムポジ 個人蔵

平成14年度 秋本家文書絵図ほか    ６ フィルムポジ 個人蔵

平成15年度 市場町所蔵絵図  １５ フィルムポジ 阿波市教育委員会

平成16年度 市場町所蔵絵図（追加））  １２ フィルムポジ 阿波市教育委員会

平成17年度 豊田家所蔵絵図ほか    ８ フィルムポジ 個人蔵

平成18年度 阿波市井上家所蔵絵図ほか  ３３ フィルムポジ 個人蔵

平成19年度 木屋平村分間図ほか    ６ フィルムポジ 美馬市ほか

平成20年度 三木文庫板野郡図ほか  １１ フィルムポジ 三木文庫ほか

平成22年度 三好郡芝生分間図ほか  ２０ デジタルデータ 東みよし町ほか

平成23年度 勝浦郡瀬津村分間図ほか    ８ デジタルデータ 上勝町ほか

平成24年度 鳴門分間絵図ほか  １０ デジタルデータ 個人蔵（岩村家）

平成25年度 岩村家絵図ほか    ６ デジタルデータ 個人蔵（岩村家）

平成26年度 阿南市所蔵絵図    ６ デジタルデータ 阿南市ほか

平成27年度 石井町武知家絵図ほか  １２ デジタルデータ 個人蔵（武知家）

平成28年度 武藤家文書絵図ほか    ５ デジタルデータ 個人蔵（武藤家）

平成29年度 岩村家絵図追加ほか  １５ デジタルデータ 個人蔵（岩村家）

平成30年度 高橋家文書家相図ほか    ６ デジタルデータ 個人蔵（高橋家）

令和元年度 海陽町所蔵絵図ほか 　　  ８８ デジタルデータ 海陽町ほか

令和２年度 山田家絵図ほか  ２１ デジタルデータ 個人蔵（山田家）

令和３年度 屋敷絵図    ７ デジタルデータ 個人蔵（栗本家他）

令和４年度 栗本家文書    ７ デジタルデータ 個人蔵（栗本家）

令和５年度     未撮影

令和６年度 徳島県立文書館所蔵絵図  ２６ デジタルデータ 個人蔵（岩村家他）

　　 そ　　の　　他    ８

     合　　　　　計 ５３９
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Ⅲ  　文書館の利用
１　文書館来館者・閲覧者・複写利用者の推移   

                 （開館（平成２年）以来、令和６年度まで）                  （単位：人）

年　　度 総来館者 閲覧者 複写利用者
平成２年度（1990）         17,540          202          73 
    ３年度（1991）         27,333          328         152 
    ４年度（1992）         19,297          176         148 
    ５年度（1903）         17,856          235         100 
    ６年度（1994）         19,825          188          66 
    ７年度（1995）         35,078          265          94 
    ８年度（1996）         19,593          464          82 
    ９年度（1997）         19,796          169         115 
    10年度（1998）         23,316          179         134 
    11年度（1999）         26,705          316         201 
    12年度（2000）         45,300          234         147 
    13年度（2001）         26,263          247         141 
　　14年度（2002）         25,625          348         194 
　　15年度（2003）         27,436          249         198 
　　16年度（2004）         33,056          334         249 
　　17年度（2005）         39,454          451         350 
　　18年度（2006）         35,089          460         277 
    19年度（2007）         24,215          353         342 
　　20年度（2008）         27,177          455         337 
　　21年度（2009）         25,851          456         182 
　　22年度（2010）         32,948          477         255 
　　23年度（2011）         25,183          482         298 
　　24年度（2012）         27,516          481         365 
　　25年度（2013）         29,133          371         259 
　　26年度（2014）         36,221          453         292 
　　27年度（2015）         36,397          633         400 
　　28年度（2016）         43,816          622         360 
　　29年度（2017）         40,364 811 382 
    30年度(2018）         41,612 752 369 
令和元年度（2019）         46,969 781 398 
    ２年度（2020）         24,121 669 299 
　  ３年度（2021）         40,281 724 359 
    ４年度（2022）         45,541 760 372 
　　５年度（2023）         31,695 693 293 
    ６年度（2024）         43,140 661 337
        計 1,080,742 15,479 ８,620

    ※閲覧者は、閲覧室にて閲覧表を記入して文書館所蔵資料を利用したもの

    ※複写利用者は、閲覧室にて複写申請書を記入して文書館資料を複写したもの
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２　令和６年度の閲覧者・複写利用者　（月別） 

                                                                         （単位：人）

摘　　要 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

 総入館者 3684 6655 6706 6331 4356 2442 2088 2393 1888 1699 2946 1952

 閲 覧 者  47  54  41  66  57  60  64  46  48  62  53  63

古文書閲覧者 12  13  15  21  18  24  28  12  10  16  17  17 

 複写利用者 21  25  22  24  37  30  35  20  28  34  21  40 

 

 

３　文書館資料の館外貸出状況 

 

　徳島県立文書館では、基本的に資料の館外貸し出しは行っていないが、館長が公益上必要があ

ると認めた場合（利用要領第５条）、特別に貸し出しを行っている。 

 番号     貸し出し先・年月日           貸し出し資料・理由

  徳島県高等学校教育研究会工業学会 工業学会会議録ほか　　　　　　　　　3  点

   ００１ 令和６年５月２日 全国高等学校物作りコンテスト四国大会参考

　　　　　　　～令和６年５月 31 日 資料として

  徳島市立徳島城博物館館長　根津寿夫 北海道関係絵図等　　　　　　　　　　18  点

  ００２ 令和６年８月 15  日 徳島城博企画展「松浦武四郎の遍路－北海道

　　　　　　　～令和６年 12 月５日 人、四国を旅する－」展にて展示

  四国工業写真株式会社 室戸阿南海岸国定公園関係公文書　　　3  点

 ００３ 令和６年９月 18   日 複写見積書作成のため

              ～令和６年 11 月 15 日

  徳島県立文学書道館　館長　富永正志 徳島県高等女学校学校誌「後彫」　　　3  点

 ００４ 令和６年 10 月 22  日 文学書道館企画展「山下富美”生活の炎”を

              ～令和７年２月 28 日 見つめた歌人」展にて展示

  徳島県立文学書道館　館長　富永正志 徳島県高等女学校学校誌「後彫」　　　4  点

 ００５ 令和７年３月 13  日 文学書道館特別展「戦後 80 年寂聴と戦争」展

              ～令和７年６月 10 日 にて展示
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４　文書館資料の出版物掲載許可状況 

 

　徳島県立文書館資料の出版物等への掲載は、利用規程第４条により文書館長の許可が必要であ

る。その出版物・利用資料・利用者の状況である。（出版物には、映像・インターネットのホー

ムページなども含まれる。） 

番号 年月日 利用者 出版物等 利用資料

 780 R6.5.1 NHK  徳島放送局 番組「とく 6  徳島」等で使用 古写真

       　 17 点

 781 R6.5.1  あいぽーと徳島 令和 6 年度あいぽーと徳島第 1  古写真

回特別展示で使用      　　 19 点

 782　 R6.5.3 徳島大学 Film Cycle Web  サイトで使用 岩村家文書

Project      　　　1 点

 783 R6.5.8 公益財団法人日本ユ テレビ CM で使用 CIE・USIS  映画

ニセフ協会 　　　 　　1 点

 784 R6.5.9 株式会社 TBS テレ 番組「N スタ」等で使用 1990 年代新聞折

 ビ り込みチラシ

         　2 点

 785 R6.5.17 国土交通省　四国地 広報誌『Our  よしのがわ』で使 三舟家文書ほか

方整備局　徳島河川 用            3 点

国道事務所　

 786 R6.5.27 阿波銀コネクト株式 メディアサイト「Lacycle  ：タイ 古写真

会社 ムワープ」等で使用           35 点

 787 R6.5.31  徳島大学 徳島大学ガレリア新蔵企画展の 岩村家文書ほか

パネル展示等で使用            4 点

 788 R6.6.7  徳島県立文学書道館 文学企画展等で使用 古写真

 　　 　　　1 点

 789 R6.6.11 ウッドオフィス株式 名古屋テレビ放送番組「Samurai  岩村家文書

会社 DX ～戦国武将に学ぶ経営術～」            1 点

等で使用

 790 R6.6.19 神河町教育委員会 神河町史第 5  巻『史料編Ⅰ』で 井口家文書

使用          　2 点

 791 R6.6.29 一般社団法人神山ア 「徳島の土木遺産」PR  映像で使 古写真

ーカイブレコード 用            8 点

 792 R6.7.4 NHK 徳島放送局 番組「とく 6  徳島」等で使用 古写真ほか

　　　　　 3 点

 793 R6.7.17 脇町稲田会 稲田家臣北海道移住資料展示で 金塚家（蜂須賀藩

 使用 政）文書ほか

           4 点
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番号 年月日 利用者 出版物等 利用資料

 794 R6.7.18 NHK  徳島放送局 番組「おはよう日本」で使用 古写真ほか

           3 点

 795 R6.7.27  個人 阿波の歴史小説で使用 武藤家文書

           1 点

 796 R6.7.11 美馬市立図書館 古文書読解のイベント等で使用 岩村家文書 　　 
　　　　  10 点

 797 R6.8.1 毎日新聞徳島支局 新聞紙面等で使用 古写真   　 

　　　　　　　　　　　4 点

 798 R6.8.9  助任小学校 社会科掲示物で使用 古写真

           2 点

 799 R6.8.15   公益財団法人とくし 徳島県活き活きシニア放送講座 近藤家文書

ま”あい”ランド推 で使用 　　　　　 1 点

進協議会

 800 R6.8.22 大麻比古神社 SNS  で使用 古写真

           7 点

 801 R6.8.15 徳島市立徳島城博物 徳島市立徳島城博物館の特別展 井上家文書ほか  
館 示等で使用 　　　　　18 点

 802   R6.8.21 個人 SNS で使用 1990 年代折り込

 みチラシ

          　2 点

 803 R6.8.22 個人 『ふる里の語り草　第 16  集』で 阿部家文書

使用            4 点

 804   R6.8.22 個人 『四国遍路と世界の巡礼』（下） 露口家文書 

で使用            1 点

 805  R6.9.3  助任小学校 学校内の掲示に使用 書籍

           1 点

 806 R6.9.3 個人 「阿波学会 70  年のあゆみ」展示 所蔵データ

パネルで使用 　         1 点

 807 R6.9.4 NHK 徳島放送局 番組「とく 6  徳島」で使用 古写真

　　　　   1 点

 808 R6.9.6  個人 『月刊インタビュー』で使用 露口家文書

           2 点

 809 R6.9.12 読売新聞徳島支局 新聞紙面で使用          古写真

           3 点

 810  R6.9.14  個人 シルバー大学校大学院卒業論文 金磯新田文書    
で使用  　　     　1 点
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番号 年月日 利用者 出版物等 利用資料

 811 R6.10.9 株式会社 NHK エン NHK VIDEO「にっぽん百低山」 古写真ほか 

タープライズ　コン 中国・四国編 1 で使用           　2 点

テンツ展開センター

 812 R6.10.22  株式会社テレビ鳴門 番組「鳴門　塩づくりが育んだ 岩村家文書ほか

寶（もの）」で使用 　　　　　 6 点

 813 R6.10.23 徳島県立博物館 徳島県立博物館ニュース 137  号 西野家文書

で使用            1 点

 814 R6.10.23 個人 紀要『日本伝統音楽研究』第 21  酒井家文書

号で使用          　1 点

 815 R6.10.29   明石市市民生活局　 『新修明石市史　通史編Ⅱ　明 井口家文書

文化・スポーツ室 石の古代・中世・近世』（仮） 　　　　　 1 点

で使用

 816 R6.10.29 オフィス天野 NHK 番組「日曜美術館」で使用 CIE・USIS  映画

           1 点

 817 R6.11.4   徳島県立鳴門渦潮高 記念講演会の広報用チラシへの 古写真

等学校 掲載に使用            2 点

 818 R6.11.7  個人 ブログで使用 書籍

           3 点

 819 R6.11.7 テレビ朝日株式映像 番組「朝メシまで。」で使用 古写真 

株式会社            2 点

 820 R6.11.7  個人 泉佐野ふるさと町屋館　新川塾 森英雄家文書

の配布資料等で使用            1 点

 821 R6.11.18 公益財団法人徳島県 徳島城下町跡徳島町 2  丁目地点 古写真ほか

埋蔵文化財センター ―『徳島法務総合庁舎新営事業            5 点

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書』―で使用

 822 R6.12.3   個人 長谷寺通信『同心』で使用 長谷寺文書

           2 点

 823  R6.12.25  日本経済新聞社 日本経済新聞公式 SNS で使用 ナトコ映画 　   
          　1 点

 824 R6.12.25  日本経済新聞社 日本経済新聞電子版で使用 ナトコ映画

          　1 点

 825 R6.12.28  日本経済新聞社 日本経済新聞社電子版で使用 ナトコ映画

           1 点

 826 R6.12.28  日本経済新聞社 新聞紙面で使用 ナトコ映画

           1 点
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 番号 年月日 利用者 出版物等 利用資料

 827 R6.12.28 日本経済新聞社 日本経済新聞社公式 SNS  で使用 ナトコ映画

           1 点

 828 R6.12.28 日本経済新聞社 日本経済新聞社公式 SNS  で使用 ナトコ映画

　　　　　 1 点

 829 R6.12.28 日本経済新聞社 日本経済新聞社公式 SNS  で使用 ナトコ映画

           1 点

 830 R7.1.7 国土交通省　四国地 広報誌「Our  よしのがわ」等で 山田家文書

方整備局　徳島河川 使用            1 点

国道事務所　流域治

水課

 831 R7.1.6 個人 『阿波学会紀要』65  号で使用 古写真

           2 点

 832 R7.1.10 株式会社平凡社 『昭和 100  年日本地図帳』で使 古写真

用            1 点

 833 R7.1.17  徳島県立文書館 『ふる里の語り草』で使用 篠原家文書

　　　　　 2 点

 844 R7.1.16  佐那河内村役場 「古の写真展　懐かしき佐那河 古写真

内の光景 part 2」の展示で使用            4 点

 845 R7.1.22  有限会社グルーポ・ 『地球の歩き方　徳島編』で使 書籍

ピコ 用            1 点

 846 R7.1.31   徳島市上下水道局 『徳島市水道百年史』で使用 古写真

経営企画課            1 点

 847 R7.2.13  徳島新聞社 新聞紙面で使用 勝西家文書

           1 点

 848 R7.2.20  株式会社えんがわ 「徳島の土木遺産」チャンネル 岩村家文書ほか

（YouTube）の掲載に使用            3 点

 849 R7.3.7 公益財団法人徳島県 「徳島の土木遺産」（映像作品） 古写真 

建設技術センター に使用           13 点

 850 R7.3.9  佐田岬半島ミュージ 佐田岬裂き織りサミットでのパ 古写真

アム ネル展示に使用            2 点

 851 R7.3.11 公益財団法人徳島県 徳島城下町跡徳島町 2  丁目地点 書籍

埋蔵文化財センター ―『徳島法務総合庁舎新営事業            1 点

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書』―で使用

 852 R7.1.10  個人 臥林庵蘭室・山水居渡橋　遺墨 酒井家文書ほか

集            9 点

 853 R7.1.10 個人 『史窓』55  号の研究論文で使用 秋本家文書ほか

           5 点
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Ⅳ  　文書館の普及・研究活動
 

１ 展示活動 

（１） 企画展 

番号 展　示　題　名 展　示　内　容

 折り込みチラシに見る徳島の30年 　当館が開館以来30年以上収集・保存してきた

６８ 令和６年４月23日～８月４日 日々の新聞に折り込まれるチラシを展示した。懐

かしい商品や当時の流行など、チラシを通して生

活の変遷を紹介した。また、身近なものが歴史資

料になり得ることを示した。

 徳島が高知県だったころ 　明治9年から明治13年まで、徳島県（当時は名

６９ 令和６年８月６日～令和６年10月27日 東県）は高知県に編入されていた。“高知県内の

徳島”だった数年間について、様々な資料を通し

て紹介した。

 お役人様がやってきた！ 　 巡見や調査などの理由で徳島にやってくる幕

７０ 令和６年10月29日～令和７年１月26日 府の役人や要人、そして村にやってくる藩の役

人。訪問先はその準備と対応に苦慮する。資料

を通して様々な役人の、各地への来訪の様子を

紹介した。

 花ひらく阿波の興行 　 江戸時代、人々は浄瑠璃・芝居・相撲・軽業な

７１ 令和７年１月28日～令和7年４月20日 どの娯楽を楽しんでいた。阿波国内でも各地で

興行が行われていた。資料を通して、それらの様

子を紹介した。
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（２） 共催展 

番号 展　示　題　名 展　示　内　容

 18 文書館収蔵資料に見る入学・卒業 　当館所蔵の古文書や古写真などの歴史資料か

 令和６年４月２日～４月21日 ら、入学・卒業を示すものを選び、展示した。

会場：文化の森４館棟２階Ｕ字型展

示ケース

 19 折り込みチラシに見る徳島の30年（第 　文書館展示室で開催している企画展の第２会

２会場） 場として、歴史的資料である折り込みチラシを

令和６年４月23日～８月４日 展示した。

会場：文化の森４館棟２階Ｕ字型展

示ケース

 

２ 講座活動 

 

(1) 古文書講座 

 　古文書講座は開館翌年の平成３年度から開講している。近世を中心とした、徳島に関係する古

文書をテキストに解読の手ほどきを行っている。平成14年度からは、はじめて古文書を手に取る

という方を対象とする初級コース(全10回)と、初級コース修了者及び、ある程度古文書が読める

 方を対象とした中級コース(全６回ないし７回)の２コース制とした。

　初級コースでは、文語体の読み方・くずし字辞典の引き方・文字の読み方・文意の取り方など

古文書の基礎を解説した。中級コースでは、県下のさまざまな古文書を教材として、書かれてい

 る内容にも言及しながら学習をすすめた。

　受講生のみなさんは、まったくの初心者から少し慣れた方までさまざまである。難解な文字を

判読する謎解きの楽しさや、生の古文書を通して歴史の世界へタイムスリップするおもしろさに

 目覚めた人も多い。

 　当講座の修了生が「徳島の古文書を読む会」に所属し、継続的かつ精力的に活動している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.22　古文書講座（初級）
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    初級コース 

 令和６年５月～９月の第２・第４土曜日

 午後２時～午後４時　全10回

 受講者延べ人数：300名

 

  回 月 日 講　座　内　容

　

 　 １  ５／11 開講式・入門講座（学習方法・参考書・演習）

 

  ２  ５／25 和本を読む（カナ文字と言い回し）　－「阿波名所図会」を読む１－

 

  ３  ６／８ 和本・書軸を読む（文字に慣れる）　－「阿波名所図会」を読む２－

 

  ４  ６／22 江戸時代の文体に慣れる１　－徳島の古文書を読む会刊行の史料集を読む－

 

  ５  ７／13 江戸時代の文体に慣れる２　－徳島の古文書を読む会刊行の史料集を読む－

 

  ６  ７／27 古文書の文字に慣れる１　－地域に残る古文書を読む－

 

  ７  ８／10 古文書の文字に慣れる２　－地域に残る古文書を読む－

 

  ８  ８／24 古文書の辞書を使う１　－証文・切手を読む－

 

  ９  ９／14 古文書の辞書を使う２　－証文・切手を読む－

 10  ９／28 書簡を読む・閉講式

 

　　中級コース 

 令和６年10月～令和７年１月の隔週土曜日

 午後２時～午後４時　全８回

 受講者延べ人数：199名

 

  回 月 日 講　座　内　容

 　

 　 １ 10／12 「村々における宗門改めについて」

 

  ２ 10／26 「公儀のお役人様がやってくる！ﾊﾟｰﾄⅠ」

 ３ 11／９ 「江戸時代の触書を読む　－菜種・綿実の移入禁止－」

 ４ 11／23 「江戸時代の博奕関係資料を読む」
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 ５ 12／７  「江戸時代の阿波の綿作関係資料を読む」

 ６ 12／14 「公儀のお役人様がやってくる！ﾊﾟｰﾄⅡ」

 ７ １／11 「金磯新田開発文書を読む」

 ８ １／25 「暇証文あれこれ」

 

（２） 展示解説 

　文書館では、展示内容や時代背景などをより深く伝えるために、平成15年度から展示解説を実

 施している。また、出張展においても、現地にて担当職員による展示解説を行っている。

 　令和６年度の展示解説は次のとおりである。

回 月日（曜） テ　ーマ 参加者

 １ ４／７（日） 文書館の逸品展「公文書を残す」③ 10名

 ２ ５／19（日） 第68回企画展「折り込みチラシに見る徳島の30年」① 13名

 ３ ６／１（土） 第68回企画展「折り込みチラシに見る徳島の30年」② 18名

 ４ ７／26（金） 第68回企画展「折り込みチラシに見る徳島の30年」③ 12名

 ５ ８／17（土） 第69回企画展「徳島が高知県だったころ」① 13名

 ６ ９／20（金） 第69回企画展「徳島が高知県だったころ」② 28名

 ７ 10／14（月・祝） 第69回企画展「徳島が高知県だったころ」③ 29名

 ８ 11／15（金） 第70回企画展「お役人様がやってきた！」① 18名

 ９ 12／７（土） 第70回企画展「お役人様がやってきた！」② 22名

 10 １／19（日） 第70回企画展「お役人様がやってきた！」③ 18名

 11 ２／14（金） 第71回企画展「花ひらく阿波の興行」展示解説① 15名

 12 ３／23（日） 第71回企画展「花ひらく阿波の興行」展示解説② 15名
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（３） 文書館ウィーク　　　　　　　　　　　日時：令和６年６月１日（土）～７日（金） 

　アーカイブズ（記録資料）の保存と利用に関する法律である「公文書館法」が施行されたのが、

昭和63（1988）年６月１日。これを記念して、中国四国地区の各文書館・公文書館では毎年６月

１日からの一週間を文書館（アーカイブズ）ウィークとして、文書館・公文書館の重要性をアピ

 ールするイベントを実施している。                                    

　徳島県立文書館でも例年６月１日よりイベントを実施している。令和６年度は６月１日に、開

 催中の第68回企画展「折り込みチラシに見る徳島の30年」の展示解説を開催した。

 

（４） 文化の森四季イベント 

　徳島県文化の森では６館の共催事業として、年４回の「四季イベント」を開催している。５月

５日「こどもの日フェスティバル」、８月11日「サマーフェスティバル」、11月３日「秋祭り」、２

月11日「ウィンターフェスティバル」の４回それぞれにおいて、全館でウォークラリーを実施し

たほか、当館では「文書館親子体験講座　紙漉き」「文書館親子体験講座　和紙でうちわ作り」「く

 ずし字クイズ　古文書仮面からの挑戦状！」などを実施した。

 

（５） 講師の派遣 

　徳島県立文書館では、社会教育施設や学校などの要請を受けて職員を講師や有識者として派遣

 している。令和６年度の派遣は次の通りである。

月日（曜） 会　場 講座・協議内容等

 ４／27（土） 佐那河内村民ホール 阿波学会総合学術調査中間発表

 ４／28(日) 徳島県立文学書道館 阿波の歴史を小説にする会月例講座

 ５／９(木) あわぎんホール 歴史文化倶楽部月例講座

 ５／18(水) 美馬市立図書館 美馬市古文書講座

 ６／21（金） 徳島県庁 徳島県祭り・行事調査委員会

 ７／10（水） 徳島県立総合福祉センター シルバー大学院

 ７／11（木） 東北大学 東北大学アーカイブズ学研究演習

 ７／17(水） 徳島県立総合福祉センター シルバー大学院

 ７／18（木） オンライン開催 吉野川学識者会議

 ７／19（水） 徳島県立総合福祉センター シルバー大学院
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 ９／１（日） 徳島市立徳島城博物館 徳島市史講座

 ９／６(金) 徳島県立博物館講座室 学芸員養成講座（資料保存論）

 ９／16(月) 美馬市地域交流センター 武田家所蔵資料調査報告会

 ９／28(金) 徳島県立総合福祉センター シルバー大学校

 10／９(水) 徳島県立総合福祉センター シルバー大学院

 11／13（水） 徳島県立総合福祉センター シルバー大学院

 11／25（月） 鴨島公民館 鴨島公民館講座

 11／26（火） 小松島市総合福祉センター シルバー大学校

 12／６（金） 徳島県教育会館 シルバー大学校

 12／13（金） 徳島市立渋野小学校 出前授業

 １／８（水） 阿南ひまわり会館 シルバー大学校

 １／21（火） 美馬市地域交流センター シルバー大学校

 １／22(水) 徳島県立総合福祉センター シルバー大学院

 ２／８（土） 海陽町立博物館 海陽町立博物館古文書読み方講座

 ２／12（水） 阿南ひまわり会館 シルバー大学校

 ２／22（火） 海陽町立博物館 海陽町立博物館古文書読み方講座

 ３／５（水） 徳島県庁 徳島県祭り・行事調査委員会

 ３／８（土） 徳島県立博物館講座室 学芸員養成講座（教育普及論）

 ３／15(土) 海陽町立博物館 海陽町立博物館

 
（６） 学校教育との連携 

　徳島県立文書館では学校教育との連携に力を入れている。令和６年度は、小学校１校に職員を

 派遣して文書館資料などを活用した出前授業を実施した。
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  また、平成28年度より、県内の中学校社会科・高校地歴科教員を対象に開講し、文書館資料

を地域史学習の教材として活用するヒントやノウハウを伝えている。令和３年度からは教職を

目指す大学生・大学院生も対象に募集をおこなった。令和６年度は館の事情により実施せず。 

 

（７） 徳島の古文書を読む会 

　文書館の古文書講座修了生約20名により、平成３年度に「徳島の古文書を読む会」が発足した。

会員数は増加を続け、現在は70名ほどの会員が７班に分かれて熱心に活動している。各班ともに

旺盛な知識欲とバイタリティーをもって地域の古文書の解読を進めている。年間３回の運営委員

会と年１回の総会を開催している。令和６年度の総会は令和７年３月２日（金・祝）に開催し、

当館の元館長立石恵嗣氏と、徳島の古文書を読む会１班会員佐藤武氏を招いての講演会も実施し

 た。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2　古文書を読む会総会

 

 　各班の活動状況（令和６年度）

       班 班長(運営委員) 例会活動日 時　   間 テ キ ス ト 事務局
    (人数) ○　正 内　   　容 担当者

　  副

１班 ○森　章夫 第３土曜日 午後１時 森家所蔵文書 関　麻希
(11名) 　佐藤　武 　　　～４時 「亀鑑雑正集」

２班 ○久米　啓介 第２土曜日 午後１時半 蜂須賀家文書 岩崎　麻美
(８名)   東根　孝晴 　　　～４時 「阿波郡土成村熊谷

寺境内溜床一件手続
書」

３班 ○森兼　真由美 第４土曜日 午後１時半 蜂須賀家文書 湯藤　由紀子
(７名)   松立　彰  　　～３時半 「江南船土州室津浦 

江漂着之処長崎へ御 
 送セ一件御触控」

 第２日曜日 午後１時半
　　 ～３時半
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４班 ○後藤　弘昭 第２火曜日 午後１時 文書館収蔵史料より 春名　紘彰
(11名) 　大杉　洋子 　　　～３時 酒造株関連文書

第４火曜日 午後１時 文書館収蔵史料より
　　　～３時 異国船関連文書

５班 ○森　　一喜 第３日曜日 午後１時半 蜂須賀家文書 山口　幸歩
(５名) 　森本　靖子  　　～３時半 「光隆様御代御旧記

書抜」 
 

  第２木曜日 午後１時半
（有志） 　　～３時半

    ６班 ○野村　武宏 第３土曜日 午前１０時 武藤家文書 徳野　隆
(10名) 　大八木　芳子 　　～１２時 「京都詰中并帰宅諸

事控」

    ７班 ○西田　一成 第４土曜日  午前１０時 山田家文書 金原　祐樹
(９名) 　暮石　武彦  　　～１２時半 「諸方御判物之写」

 

 

（８）学習応援事業 

  徳島県文化の森では６館の共催事業として、小中高校の夏期・冬期・春期休業期間中に、利用

が空いている講座室等の部屋を、日程を決めて学習応援事業として開放している。文書館では２

階講座室にて、４月に１日、８月に６日、１２月に１日、１月に１日、合計９日間実施した。
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３ 調査・研究活動 

 （１） 調査活動 

　文書館の諸活動を支える基本的な活動に資料調査活動がある。本年度、県内５か所の古文書調

査を行った。また、県施設では県庁内での収集と美波町の水産研究所１か所、県立高校１校の資

料調査を行った。このような県内外の地道な資料調査が、資料収集や展示等の普及活動の基本と

 なっている。

 

古文書 

調 査 先 調　査　内　容 調　査　日　付

遠藤家（名西郡石井町） 資料収集 10/24

湯浅家（徳島市国府町） 資料収集 11/12

椿町中学校（阿南市） 資料収集 11/28

貴志家（鳴門市撫養町） 資料収集 ３/19

近藤家（名西郡石井町） 資料収集 ３/23

 

公文書・行政資料 

調　査　先 調　　査　　内　　容 調 査 日 付

徳島県水産研究課（美波町） 資料調査 ５/30

徳島県立池田高校辻校 資料調査 ６/27

徳島県庁（徳島市） 公文書収集 ３/６

 

 

（２） 研修及び会議 

　文書館職員の資質向上及び全国の状況把握・他館との連携を深めるため、以下のような研修　

 会及び会議に出席した。

研修会及び会議名 会　　場 出席者 日付

全史料協近畿部会第１回運営委員会 Zoomによるオンライン会議 金原・関 ４／26

全史料協第１回大会・研修委員会 Zoomによるオンライン会議 金原・嵐・関 ５／29
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全史料協近畿部会役員会 Zoomによるオンライン会議 金原・嵐・関 ５／31

国際アーカイブズ週間記念講演会 ベルサール九段（東京） 金原 ６／６

令和６年度全国公文書館長会議 ベルサール九段（東京） 金原 ６／７

全史料協近畿部会総会および第170 滋賀県立公文書館 黒川 ６／８

回例会

徳島県博物館協議会総会 徳島県立博物館 横井・関 ６／18

徳島県祭り・行事に関する調査委員 徳島県庁 徳野 ６／21

会（第３回）

 全史料協第２回大会研修委員会およ 仙台市公文書館・宮城県公文 金原・嵐 ７／８

び事前視察 書館・トークネットホール仙 　

～

 

台・東北大学史料館等 ７／10

全史料協総会 Zoomによるオンライン会議 金原・嵐 ７／13

吉野川学識者会議（徳島河川国道事 Zoomによるオンライン会議 金原 ７／18

務所）

全史料協近畿部会第171回例会 神戸まちづくり会館(兵庫県神 金原・横井・関 ８／３

戸市) ・板東・岩崎・

笹田

武田家所蔵資料調査報告会 美馬市地域交流センター 金原 ９／16

 全史料協大会研修委員会天草大会視 天草市立天草アーカイブズ・ 金原 10／29

察 熊本市歴史資料館等(熊本県) 　～31

中国四国文書館等職員連絡協議会 広島県立文書館(広島県) 関 10／31

全史料協仙台大会研究会打合せ Zoomによるオンライン会議 金原・嵐 11／13

全史料協仙台大会大会運営打合せ Zoomによるオンライン会議 金原・嵐 11／15

全史料協仙台大会座談会打合せ Zoomによるオンライン会議 金原・嵐 11／16

徳島県博物館協議会研修会 徳島市立むつみ会館　ほか 春名 11／19
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 全史料協仙台大会 トークネットホール仙台(宮城 金原・嵐・関 11／20

県仙台市) 　～22

徳島県博物館協議会ワーキンググル 徳島市立徳島城博物館 嵐・春名 12／12

ープ

全史料協天草大会打合せ Zoomによるオンライン研修 金原・嵐 １／29

アーカイブズ研修Ⅱ Zoomによるオンライン会議 横井・関 ２／６

　～７

東京文化財研究所 Zoomによるオンライン研修 横井・関・春名 ２／21

遠藤家文書研究会 文書館講座室 金原・嵐・関・ ２／23

春名・徳野・山

口・湯藤

全史料協第４回大会研修委員会 文書館講座室およびZoomによ 金原・嵐・関 ２／28

るオンラインのハイブリッド

会議

全史料協役員会 尼崎市立歴史博物館 金原 ３／１

徳島県祭り・行事に関する調査委員 徳島県庁 徳野 ３／５

会（第４回）

全史料協近畿部会運営委員会 Zoomによるオンライン会議 関 ３／19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           8.24　全史料協近畿部会例会(神戸)　
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（３） 執筆 

　文書館職員が令和６年度に記名で執筆した論文・寄稿文は下記のようになった。文書館だより

執筆活動は文書館の調査・研究を広く知っていただくための貴重な機会であるため、今後も努力

を続けていきたい。また、文書館だより４４号(デジタル版)を発刊し館職員９名の原稿を掲載し

 ている。

 

金原　祐樹　「近世後期徳島藩郷鉄砲の者の諸相－株化と実務－」徳島県立文書館『徳島県立文

 書館研究紀要』第11号

 

金原　祐樹　「棟付帳から見える佐那河内村の人口、庄屋、鍛冶屋」阿波学会・徳島県立図書館

 『阿波学会紀要　佐那河内村総合学術調査』第65号

 

金原　祐樹　「『かどや日記』に見る自然災害－水害を中心に－」石井町ふるさとの歴史を学ぶ会

 『ふる里の語り草』第16集

 

金原　祐樹　「吉野川歴史探訪　～板野郡桧村川縁田畠大綱絵図と関係文書～」国土交通省四国

 地方整備局徳島河川国道事務所『Ourよしのがわ』Vol63  

 

板東　英雄　山口　幸歩　「文書館所蔵資料から見る弥十郎騒動」徳島県立文書館『徳島県立文

 書館研究紀要』第11号

 

徳野　隆　「幕末期徳島藩財政関係史料について　～金塚（蜂須賀藩政）家文書「文久元酉年中

 御収納高常年之見合相立指引都帳」～」徳島県立文書館『徳島県立文書館研究紀要』第11号

 

徳野　隆　「江戸時代、阿波の民衆が見た”異国”」石井町ふるさとの歴史を学ぶ会『ふる里の語

 り草』第16集

 

徳野隆　金原祐樹　関麻希　山口幸歩　他　「佐那河内村における文書調査」阿波学会・徳島県

 立図書館『阿波学会紀要　佐那河内村総合学術調査』第65号　

 

 嵐　大二郎　「第50回仙台大会を終えて」全国歴史資料保存利用機関連絡協議会『会報』117号

 

 

（４） アーキビスト認証について 

　令和２年度から、公文書館の専門職員として、独立行政法人国立公文書館による認証アーキ

ビストの制度が始まり、令和３年１月８日に初めての認証者が公表された。徳島県からは、当

館の職員２名（金原祐樹・徳野　隆）が初年度の名簿に認証アーキビストとして登載されるこ

とになった。令和６年度は、認証機関である国立公文書館文書館のアーカイブズ研修Ⅱを当館

職員である横井と関が受講した。今後、専門職員として一層研鑽を積むとともに、制度として

のアーキビストが広く認知されるよう努力を続けていきたい。 
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４ ホームページとデジタルアーカイブ 

 （１）ホームページ 

　文書館ではホームページを開設し、企画展や講座の案内など様々な情報発信を行うとともに、

古文書・公文書・行政資料の「公開資料検索」や、徳島に関係する「文書館蔵書検索」のサービ

スを提供している。アドレスは以下の通りである。 

https://archive.bunmori.tokushima.jp 

 ホームページアクセス数 

　今年度のホームページアクセス数を以下の表に示す。なお、２０２４年１０月より新しいホー

ムページに切り替えた。 

 

令和6（2024）年4月～令和7年3月 ホームページアクセス数 

訪問者数（人） 訪問数（回）

2024年4月 1,775 3,326 

5月 1,861 3,165 

6月 1,744 3,213 

7月 2,030 4,134 

8月 2,687 4,535 

9月 2,359 4,892 

10月 3,098 6,070 

11月 3,484 6,491 

12月 3,480 7,139 

2025年1月 1,904 4,406 

2月 1,960 4,784 

3月 2,457 4,881

計 28,839 57,036

  

 ホームページ「公開資料検索」資料点数 

　今年度のホームページ「公開資料検索」資料追加数と、合計「公開資料検索」資料点数を以下

の表に示す。今年度は新たに「西野・多田家文書」９,７２９点（古文書）、「満石家文書」１,４

６９点（古文書）、「村井家文書」５１３点（古文書）を公開した。 

 

                  ホームページ「公開資料検索」追加数と資料点数 

古文書(点) 公文書（冊） 行政資料（点） 計

2024年度 11,711 438 714 12,863

合計 104,845 26,388 78,875 210,108

※ただし、合計点数は令和７年９月９日時点 

 

（２）とくしまデジタルアーカイブ 

　とくしまデジタルアーカイブは、文化の森総合公園内にある徳島県立図書館、博物館、鳥居龍

蔵記念館、近代美術館、文書館の５館が所蔵する貴重な資料をデジタル化し公開するサービスで

ある。ADEAC（アデアック）という、自治体史や古文書をはじめとする史資料を機関ごとに公開し

https://archive.bunmori.tokushima.jp
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ているデジタルアーカイブシステムを利用して

おり、原本や写本を高精細画像で閲覧可能とし、

資料によっては資料への理解が深まるように、

現代訳、翻刻・訓読、解説を付けている。 

　昨年に引き続き今年度も「令和５年度徳島県

立文書館古文書講座　中級」のコンテンツをデ

ジタルアーカイブ上に登載した。令和５年度の

古文書講座（全８回）のうち第２回を除いた、

第１回～第８回で使用したテキスト（古文書）

と翻刻文・解説をネット上で公開することによ

り、古文書講座の内容を広く周知すること、当　　徳島デジタルアーカイブに掲載した古文書 

館の史料を紹介すること、くずし字と翻刻文を重ね合わせビューアで見てもらうことなどを目的

としている。とくしまデジタルアーカイブにおける文書館資料の掲載点数と、文書館ページへの

アクセス数について、それぞれ以下の表に示す。 

 

 とくしまデジタルアーカイブ 文書館掲載点数（点）

掲載点数 絵図・地図 古文書 引き札 絵はがき

2020年度 237 1 0 236 0

2021年度 114 28 86 0 0

2022年度 700 0 0 0 700

2023年度 17 0 17 0 0

2024年度 669 26 121 200 323

合計 1,865 151 256 436 1023

 

 令和6（2024年）4月～令和7年3月 とくしまデジタルアーカイブアクセス数 （回）

総アクセス数 文書館アクセス数 文書館所蔵 

絵はがきアクセス数

2024年4月 32955 5,895 2,505 

5月 46443 7,741 4,245 

6月 34819 5,853 2,636 

7月 36045 4,955 1,845 

8月 38511 6,291 2,586 

9月 34651 5,216 1,608 

10月 32203 5,980 2,336 

11月 42802 6,315 3,161 

12月 41235 5,479 2,821 

2025年1月 38468 5,636 2,455 

2月 43941 5,960 2,844 

3月 57326 8,529 4,736

計 479,399 73,850 33,778
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５　出版・刊行物  

 （１）　展示図録  

号数 題      　　　     名 発 行 日

102 第68回企画展「折り込みチラシに見る徳島の30年」 令和6年4月23日

103 第69回企画展「徳島県が高知県だったころ」 令和6年8月6日

104 第70回企画展「お役人様がやってきた！」 令和6年10月29日

105 第71回企画展「花ひらく阿波の興行」 令和7年1月28日

 

 （２）　徳島県立文書館年報（デジタルデータでの公開）  

号数 目　　次　　内　　容 発 行 日

 27 巻頭言／Ⅰ　文書館の概要／Ⅱ　文書館の資料収集・整理・保 令和6年9月11日

存・閲覧／Ⅲ　文書館の利用／Ⅳ　文書館の普及・研究活動

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     　　令和６年度文書館年間行事ポスター      　　　　
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（３）印刷物 

 

  　　　　　　第６８回企画展                            　第６８回企画展

 「折り込みチラシに見る徳島の30年」図録    　　「折り込みチラシに見る徳島の30年」

  　　　　　　図録　４.２３                              展示解説チラシ①  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　第６８回企画展           　　　　　

      「折り込みチラシに見る徳島の30年」　        　令和６年度古文書講座初級

       　　　展示解説チラシ②                         　 　 チラシ
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            第６９回企画展                                第６９回企画展

 　　「徳島が高知県だったころ」　　　     　　　　「徳島が高知県だったころ」    

             図録　８.６    　　　　　　　　　　　　　　　展示解説チラシ

 

 

 

 

 　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              　　　　　　　共催展示

    　　　徳島県立文書館年報　   　　　　　　「文武両道　神全塾　武田家の資料」展

           第２７号　９.１１                                 チラシ
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 　令和６年度　徳島県立文書館歴史講演会                　第７０回企画展

 　　「”水”からみる徳島藩領の村落」　　　　　　　　「お役人様がやってきた！」

 　　　　　　　　チラシ　　　　　　　　　　　　　　　　　図録　１０.２９

         

         

         

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      　　　第７０回企画展         　　　　　　 第５０回全史料協全国大会　仙台大会

 　　　「お役人様がやってきた！」　　　　　　　　とくしまデジタルアーカイブ

            展示解説チラシ       　　　　　　　　　　　　ポスター展示
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 　　　　　　　　　　　　                    　　 　　　　第７１回企画展

       　令和６年度古文書講座中級　                   「花ひらく阿波の興行」

 　　　　　　　　チラシ　　　　　　　　　　　　　　　　　 図録　１.２８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  　　　　　　　　　　　　　　　　第７１回企画展

       　　　　　　　　　　　 「花ひらく阿波の興行」

          　　                    展示解説チラシ
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Ⅴ   関係例規 

 （１）　徳島県公文書等の管理に関する条例 
 

令和五年三月十四日 

徳島県条例第十七号 

　徳島県公文書等の管理に関する条例をここに公布する。 

　　　徳島県公文書等の管理に関する条例 

目次 

　第一章　総則（第一条―第三条） 

　第二章　公文書の管理 

　　第一節　文書の作成（第四条） 

　　第二節　公文書の整理等（第五条―第十一条） 

　第三章　特定歴史公文書等の保存、利用等（第十二条―第二十九条） 

　第四章　雑則（第三十条―第三十四条） 

　附則 

 

　　　第一章　総則 

　（目的） 

第一条　この条例は、県及び地方独立行政法人等の諸活動及び歴史的事実の記録である公

文書等が、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源として、県民が主体的に

利用し得るものであることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等

により、公文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって県

政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、県及び地方独立行政法人等の諸

活動について現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにすることを目的と

する。 

　（定義） 

第二条　この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、

人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業

調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び病院事業管理者並びに県が設

立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第

一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）並びに徳島県住宅供給公社及び

徳島県土地開発公社（以下「公社」という。）をいう。 

２　この条例において「公文書」とは、実施機関の職員（県が設立した地方独立行政法人

及び公社にあっては、役員を含む。以下同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書（図

画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）を含む。

第二十条を除き、以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものと
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して、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

一　官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的

として発行されるもの 

二　特定歴史公文書等 

三　図書館、博物館その他の規則で定める施設において、当該施設の設置目的に応じて

管理されているもの（前号に掲げるものを除く。） 

３　この条例において「歴史公文書等」とは、歴史的文化的価値を有する資料である公文

書その他の文書をいう。 

４　この条例において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるもの

をいう。 

一　第八条第一項又は第三項の規定により徳島県立文書館（以下「文書館」という。）

に移管されたもの 

二　第三十条第三項の規定により文書館に移管されたもの 

三　法人その他の団体（県、県が設立した地方独立行政法人及び公社を除く。第十三条

第一項第三号において同じ。）又は個人から文書館に寄贈、寄託等がされたもの 

５　この条例において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。 

一　公文書 

二　特定歴史公文書等 

　（法令又は他の条例との関係） 

第三条　公文書等の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほ

か、この条例の定めるところによる。 

　　　第二章　公文書の管理 

　　　　第一節　文書の作成 

第四条　実施機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該実施機関における経

緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡

付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、

文書を作成しなければならない。 

　　　　第二節　公文書の整理等 

　（整理） 

第五条　実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、第十

一条第一項に規定する公文書管理規程（以下この条及び第七条において「公文書管理規

程」という。）で定めるところにより、当該公文書について分類し、名称を付するとと

もに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。 

２　実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存に資するよう、単

独で管理することが適当であると認める公文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有

する公文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合物（以

下「公文書ファイル」という。）にまとめなければならない。 

３　前項の場合において、実施機関は、公文書管理規程で定めるところにより、当該公文

書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する

日を設定しなければならない。 
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４　実施機関は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する

日を、公文書管理規程で定めるところにより、延長することができる。 

５　実施機関は、公文書ファイル及び単独で管理している公文書（以下「公文書ファイル

等」という。）について、保存期間（前項の規定により延長された場合にあっては、延

長後の保存期間。以下同じ。）の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了した

ときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては文書館への移管の措置を、

それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。 

　（保存） 

第六条　実施機関は、公文書ファイル等について、当該公文書ファイル等の保存期間の満

了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を

確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための

措置を講じた上で保存しなければならない。 

２　前項の場合において、実施機関は、当該公文書ファイル等の集中管理の推進に努めな

ければならない。 

　（公文書ファイル管理簿） 

第七条　実施機関は、公文書ファイル等の管理を適切に行うため、公文書管理規程で定め

るところにより、公文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、

保存期間が満了したときの措置、保存場所その他の必要な事項（徳島県情報公開条例（平

成十三年徳島県条例第一号。以下「情報公開条例」という。）第八条に規定する非公開

情報に該当するものを除く。）を帳簿（以下「公文書ファイル管理簿」という。）に記

載しなければならない。ただし、公文書管理規程で定める期間未満の保存期間が設定さ

れた公文書ファイル等については、この限りでない。 

２　実施機関は、公文書ファイル管理簿について、公文書管理規程で定めるところにより、

当該実施機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。 

　（移管又は廃棄） 

第八条　実施機関は、保存期間が満了した公文書ファイル等について、第五条第五項の規

定による定めに基づき、文書館に移管し、又は廃棄しなければならない。 

２　実施機関は、前項の規定により保存期間が満了した公文書ファイル等を廃棄しようと

するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事に協議しなければならない。 

３　知事は、前項の規定による協議に係る公文書ファイル等が歴史公文書等に該当すると

認めるときは、当該公文書ファイル等を保有する実施機関に対し、当該公文書ファイル

等を文書館に移管するよう求めることができる。この場合においては、当該実施機関は、

第一項の規定にかかわらず、当該公文書ファイル等を文書館に移管しなければならない。 

４　実施機関は、第一項又は前項の規定により文書館に移管する公文書ファイル等につい

て、第十三条第一項第一号に掲げる場合に該当するものとして文書館において利用の制

限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。 

　（管理状況の報告等） 

第九条　実施機関は、公文書ファイル管理簿の記載状況その他の公文書の管理の状況につ

いて、毎年度、知事に報告しなければならない。 
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２　知事は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければな

らない。 

　（電子情報システムの利用） 

第十条　実施機関は、公文書の管理を効率的に行うため、電子情報システム（電子計算機

を使用して公文書の管理に関する事務の処理を行う情報システムをいう。）の利用に努

めなければならない。 

　（公文書管理規程） 

第十一条　実施機関は、公文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われ

ることを確保するため、公文書の管理に関する定め（以下この条において「公文書管理

規程」という。）を設けなければならない。 

２　公文書管理規程には、公文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一　作成に関する事項 

二　整理に関する事項 

三　保存に関する事項 

四　公文書ファイル管理簿に関する事項 

五　移管又は廃棄に関する事項 

六　管理状況の報告に関する事項 

七　前各号に掲げるもののほか、公文書の管理が適正に行われることを確保するために

必要な事項 

３　実施機関は、公文書管理規程を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。 

　　　第三章　特定歴史公文書等の保存、利用等 

　（特定歴史公文書等の保存等） 

第十二条　知事は、特定歴史公文書等について、第二十七条の規定により廃棄されるに至

る場合を除き、文書館において永久に保存しなければならない。 

２　知事は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等

に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体に

より、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 

３　知事は、特定歴史公文書等に個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成十五年法

律第五十七号）第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）が記録されてい

る場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。 

４　知事は、規則で定めるところにより、特定歴史公文書等の分類、名称、移管又は寄贈、

寄託等をしたものの名称又は氏名、移管又は寄贈、寄託等を受けた時期、保存場所その

他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項

を記載した目録を作成し、公表しなければならない。 

　（特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い） 

第十三条　知事は、特定歴史公文書等について前条第四項の目録の記載に従い利用の請求

があった場合は、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。 

一　当該特定歴史公文書等が第八条第一項又は第三項の規定により文書館に移管された

ものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合 
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イ　情報公開条例第八条第一号に掲げる情報 

ロ　情報公開条例第八条第二号、第四号イ若しくはホ、第六号又は第七号に掲げる情

報 

ハ　公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他

の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該特定歴史公文書等

を移管した実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

二　当該特定歴史公文書等が第三十条第三項の規定により文書館に移管されたものであ

って、同条第四項の規定により、利用の制限を行うことが適切である旨の意見を付さ

れている場合 

三　当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法

人その他の団体又は個人から文書館に寄贈、寄託等がされたものであって、当該期間

が経過していない場合 

四　当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくは汚

損を生ずるおそれがある場合又は文書館において当該原本が現に使用されている場合 

２　知事は、前項に規定する利用の請求（以下「利用請求」という。）に係る特定歴史公

文書等が同項第一号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公

文書等が公文書として作成され、又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、

当該特定歴史公文書等に第八条第四項の規定による意見が付されている場合には、当該

意見を参酌しなければならない。 

３　知事は、第一項第一号から第三号までに掲げる場合であっても、同項第一号イからハ

までに掲げる情報又は同項第二号の制限若しくは同項第三号の条件に係る情報が記録さ

れている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求をしたもの（以下「利

用請求者」という。）に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。た

だし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、こ

の限りでない。 

　（本人情報の取扱い） 

第十四条　知事は、前条第一項第一号イの規定にかかわらず、同号イに掲げる情報により

識別される特定の個人（以下この条において「本人」という。）から、当該情報が記録

されている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において、規則で定めると

ころにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健

康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴

史公文書等につき本人に関する同号イに掲げる情報が記録されている部分についても、

利用させなければならない。 

　（利用請求の方法） 

第十五条　利用請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面（以下「請求

書」という。）を知事に提出しなければならない。 

一　氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあって

は、その代表者の氏名 

二　第十二条第四項の目録に記載された当該利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

三　前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 
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２　知事は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用請求者に対し、相当の期

間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、知事は、利用請求者

に対し、当該補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

　（利用請求に対する決定等） 

第十六条　知事は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部又は一部を利用させるときは、

その旨の決定をし、利用請求者に対し、その旨及び特定歴史公文書等の利用に関し規則

で定める事項を書面により通知しなければならない。 

２　知事は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させないときは、その旨の決

定をし、利用請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

　（利用決定等の期限） 

第十七条　前条各項の決定（以下「利用決定等」という。）は、請求書が提出された日か

ら起算して三十日以内にしなければならない。ただし、第十五条第二項の規定により補

正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２　前項の規定にかかわらず、知事は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、知

事は、利用請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知し

なければならない。 

　（利用決定等の期限の特例） 

第十八条　利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため、請求書が提出され

た日から起算して六十日以内にその全てについて利用決定等をすることにより事務の遂

行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、知事は、利

用請求に係る特定歴史公文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決定等を

し、残りの特定歴史公文書等については、相当の期間内に利用決定等をすれば足りる。

この場合において、知事は、同条第一項に規定する期間内に、利用請求者に対し、次に

掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

一　この条を適用する旨及びその理由 

二　残りの特定歴史公文書等について利用決定等をする期限 

　（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第十九条　利用請求に係る特定歴史公文書等に県、国、公文書等の管理に関する法律（平

成二十一年法律第六十六号）第二条第二項に規定する独立行政法人等、他の地方公共団

体、地方独立行政法人、公社及び利用請求者以外のもの（以下「第三者」という。）に

関する情報が記録されている場合には、知事は、利用決定等をするに当たって、当該情

報に係る第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事

項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２　知事は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようと

する場合であって、当該情報が情報公開条例第八条第一号ロ又は第二号ただし書に規定

する情報に該当すると認めるときは、第十六条第一項の決定（以下「利用決定」という。）

に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定

める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただ

し、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 
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３　知事は、特定歴史公文書等であって第十三条第一項第一号ハに該当するものとして第

八条第四項の規定により意見を付されたものについて利用決定をする場合には、あらか

じめ、当該特定歴史公文書等を移管した実施機関に対し、利用請求に係る特定歴史公文

書等の名称その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与

えなければならない。 

４　知事は、第一項又は第二項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が

当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合

において、利用決定をするときは、利用決定の日と利用させる日との間に少なくとも二

週間を置かなければならない。この場合において、知事は、利用決定後直ちに、当該意

見書（第二十三条第一項第二号において「反対意見書」という。）を提出した第三者に

対し、利用決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければ

ならない。 

　（利用の方法） 

第二十条　知事が特定歴史公文書等を利用させる場合には、文書、図画、写真及びマイク

ロフィルムについては閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種

別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法

により特定歴史公文書等を利用させる場合にあっては、当該特定歴史公文書等の保存に

支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに限り、その写し

を閲覧させる方法により、これを利用させることができる。 

　（費用負担） 

第二十一条　利用請求に係る特定歴史公文書等（前条ただし書の写しを含む。）の写しの

交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 

　（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第二十二条　利用決定等又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服

審査法（平成二十六年法律第六十八号）第九条第一項本文の規定は、適用しない。 

　（審査請求に係る諮問） 

第二十三条　利用決定等又は利用請求に係る不作為について審査請求があったときは、知

事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、徳島県情報公開・個人情報保護審査

会設置条例（令和五年徳島県条例第十六号）第一条第一項に規定する徳島県情報公開・

個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

一　審査請求が不適法であり、却下する場合 

二　裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部を

利用させることとする場合（当該特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出

されている場合を除く。） 

２　前項の規定による諮問は、審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書

類その他の物件のうち規則で定めるものの写しを添えてしなければならない。 

　（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第二十四条　第十九条第四項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合に

ついて準用する。 

一　利用決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 
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二　審査請求に係る利用決定等（利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させる

旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等を利用させる旨

の裁決（第三者である参加人（行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をい

う。）が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示している場合に

限る。） 

　（利用の促進） 

第二十五条　知事は、特定歴史公文書等（第十三条の規定により利用させることができる

ものに限る。）について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努

めなければならない。 

　（移管元実施機関による利用の特例） 

第二十六条　特定歴史公文書等を移管した実施機関が知事に対してそれぞれその所掌事務

又は業務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求を

した場合には、第十三条第一項第一号及び第二号の規定は、適用しない。 

　（特定歴史公文書等の廃棄） 

第二十七条　知事は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史的文化的価値を

有する資料でなくなったと認める場合には、当該文書を廃棄することができる。 

　（保存及び利用の状況の公表） 

第二十八条　知事は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、その概

要を公表しなければならない。 

　（委任） 

第二十九条　この章に定めるもののほか、特定歴史公文書等の保存、利用等に関し必要な

事項は、規則で定める。 

　　　第四章　雑則 

　（刑事訴訟に関する書類等の取扱い） 

第三十条　刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）第五十三条の二第三項に規定す

る訴訟に関する書類（以下この条において「刑事訴訟に関する書類」という。）につい

ては、第二章の規定は、適用しない。 

２　実施機関は、当該実施機関が管理する刑事訴訟に関する書類のうち、歴史公文書等に

該当するものについて、適切な保存のために必要な措置を講ずるものとする。 

３　実施機関は、前項に規定する歴史公文書等に該当する刑事訴訟に関する書類について、

文書館において保存する必要があると認めるときは、知事と協議し、当該刑事訴訟に関

する書類を文書館に移管することができる。 

４　実施機関は、前項の規定により文書館に移管する刑事訴訟に関する書類について、文

書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付

さなければならない。 

５　刑事訴訟法第五十三条の二第四項に規定する押収物については、この条例の規定は、

適用しない。 

　（出資法人の文書管理） 

第三十一条　県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人（県が設

立した地方独立行政法人及び公社を除く。）のうち規則で定める法人は、この条例の趣
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旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理を行うため必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

　（指定管理者の文書管理） 

第三十二条　県が設置する公の施設（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百

四十四条第一項に規定する公の施設をいう。以下同じ。）を管理する指定管理者（同法

第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）は、この条例の

趣旨にのっとり、その保有する当該公の施設の管理に関する文書の適正な管理を行うた

め必要な措置を講じなければならない。 

２　実施機関は、指定管理者に県が設置する公の施設の管理を行わせるときは、当該指定

管理者との間で締結する協定において、前項に規定する指定管理者が講じなければなら

ない措置を明らかにしなければならない。 

　（研修） 

第三十三条　実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的

に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行う

ものとする。 

　（委任） 

第三十四条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

　　　附　則　抄 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定

は、公布の日（以下「公布日」という。）から施行する。 

　（経過措置） 

２　第二章の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に作成し、又

は取得した文書について適用する。 

３　施行日の前日において現に文書館において保存する歴史公文書等（公文書であるもの

を除く。）及び同日以前に作成し、又は取得した公文書であって、その保存期間が満了

し、実施機関が定めるところにより、歴史的文化的価値を有するものとして施行日以後

に文書館に引き渡したものについては、特定歴史公文書等とみなす。 

４　実施機関は、公布日の前日において現に県が設置する公の施設の管理を行わせるため

に実施機関との間で協定を締結している指定管理者に対し、公布日以後速やかに、当該

指定管理者が施行日から講じなければならない第三十二条第一項に規定する措置につい

て通知しなければならない。 

５　実施機関は、県が設置する公の施設の管理を行わせるために公布日から施行日の前日

までの間に実施機関との間で協定を締結する指定管理者に対し、第三十二条第二項の規

定の例により、当該協定において、当該指定管理者が施行日（当該管理を開始する日が

施行日後である場合にあっては、当該開始する日）から講じなければならない同条第一

項に規定する措置を明らかにしなければならない。 

　（徳島県文化の森総合公園文化施設条例の一部改正） 

６　徳島県文化の森総合公園文化施設条例（平成二年徳島県条例第十一号）の一部を次の
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ように改正する。 

　　　　〔次のよう〕略 

　（情報公開条例の一部改正） 

７　情報公開条例の一部を次のように改正する。 

　　　　〔次のよう〕略 

　（徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正） 

９　徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を次のように改正する。 

　　　　〔次のよう〕略 
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 （２）　徳島県公文書等の管理に関する条例施行規則 
 

令和五年十月十七日 

徳島県規則第四十二号 

　徳島県公文書等の管理に関する条例施行規則を次のように定める。 

　　　徳島県公文書等の管理に関する条例施行規則 

　（趣旨） 

第一条　この規則は、別に定めるものを除くほか、徳島県公文書等の管理に関する条例（令

和五年徳島県条例第十七号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

　（定義） 

第二条　この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

　（公文書の例外となる文書を管理する施設） 

第三条　条例第二条第二項第三号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。 

一　徳島県立文学書道館 

二　徳島県立埋蔵文化財総合センター 

三　徳島県立図書館 

四　徳島県立博物館 

五　徳島県立近代美術館 

六　徳島県立文書館 

七　徳島県立二十一世紀館 

八　徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 

　（公文書ファイル等の廃棄に係る協議） 

第四条　条例第八条第二項の規定による協議（以下「協議」という。）は、公文書管理規

程で定める期間以上の保存期間が設定されている公文書ファイル等について、廃棄しよ

うとする日の九十日以上前までに行わなければならない。 

２　実施機関は、協議を行おうとするときは、あらかじめ、廃棄しようとする公文書ファ

イル等について記載された公文書ファイル管理簿を知事に送付しなければならない。 

３　知事は、協議に係る公文書ファイル等が歴史公文書等に該当すると認めるときは、実

施機関にその旨を通知して、当該公文書ファイル等を文書館に移管するよう求めるもの

とする。 

４　実施機関は、前項の規定による求めがあったときは、条例第五条第五項の規定による

保存期間が満了したときの措置の定めを変更するとともに、当該公文書ファイル等を文

書館に移管しなければならない。 

５　知事は、協議に係る公文書ファイル等を廃棄することが適当であると認めるときは、

実施機関にその旨を通知するものとする。 

　（意見の付与の方法） 

第五条　条例第八条第四項又は第三十条第四項の規定による意見の付与は、特定歴史公文

書等の利用制限に係る意見書（別記様式）を知事に提出することにより行うものとする。 

　（管理状況の報告の内容等） 
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第六条　条例第九条第一項の規定による公文書の管理の状況の報告は、次に掲げる事項を

知事に報告することにより行うものとする。 

一　公文書ファイル等の作成等の状況 

二　保存期間が満了した公文書ファイル等の移管及び廃棄の状況 

三　研修の実施状況 

四　公文書ファイル等の被災、紛失等の状況 

２　条例第九条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法に

より行うものとする。 

　（文書の適正な管理に関し努力義務を負う出資法人） 

第七条　条例第三十一条の規則で定める法人は、県が資本金、基本金その他これらに準ず

るものの四分の一以上を出資している法人とする。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この規則は、令和六年四月一日から施行する。 

　（徳島県公文書管理規則の廃止） 

２　徳島県公文書管理規則（平成十三年徳島県規則第七十三号）は、廃止する。 

　（徳島県公文書管理規則の廃止に伴う経過措置） 

３　この規則の施行の日前に作成し、又は取得した公文書の管理（管理体制を除く。）に

ついては、なお従前の例による。 

 〔別記様式〕略 
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 （３）　徳島県特定歴史公文書等の利用等に関する規則 
 

令和五年十月十七日 

徳島県規則第四十号 

　徳島県特定歴史公文書等の利用等に関する規則を次のように定める。 

　　　徳島県特定歴史公文書等の利用等に関する規則 

目次 

　第一章　総則（第一条・第二条） 

　第二章　保存等 

　　第一節　受入れ（第三条―第五条） 

　　第二節　保存（第六条―第九条） 

　第三章　利用 

　　第一節　利用の請求等（第十条―第二十二条） 

　　第二節　利用の促進（第二十三条―第二十五条） 

　第三節　移管元実施機関の利用（第二十六条） 

　第四章　廃棄（第二十七条） 

　第五章　雑則（第二十八条・第二十九条） 

　附則 

　　　第一章　総則 

　（趣旨） 

第一条　この規則は、徳島県公文書等の管理に関する条例（令和五年徳島県条例第十七号。

以下「条例」という。）の規定に基づき、特定歴史公文書等の利用等に関し必要な事項

を定めるものとする。 

　（定義） 

第二条　この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

　　　第二章　保存等 

　　　　第一節　受入れ 

　（実施機関からの受入れ） 

第三条　知事は、実施機関で保存する歴史公文書等として、保存期間が満了したときに文

書館に移管する措置が定められたものについて、保存期間が満了した日から可能な限り

早い時期に受入れの日を設定し、当該歴史公文書等を受け入れるものとする。 

２　知事は、前項の規定により受け入れた特定歴史公文書等について、次に掲げる措置を

講じた上で、原則として受入れの日から一年以内に排架を行うものとする。 

一　生物被害への対処その他の保存に必要な措置 

二　識別を容易にするために必要な番号（以下「資料番号」という。）の付与 

三　条例第十二条第四項の規定による目録の作成 

四　条例第十三条第一項第一号に掲げる事由の該当性に関する事前審査 

　（寄贈、寄託等がされた文書の受入れ） 

第四条　知事は、条例第二条第四項第三号に規定する法人その他の団体又は個人から特定

の文書について寄贈、寄託等をする旨の申出があった場合において、当該文書が歴史公
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文書等に該当すると認めるときは、当該文書を受け入れるものとする。 

２　知事は、前項の規定により受け入れた特定歴史公文書等について、寄贈、寄託等をし

たものの希望に応じ、利用の制限を行う範囲及びこれが適用される期間を定めた上で、

前条第二項各号に掲げる措置を講じ、原則として受入れの日から一年以内に排架を行う

ものとする。 

　（著作権等の調整） 

第五条　知事は、前二条の規定により受け入れた特定歴史公文書等に著作物、実演、レコ

ード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像が含まれている場合は、必要に応

じて、あらかじめこれらの著作者、著作権者、実演家又は著作隣接権者から著作者人格

権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権に関する利用等の許諾又は同意を得ること等

により、当該特定歴史公文書等の円滑な利用に備えるものとする。 

　　　　第二節　保存 

　（保存方法等） 

第六条　知事は、特定歴史公文書等について、条例第二十七条の規定により廃棄されるに

至る場合を除き、専用の書庫（以下「書庫」という。）において永久に保存するものと

する。 

２　知事は、書庫について、温度、湿度、照度等を適切に管理するとともに、防犯、防災、

防虫等のための適切な措置を講ずるものとする。 

３　知事は、特定歴史公文書等のうち電磁的記録については、その種別を勘案し、当該特

定歴史公文書等を利用できるようにするために記録媒体の変換その他の必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 

　（複製物の作成） 

第七条　知事は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状

況等に応じ、適切な記録媒体による複製物を作成するものとする。 

　（個人情報の漏えいの防止のために必要な措置） 

第八条　知事は、特定歴史公文書等に個人情報が記録されている場合には、当該個人情報

の漏えいの防止のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

一　書庫の施錠その他の物理的な接触の制限 

二　当該特定歴史公文書等に記録されている個人情報に対する不正アクセス行為（不正

アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に

規定する不正アクセス行為をいう。）を防止するために必要な措置 

三　文書館の職員に対する教育及び研修の実施 

四　前三号に掲げるもののほか、個人情報の漏えいの防止のために必要な措置 

　（目録の作成及び公表） 

第九条　条例第十二条第四項の必要な事項は、次に掲げる事項（条例第十三条第一項第一

号イからハまでに掲げる情報又は同項第二号の制限若しくは同項第三号の条件に係る情

報（次条において「利用制限情報」という。）に該当するものを除く。）とする。 

一　分類 

二　資料番号 

三　名称 
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四　移管又は寄贈、寄託等をしたものの名称又は氏名 

五　移管又は寄贈、寄託等を受けた時期 

六　保存場所 

七　記録媒体の種別 

八　前各号に掲げるもののほか、特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利

用に資するために必要な事項 

２　知事は、条例第十二条第四項の目録について、文書館に備えて一般の閲覧に供すると

ともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

　　　第三章　利用 

　　　　第一節　利用の請求等 

　（部分利用） 

第十条　条例第十三条第三項の規定による区分は、次の各号に掲げる特定歴史公文書等の

種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。 

一　文書（次号に掲げるものを除く。）　当該特定歴史公文書等の写しを作成し、当該

写しに記載されている利用制限情報を黒塗りする方法又は利用制限情報が記載されて

いる範囲を被覆する方法 

二　電磁的記録　当該記録の写しを作成し、当該写しに記載されている利用制限情報を

削除する方法 

　（本人であることを示す書類） 

第十一条　条例第十四条の利用請求をする者は、知事に対し、次に掲げる書類のいずれか

を提示し、又は提出しなければならない。 

一　利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載さ

れている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カード

その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該利用請

求をする者が本人であることを確認するに足りるもの 

二　前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない

場合にあっては、当該利用請求をする者が本人であることを確認するため知事が適当

と認める書類 

　　　（令六規則七〇・一部改正） 

　（利用請求の方法） 

第十二条　条例第十五条第一項第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一　利用請求の年月日 

二　利用請求に係る特定歴史公文書等の資料番号 

三　希望する利用の方法 

四　連絡先及び法人その他の団体にあっては、当該利用請求の担当者の氏名 

２　条例第十五条第一項の請求書は、特定歴史公文書等利用請求書（様式第一号）による

ものとする。 

　（利用請求に対する決定等） 

第十三条　条例第十六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
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一　利用させることができる日 

二　利用の方法 

三　写しの交付の方法により利用させる場合にあっては、当該写しの交付に要する費用 

四　特定歴史公文書等の一部を利用させる旨の決定にあっては、利用制限の内容及びそ

の理由 

２　条例第十六条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。 

一　特定歴史公文書等の全部を利用させる旨の決定　特定歴史公文書等利用決定通知書

（様式第二号） 

二　特定歴史公文書等の一部を利用させる旨の決定　特定歴史公文書等一部利用決定通

知書（様式第三号） 

３　条例第十六条第二項の規定による通知は、特定歴史公文書等利用制限決定通知書（様

式第四号）により行うものとする。 

　（利用決定等の期限の延長） 

第十四条　条例第十七条第二項の規定による通知は、特定歴史公文書等利用決定等期間延

長通知書（様式第五号）により行うものとする。 

　（利用決定等の期限の特例延長） 

第十五条　条例第十八条の規定による通知は、特定歴史公文書等利用決定等期間特例延長

通知書（様式第六号）により行うものとする。 

　（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第十六条　条例第十九条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一　利用請求の年月日 

二　利用請求に係る特定歴史公文書等の資料番号 

三　利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

四　意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

２　条例第十九条第一項の規定による通知は、特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

（様式第七号）により行うものとする。 

３　条例第十九条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一　第一項各号に掲げる事項 

二　利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由 

４　条例第十九条第二項の規定による通知は、特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

（様式第八号）により行うものとする。 

５　条例第十九条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一　第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項 

二　利用請求に係る特定歴史公文書等に付されている条例第八条第四項の規定による意

見の内容 

三　利用請求に係る特定歴史公文書等について利用決定をする理由 

６　条例第十九条第三項の規定による通知は、特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

（様式第九号）により行うものとする。 

７　条例第十九条第一項及び第二項に規定する意見書は特定歴史公文書等の利用に係る意
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見書（様式第十号）に、同条第三項に規定する意見書は特定歴史公文書等の利用に係る

意見書（様式第十一号）によるものとする。 

８　条例第十九条第四項の規定による通知は、第三者情報に係る特定歴史公文書等利用決

定通知書（様式第十二号）により行うものとする。 

　（電磁的記録の利用の方法等） 

第十七条　条例第二十条の規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 

一　電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取 

二　電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付 

三　電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付 

四　その他知事が適当と認める方法 

　（閲覧の方法等） 

第十八条　特定歴史公文書等（条例第二十条ただし書の写し及び電磁的記録を専用機器に

より再生し、又は用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。）の閲覧は、

文書館の閲覧室で行うものとする。 

２　特定歴史公文書等の閲覧をするものは、職員の指示の下に自らカメラ等により当該特

定歴史公文書等の撮影を行うことができる。 

３　特定歴史公文書等の閲覧をするものは、当該特定歴史公文書等を丁寧に取り扱うこと

とし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。 

４　知事は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあると認められるものに対

し、特定歴史公文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。 

　（写しの交付の方法等） 

第十九条　特定歴史公文書等の写し（電磁的記録を用紙に出力し、又は電磁的記録媒体に

複写したものを含む。以下この条において同じ。）の交付は、利用請求一件につき一部

とする。 

２　写しの交付は、文書館において行うほか、利用請求者の希望に応じ、郵送等により行

うことがある。この場合において必要な郵便料その他の費用は、利用請求者が負担しな

ければならない。 

　（費用） 

第二十条　条例第二十一条に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとす

る。 

２　前項に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。 

　（審査請求に係る諮問） 

第二十一条　条例第二十三条第二項の規則で定める書類その他の物件は、次に掲げるもの

とする。 

一　行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第九条第三項の規定により読み替

えて適用する同法（以下「読替え後の行政不服審査法」という。）第三十条第一項に

規定する反論書 

二　読替え後の行政不服審査法第三十条第二項に規定する意見書 

三　読替え後の行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述、読替え後の

行政不服審査法第三十四条の陳述若しくは鑑定、読替え後の行政不服審査法第三十五
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条第一項の検証、読替え後の行政不服審査法第三十六条の規定による質問又は読替え

後の行政不服審査法第三十七条第一項若しくは第二項に規定する意見の聴取の記録 

四　行政不服審査法第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若し

くは証拠物又は書類その他の物件 

五　読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書

類その他の物件 

六　その他徳島県情報公開・個人情報保護審査会が必要と認める資料 

　（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第二十二条　条例第二十四条において準用する条例第十九条第四項の規定による通知は、

特定歴史公文書等の利用に係る裁決通知書（様式第十三号）により行うものとする。 

　　　　第二節　利用の促進 

　（簡便な方法による利用） 

第二十三条　知事は、特定歴史公文書等（条例第十三条の規定により利用させることがで

きるものに限る。）について、前節に定める方法のほか、別に定める簡便な方法（次項

に定めるものを除く。）により一般の利用に供することがある。 

２　知事は、特定歴史公文書等のデジタル画像等の情報をインターネットの利用により公

開すること等の方法により、積極的に一般の利用に供するものとする。 

　（展示会の開催等） 

第二十四条　知事は、年度ごとに計画を定めた上で、展示会の開催、特定歴史公文書等に

関する講座の実施その他の取組を行い、特定歴史公文書等の利用の促進に努めるものと

する。 

　（貸出し） 

第二十五条　知事は、他の機関から学術研究、社会教育等の公共的目的を有する行事等に

おいて利用するために特定歴史公文書等の貸出しの申込みがあった場合には、別に定め

るところにより、当該特定歴史公文書等を貸し出すことがある。 

　　　　第三節　移管元実施機関の利用 

第二十六条　特定歴史公文書等を移管した実施機関が条例第二十六条の規定の適用を受け

ようとする場合は、第十二条第二項の規定にかかわらず、利用請求者は、身分を証する

書面を提示し、及び移管元実施機関用特定歴史公文書等利用請求書（様式第十四号）を

提出しなければならない。 

　　　第四章　廃棄 

第二十七条　条例第二十七条の規定による廃棄は、劣化が極限まで進展して判読も修復も

不可能となり利用できなくなったことその他の事情により歴史的文化的価値を有する資

料でなくなったと認められる特定歴史公文書等について、行うことができる。 

　　　第五章　雑則 

　（保存及び利用の状況の公表） 

第二十八条　条例第二十八条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な

方法により行うものとする。 

　（委任） 

第二十九条　この規則に定めるもののほか、特定歴史公文書等の利用に関し必要な事項は、
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知事が別に定める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この規則は、令和六年四月一日から施行する。 

　（経過措置） 

２　条例附則第三項の規定により特定歴史公文書等とみなされる文書については、第九条

第四号及び第五号の規定は、適用しない。 

　（徳島県立文書館管理規則の一部改正） 

３　徳島県立文書館管理規則（令和二年徳島県規則第四十八号）の一部を次のように改正

する。 

　　　　〔次のよう〕略 

　　　附　則（令和六年規則第七〇号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

　　　　〔別表及び様式〕略 



- 83 -

 （４）　徳島県公文書管理規定 
 

令和五年十月十七日 

徳島県訓令第十一号 

庁中一般 

東部各局 

各センター等 

各総合県民局 

　徳島県公文書管理規程を次のように定める。 

　　　徳島県公文書管理規程 

　徳島県文書規程（平成十三年徳島県訓令第十三号）の全部を改正する。 

目次 

　第一章　総則（第一条―第六条） 

　第二章　課等における公文書の管理 

　　第一節　公文書の収受等（第七条―第十条） 

　　第二節　文書の作成等（第十一条―第二十一条） 

　　第三節　公文書の施行（第二十二条―第二十六条） 

　　第四節　公文書の整理、保存及び移管又は廃棄（第二十七条―第三十六条） 

　　第五節　管理状況の報告等（第三十七条―第三十九条） 

　第三章　本部等における公文書の管理 

　　第一節　公文書の収受等（第四十条―第四十二条） 

　　第二節　文書の作成等（第四十三条・第四十四条） 

　　第三節　公文書の施行（第四十五条） 

　　第四節　公文書の整理、保存及び移管又は廃棄（第四十六条） 

　　第五節　管理状況の報告等（第四十七条） 

　第四章　雑則（第四十八条―第五十条） 

　附則 

　　　第一章　総則 

　（趣旨） 

第一条　この規程は、徳島県公文書等の管理に関する条例（令和五年徳島県条例第十七号。

次条、第五条、第十一条、第三十条第一項及び第三十四条第三項において「条例」とい

う。）第十一条第一項の規定に基づき、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものと

する。 

　　　（令六訓令五・一部改正） 

　（定義） 

第二条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一　課　徳島県行政組織規則（昭和四十二年徳島県規則第十五号）第五条第二項及び第

六条第二項に規定する課、知事直轄組織知事戦略局並びに徳島県立農林水産総合技術

支援センター（当該センターの所長が同規則第十七条第一項に規定する課長と同等の
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権限を行使する場合に限る。以下同じ。）をいう。 

二　課等　課及び徳島県行政組織規則第七条に規定する課内室をいう。 

三　本部　徳島県行政組織規則第九条に規定する本部をいう。 

四　東部各局　徳島県行政組織規則第四条第二号に規定する東部各局をいう。 

五　センター等　徳島県行政組織規則第四条第三号に規定するセンター等（第一号に該

当するものを除く。）をいう。 

六　総合県民局　徳島県行政組織規則第四条第四号に規定する総合県民局をいう。 

七　本部等　本部、東部各局、センター等及び総合県民局をいう。 

八　公文書　条例第二条第二項に規定する公文書のうち、知事の事務部局の職員が職務

上作成し、又は取得したものをいう。 

九　電子文書　公文書のうち電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であるもの

をいう。 

十　紙文書　公文書のうち電子文書以外のものをいう。 

十一　電子決裁・文書管理システム　電子計算機を利用して公文書の立案、決裁、保存、

廃棄その他公文書の管理に関する事務の処理を行うシステムをいう。 

十二　電子決裁　電子決裁・文書管理システムの機能を利用して電子的方法により行わ

れる電子文書の決裁をいう。 

２　前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、条例において使用する

用語の例による。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（公文書の管理体制） 

第三条　企画総務部法制監察課長（以下「法制監察課長」という。）は、公文書の管理に

関する事務を総括する。 

２　所属（課等及び本部等をいう。以下同じ。）の長（知事直轄組織知事戦略局にあって

は、秘書室長）（以下「所属長」という。）は、当該所属における公文書の管理に関す

る事務を総括する。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（公文書取扱責任者及び公文書整理担当者） 

第四条　所属に、公文書取扱責任者（以下「責任者」という。）及び公文書整理担当者（以

下「担当者」という。）を置く。 

２　課等の責任者は課の副課長（知事直轄組織知事戦略局にあっては、副室長）をもって

充て、課等の担当者は当該課等の長（知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長。

以下同じ。）の指定する者とする。 

３　本部等の責任者及び担当者は、それぞれ当該本部等の長が指名する者とする。 

４　責任者は、所属長の命を受けて、所属における次に掲げる事務を処理する。 

一　公文書の審査に関すること。 

二　公文書の処理の促進及び改善に関すること。 

三　公文書の整理、保存及び移管又は廃棄に関すること。 

四　公文書ファイル管理簿の作成に関すること。 
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五　前各号に掲げるもののほか、公文書の管理に関すること。 

５　担当者は、責任者の指示を受けて、前項各号に掲げる事務を補助する。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（職員の責務） 

第五条　職員は、条例の趣旨にのっとり、所属長の指示に従い、公文書に係る事務を迅速

かつ適正に処理するとともに、公文書を適正に管理しなければならない。 

　（公文書の記号、番号等） 

第六条　条例、規則、告示、訓令、達及び指令には、それぞれ、「徳島県条例」、「徳島県

規則」、「徳島県告示」、「徳島県訓令」、「徳島県達」及び「徳島県指令」と付するもの

とする。 

２　次の各号に掲げる公文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより、記号を付す

るものとする。 

一　達及び指令　それぞれ「徳島県達」及び「徳島県指令」の次に、課等（徳島県立農

林水産総合技術支援センターを除く。以下この条において同じ。）における達及び指

令については次号に規定する記号を、本部、東部各局、センター等（徳島県立農林水

産総合技術支援センターを含む。以下この条において同じ。）又は総合県民局におけ

る達及び指令については第三号に規定する記号を付すること。 

二　課等において課等の名又は課等の長の名以上で発する公文書（前項に規定する公文

書を除く。）　別に例式があるものを除き、課等の名の頭字を付すること。ただし、

課等の名の頭字の同じ課等が二以上あるときは課等の名の頭二字を、課等の名の頭二

字の同じ課等が二以上あるときは課等の名の頭字と課等の名のうち法制監察課長が指

定する他の一字を合わせたものを付すること。 

三　本部、東部各局、センター等又は総合県民局において本部名若しくは本部長名、東

部各局の名若しくは東部各局の長の名、センター等の名若しくはセンター等の長の名

又は総合県民局名若しくは総合県民局長名以上で発する公文書（第一号に掲げる公文

書を除く。）　別に例式があるものを除き、別表第一に定める記号を付すること。 

３　前項第二号又は第三号に掲げる公文書のうち、秘密に属する公文書には、同項第二号

又は第三号の規定により付された記号の次に「秘」と付するものとする。 

４　次の各号に掲げる公文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより、番号を付す

るものとする。 

一　条例、規則、告示及び訓令　その種類ごとに暦年による一連番号を付すること。 

二　第二項各号に掲げる公文書　課等、本部、東部各局、センター等又は総合県民局の

長（知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長。以下同じ。）が別に定めるもの

を除き、電子決裁・文書管理システムにより、課等、本部、東部各局、センター等又

は総合県民局ごとに年度による一連番号を付すること。 

５　前項第二号に掲げる公文書について、電子決裁・文書管理システムにより番号を付す

ることが困難である場合は、当該公文書については、同項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる公文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、番号を付す

るものとする。ただし、課等、本部、東部各局、センター等又は総合県民局の長が別に

定めるものについては、この限りでない。 
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一　達　達番号簿（様式第一号）により、課等、本部、東部各局、センター等又は総合

県民局ごとに年度による一連番号を付すること。 

二　達以外の公文書　文書発送番号簿（様式第二号）により、課等、本部、東部各局、

センター等又は総合県民局ごとに年度による一連番号を付すること。 

６　第二項及び前二項の規定にかかわらず、記号若しくは番号を付することが適当でない

と認められる公文書又は軽易な公文書には、これを省略することができる。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　　　第二章　課等における公文書の管理 

　　　　第一節　公文書の収受等 

　（紙文書の受領及び配布等の手続） 

第七条　万代庁舎（徳島県庁舎等管理規則（昭和四十五年徳島県規則第二十二号）第二条

第一号に規定する万代庁舎をいう。）に到着した紙文書（課等に直接到着したものを除

く。）は、企画総務部法制監察課（以下「法制監察課」という。）において受領し、次

に定めるところにより、処理しなければならない。 

一　開封しないで、主務課等（主務課その他当該公文書を処理することが適当であると

認められる課等をいう。以下同じ。）に配布すること。ただし、開封しなければ主務

課等の明らかでないものは、開封すること。 

二　開封した紙文書のうち、法制監察課長が別に定めるものは、その余白に県収受印（様

式第三号）を押印し、主務課等に配布すること。 

三　配達証明郵便、特別送達郵便その他の書留郵便及び電報は、特殊文書配布簿（様式

第四号）に記録すること。 

四　収受の日時が権利の得喪、変更等に関係があると認められる紙文書は、受領時刻を

記入すること。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（郵便料金の未納又は不足の紙文書） 

第八条　郵便料金の未納又は不足の紙文書が到着した場合は、発信者が官公署であるとき

その他受領することが適当であると認められるときに限り、その未納又は不足の料金を

納付して受領するものとする。 

　（配布紙文書等の収受等） 

第九条　第七条第一号又は第二号の規定により配布された紙文書及び課等に直接到着した

紙文書のうち、当該課等の分掌に属さないものは、直ちに主務課等に回付し、又は法制

監察課に返付しなければならない。 

２　第七条第一号又は第二号の規定により配布された紙文書及び課等に直接到着した紙文

書（前項の規定により回付し、又は返付したものを除く。）並びに前項の規定により回

付された紙文書は、同号の規定により県収受印が押印されたもの及び軽易なものを除き、

主務課等の収受印を押印しなければならない。 

３　前項の紙文書は、定例的又は軽易なものを除き、直ちに課等の長その他上位の職にあ

る者の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（電子文書の収受等） 
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第十条　電子文書は、電子メール（県庁総合サービスネットワーク上のグループウェアの

メール機能をいう。以下同じ。）による送信その他の電気通信回線を用いる方法により

送付される電磁的記録を受信し、又は記録媒体を受け取ることにより、課等において受

領する。 

２　前項の規定により受領した電子文書のうち、当該課等の分掌に属さないものは、直ち

に主務課等に転送し、又は記録媒体を回付しなければならない。 

３　第一項の規定により受領した電子文書（前項の規定により転送し、又は記録媒体を回

付したものを除く。）及び前項の規定により転送され、又は記録媒体を回付された電子

文書は、軽易なものを除き、そのファイル名に収受した日を追記し、又は記録媒体に収

受した日を物理的方法により記入しなければならない。 

４　前条第三項の規定は、前項の電子文書について準用する。 

　　　　第二節　文書の作成等 

　（文書主義の原則） 

第十一条　職員は、課等の長の指示に従い、条例第四条の規定に基づき、条例第一条の目

的の達成に資するため、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を

合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである

場合を除き、文書を作成しなければならない。 

　（公文書の立案） 

第十二条　公文書の立案は、電子決裁・文書管理システムに公文書の件名、立案日、分類

記号、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置、立案者名、

文案、事案の処理に必要な書類等（以下「文書件名等」という。）を登録する方法によ

り行わなければならない。ただし、事案の処理に必要な書類については、当該書類が大

量である等の理由により電子決裁・文書管理システムに登録することが困難であると主

務課等の長（知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長。以下同じ。）が認める場

合は、登録することを要しない。この場合においては、当該登録することが困難である

と認められる書類（第十七条第四項において「登録が困難な書類」という。）は、同項

の規定により回議しなければならない。 

２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、電子決裁・文書管理システ

ムに文書件名等（文案及び事案の処理に必要な書類を除く。）を登録する方法により作

成した立案用紙（様式第五号）によってすることができる。 

一　秘密に属する事案である等の理由により電子決裁・文書管理システムに文案を登録

することが適当でないと主務課等の長が認める事案 

二　電子決裁・文書管理システム以外の専用システム（電子計算機を利用して特定の事

案の処理を行うシステムをいう。以下「専用システム」という。）を利用して文案を

作成するため、電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが事務の効率性を

著しく損なうおそれがあると主務課等の長が認める事案 

三　前二号に掲げるもののほか、前項に規定する方法により立案することが困難である

ものとして、法制監察課長が別に定める事案 

３　前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、それぞれ当該各号に定め

る方法により行うことができる。 
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一　規則その他の規程（この規程を除く。）で立案の様式を定めている事案　当該様式

を用いる方法 

二　専用システムに立案の様式が登録されている事案　当該様式を用いる方法 

三　前二号に掲げるもののほか、軽易な事案その他の法制監察課長が別に定める事案　

法制監察課長が別に定める方法 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（条例等に係る予備審査） 

第十三条　条例、規則又は訓令の立案に当たっては、法制監察課長又はその指定する者の

予備審査を受け、これに基づいて立案しなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（公文書の発信者名） 

第十四条　庁外に発する公文書の発信者名は、知事名を用いるものとする。ただし、事案

の性質又は内容により、部長名、課長名等を用いることができる。 

　（例文登録） 

第十五条　主務課等の長は、県名、知事名又は副知事名で発する公文書のうち、常例の文

案（以下「例文」という。）については、法制監察課長の審査を受け、例文登録台帳に、

その登録を受けることができる。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（立案上の留意点） 

第十六条　公文書の立案は、次に掲げる要領によるものとする。 

一　立案は、明確かつ平易に表現すること。 

二　公文書の書き方は、左横書きとすること。ただし、条例、規則、告示、訓令その他

縦書きを通例とするものを除く。 

三　用字及び用語は、常用漢字表（平成二十二年内閣告示第二号）、現代仮名遣い（昭

和六十一年内閣告示第一号）及び送り仮名の付け方（昭和四十八年内閣告示第二号）

によること。 

四　例文のあるものは、これによること。 

五　重要なもの又は異例なものについて立案の趣旨を説明する必要があると認められる

場合は、処理案の前にその趣旨を簡明に登録し、又は記述するとともに、関係法規そ

の他参考となる事項を登録し、又は付記し、関係書類があるときは、これを添付する

こと。 

六　第十二条第一項又は第二項の規定による立案の場合において、当該立案の内容に個

人に関する情報が含まれているときその他の当該立案に係る電子文書及び同条第一項

又は第二項の規定により登録された文書件名等の閲覧の制限を行う必要があるとき

は、電子決裁・文書管理システムの所定の欄にその旨を登録すること。 

七　第十二条第一項の規定による立案の場合において、同一事案で立案を重ねるものは、

適宜、当該事案についてそれまでに行われた立案に係る書類を電子決裁・文書管理シ

ステムにおいて閲覧することができるようにし、又は次条第四項の規定の例により回

議すること。 

八　第十二条第二項又は第三項の規定による立案の場合において、同一事案で立案を重
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ねるものは、適宜、当該事案についてそれまでに行われた立案に係る書類を添付する

こと。 

九　第十二条第一項後段の規定により回議する書類及び同条第二項又は第三項の規定に

よる立案の場合における書類の整備は、次によること。 

イ　左方及び下方をそろえること。 

ロ　添付書類等で特に小さいものは、立案用紙大の用紙の中央部に貼ること。 

十　第十二条第一項後段の規定による回議及び同条第二項又は第三項の規定による立案

の場合において、金額その他重要部分の字句を訂正したときは、その箇所に立案者の

印を押すこと。 

　（回議） 

第十七条　立案文書は、原則として、下位の職にある者から上位の職にある者に順次回議

しなければならない。ただし、担当リーダー以外の担当に属する職員の回議の順序につ

いては、この限りでない。 

２　前項の場合において、他の所属又は実施機関に回議しなければならないものについて

は、主務課等における回議を経た後、他の所属又は実施機関に回議しなければならない。 

３　前二項の規定により立案文書を回議するときは、電子決裁・文書管理システムを利用

して行わなければならない。ただし、第十二条第二項又は第三項に規定する方法により

立案する場合は、この限りでない。 

４　前項本文の場合において、登録が困難な書類があるときは、同項本文の規定にかかわ

らず、法制監察課長が別に定める方法により、当該登録が困難な書類を回議しなければ

ならない。 

５　至急処理を要する立案文書を回議するときは、第十二条第一項の規定による立案に係

る立案文書にあっては電子決裁・文書管理システムの所定の欄にその旨を登録し、同条

第二項又は第三項の規定による立案に係る立案文書にあっては当該立案文書の左上欄に

その旨を記入した付箋を貼り付けなければならない。 

６　第十二条第二項又は第三項の規定による立案に係る立案文書のうち、即時処理を要す

る立案文書、説明を要する立案文書又は特に重要な立案文書は、立案者又は課等の長の

指定する者が自ら持ち回って、回議しなければならない。 

７　第十二条第二項又は第三項の規定による立案に係る立案文書のうち秘密に属する立案

文書は、袋に入れて回議し、その取扱いに特に注意しなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（回議文書の処理） 

第十八条　回議を受けた立案文書は、遅滞なく処理しなければならない。 

２　前項の立案文書について異議がある場合は、立案者と協議しなければならない。ただ

し、立案者が不在の場合又は異議に係る事項が軽微である場合は、第十二条第一項の規

定による立案に係る立案文書にあっては電子決裁・文書管理システムの所定の欄に意見

を登録し、同条第二項又は第三項の規定による立案に係る立案文書にあっては付箋に意

見を記述して、当該立案文書の欄外に貼り付けることができる。 

　（重大な修正があった場合等の通知） 

第十九条　回議の結果、立案文書の内容について重大な修正が行われた場合又は廃案とな
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った場合は、回議した者にその旨を通知しなければならない。 

　（条例等の回議） 

第二十条　条例、規則又は訓令の制定又は改廃に係る立案文書については、第十七条第一

項及び第二項の規定による回議を経た後、法制監察課長及び企画総務部長（訓令の軽易

な改正にあっては、法制監察課長）へ回議し、その審査を受けなければならない。 

２　告示に係る立案文書（登録例文に係るものを除く。）については、第十七条第一項及

び第二項の規定による回議を経た後、法制監察課長（特に重要な告示にあっては、法制

監察課長及び企画総務部長）へ回議し、その審査を受けなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（決裁日の登録等） 

第二十一条　決裁された立案文書には、立案者において、決裁日を登録し、又は記入しな

ければならない。 

　　　　第三節　公文書の施行 

　（審査） 

第二十二条　県名、知事名又は副知事名で発する施行文書については、次に掲げるものを

除き、法制監察課の審査担当者の審査を受けなければならない。 

一　第二十条の規定による審査を受けたもの 

二　登録例文（告示を除く。） 

三　その他法制監察課長が別に定めるもの 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（番号及び日付の登録等） 

第二十三条　施行文書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課等におい

て、第六条第四項及び第五項に定めるところにより番号を登録し、又は記入するととも

に、日付を登録し、又は記入するものとする。 

一　条例、規則、告示及び訓令　法制監察課 

二　その他課等の名又は課等の長の名以上で発する公文書　主務課等 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（公文書の浄書及び照合） 

第二十四条　施行文書の浄書及び照合は、立案者において行うものとする。 

　（公印の押印等） 

第二十五条　浄書した紙文書には、徳島県公印規程（昭和二十九年徳島県訓令第百二十七

号）の定めるところにより、公印（契印を除く。以下この条において同じ。）を押印し

なければならない。ただし、次に掲げる紙文書については、この限りでない。 

一　書簡、祝辞、弔辞その他公印を押印しないことを通例とする紙文書 

二　前号に掲げるもののほか、その性質又は内容により公印を押印することを要しない

ものとして法制監察課長が別に定める紙文書 

２　浄書した紙文書で公印を押印したものは、原議書と契印で割印しなければならない。

ただし、第十二条第一項の規定による立案に係る浄書した紙文書については、この限り

でない。 

３　第一項ただし書の規定により公印の押印を省略する紙文書には、発信者名の下に「（公
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印省略）」の表示をするものとする。ただし、次に掲げる紙文書については、この限り

でない。 

一　第一項第一号に掲げる紙文書 

二　県の機関に対する紙文書 

４　浄書した電子文書のうち電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年

法律第百二号）第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。）を行うことが必

要とされるものには、法制監察課長が別に定めるところにより、電子署名を行わなけれ

ばならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（公文書の発送） 

第二十六条　公文書の発送は、主務課等において行うものとする。ただし、紙文書で宛先

ごとに取りまとめて発送することが適当であるものについては、法制監察課において行

うことができる。 

２　公文書を発送する者は、次の各号に掲げる立案の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める処理を行わなければならない。 

一　第十二条第一項の規定による立案　電子決裁・文書管理システムに発送日を登録す

ること。 

二　第十二条第二項の規定による立案　発送日を電子決裁・文書管理システムに登録

し、かつ、立案文書に記入すること。 

三　第十二条第三項の規定による立案　立案文書に発送日を登録し、又は記入すること。 

３　公印を押印しない公文書（次項に規定する電子文書を除く。）の発送については、次

に掲げるいずれかの方法によることができる。 

一　電子決裁・文書管理システムによる送信 

二　電子メールによる送信 

三　徳島県オンラインストレージサービス（企画総務部情報政策課行政 DX 推進室長が

運用する電磁的記録の送受信のためのシステムをいう。）による送信 

四　前三号に掲げる方法のほか、県庁総合サービスネットワークの回線を利用する方法

による送信 

五　ファクシミリによる送信 

４　前条第四項の規定により電子署名を行った電子文書の発送については、電子メールに

よる送信その他の電気通信回線を用いる方法により行うものとする。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　　　　第四節　公文書の整理、保存及び移管又は廃棄 

　（公文書ファイル管理情報の登録等） 

第二十七条　主務課等の長は、全ての公文書をいずれかの公文書ファイルにまとめ、管理

することができるよう、毎年度当初までに電子決裁・文書管理システムに公文書ファイ

ルの分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置、

保存場所その他の公文書ファイルの管理に必要な情報（以下「公文書ファイル管理情報」

という。）の登録を行わなければならない。 

２　主務課等の長は、前項の規定により登録した公文書ファイル管理情報を変更する必要
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が生じたときは、電子決裁・文書管理システムにより修正するものとする。 

　（保存のための整理） 

第二十八条　電子文書は、主務課等において、電子決裁・文書管理システムに保存するた

め、公文書ファイル管理情報の分類及び保存期間が満了したときの文書館への移管又は

廃棄の措置の別並びに年度ごとに公文書ファイルに整理するものとする。 

２　紙文書は、主務課等において保存のため整理し、公文書ファイル管理情報の分類及び

保存期間が満了したときの文書館への移管又は廃棄の措置の別並びに年度（年度により

難いものについては、暦年）ごとに公文書ファイルにまとめ、その背表紙に文書保存用

紙（様式第六号）に所要事項を記入して貼り付けるものとする。 

　（保存期間等） 

第二十九条　公文書の保存期間は、三十年、十年、五年、三年、一年及び一年未満の期間

とし、その基準は、別表第二に定めるところによる。 

２　前項の規定にかかわらず、常時使用する公文書については、保存期間を常用と設定し、

必要な期間保存することができる。 

３　前二項の規定は、法令に別段の定めのあるものについては、適用しない。 

４　第一項の保存期間の起算日は、保存期間が一年以上の公文書にあっては当該公文書が

作成され、又は取得された日の属する年度の翌年度の四月一日とし、保存期間が一年未

満の公文書にあっては当該公文書が作成され、又は取得された日とする。 

５　公文書ファイルの保存期間は、当該公文書ファイルにまとめられた公文書の保存期間

とする。 

６　前項の保存期間の起算日は、保存期間が一年以上の公文書ファイルにあっては公文書

を公文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日（以下「ファイル作成日」という。）

の属する年度の翌年度の四月一日とし、保存期間が一年未満の公文書ファイルにあって

はファイル作成日とする。 

　（公文書ファイル管理簿の作成及び公表） 

第三十条　条例第七条第一項ただし書の公文書管理規程で定める期間は、一年とする。 

２　主務課等の長は、公文書ファイル（保存期間が一年未満のものを除く。）について、

次の各号に掲げる事項を記載した公文書ファイル管理簿（様式第七号）を作成しなけれ

ばならない。 

一　分類 

二　名称 

三　保存期間 

四　保存期間の満了する日 

五　保存期間が満了したときの措置 

六　保存場所 

七　ファイル作成日の属する年度 

八　記録媒体の種別 

九　主務課等 

３　主務課等の長は、前項の規定により公文書ファイル管理簿を作成したときは、速やか

に法制監察課長に送付しなければならない。 



- 93 -

４　法制監察課長は、前項の規定により送付された公文書ファイル管理簿を、県庁ふれあ

いセンターに備え置いて一般の閲覧に供するとともに、インターネットを利用する方法

により公表しなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（公文書ファイルの管理権限の引継ぎ） 

第三十一条　法制監察課長は、主務課等において作成した公文書ファイル（保存期間が一

年未満又は常用のものを除く。）について、当該公文書ファイルの保存期間の起算日が

属する年度中に、当該公文書ファイルを管理する権限を主務課等の長から引き継ぐもの

とする。 

２　前項の規定による管理権限の引継ぎは、電子決裁・文書管理システムにより行うもの

とする。ただし、紙文書をまとめた公文書ファイルその他の電子決裁・文書管理システ

ムにより管理権限の引継ぎを行うことができない公文書ファイルについては、法制監察

課長が別に定める方法によるものとする。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（保存公文書ファイルの保存） 

第三十二条　法制監察課長は、前条第一項の規定により引継ぎを受けた公文書ファイル（以

下「保存公文書ファイル」という。）を公文書ファイル管理簿に定める保存場所におい

て保存するものとする。 

２　主務課等の長は、当該主務課等において保存することとされた保存公文書ファイルに

ついて、法制監察課長の指示に従い、これを適切に保存しなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（公文書ファイルの保存期間の延長） 

第三十三条　主務課等の長は、次に掲げる保存公文書ファイルについて、その必要な限度

において一定の期間を定めて、保存期間を延長するよう法制監察課長に申し出ることが

できる。 

一　現に監査、検査等の対象となっているもの 

二　現に係属している不服申立て又は訴訟における手続上の行為をするために必要とさ

れるもの 

三　徳島県情報公開条例（平成十三年徳島県条例第一号）第六条第一項に規定する公開

請求があったもの 

四　前三号に掲げるもののほか、事務処理上その保存期間を延長する必要があると主務

課等の長が認めるもの 

２　前項の規定による申出を受けた法制監察課長は、当該申出が適当であると認めたとき

は、電子決裁・文書管理システムにより当該保存公文書ファイルの公文書ファイル管理

情報を変更してその保存期間を延長するとともに、公文書ファイル管理簿の当該保存公

文書ファイルに係る保存期間及び保存期間の満了する日を修正するものとする。 

３　主務課等の長は、当該主務課等において保存する保存公文書ファイルについて前項の

規定により保存期間が延長されたときは、法制監察課長の指示に従い、当該保存公文書

ファイルの背表紙に文書保存用紙を再度作成して貼り付けなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 
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　（保存公文書ファイルの移管） 

第三十四条　法制監察課長は、保存期間が満了したときの措置として文書館に移管するこ

とと定められている保存公文書ファイルの保存期間が満了したときは、あらかじめ、徳

島県立文書館長（以下「文書館長」という。）に対し、当該保存公文書ファイルについ

て記載された公文書ファイル管理簿を送付し、文書館に移管する旨を通知した上で移管

しなければならない。 

２　主務課等の長は、当該主務課等において保存する保存公文書ファイルが前項の規定に

より文書館に移管されるときは、法制監察課長の指示に従い、速やかに、当該保存公文

書ファイルを文書館長に引き渡さなければならない。 

３　主務課等の長は、第一項の規定により文書館に移管される保存公文書ファイルについ

て、条例第十三条第一項第一号に掲げる場合に該当するものとして文書館において利用

の制限を行うこと（以下「利用制限の実施」という。）が適当であると認める場合には、

法制監察課長を経由して、徳島県公文書等の管理に関する条例施行規則（令和五年徳島

県規則第四十二号。第三十六条第三項において「規則」という。）第五条の特定歴史公

文書等の利用制限に係る意見書（以下「意見書」という。）を文書館長に提出しなけれ

ばならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（廃棄予定の保存公文書ファイルの移管） 

第三十五条　法制監察課長は、保存期間が満了したときの措置として廃棄することと定め

られている保存公文書ファイルの保存期間が満了した場合において、当該保存公文書フ

ァイルを廃棄しようとするときは、廃棄しようとする日の九十日以上前までに文書館長

に協議しなければならない。 

２　法制監察課長は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、廃棄しよ

うとする保存公文書ファイルについて記載された公文書ファイル管理簿を文書館長に送

付しなければならない。 

３　法制監察課長は、第一項の規定により協議した保存公文書ファイルについて、文書館

長から移管するよう求めがあったときは、主務課等の長にその旨を通知し、電子決裁・

文書管理システムにより当該保存公文書ファイルの公文書ファイル管理情報における保

存期間が満了したときの措置の定めを変更するとともに、当該保存公文書ファイルを文

書館に移管しなければならない。 

４　主務課等の長は、当該主務課等において保存する保存公文書ファイルが前項の規定に

より文書館に移管されるときは、法制監察課長の指示に従い、当該保存公文書ファイル

の背表紙に文書保存用紙を再度作成して貼り付け、速やかに、これを文書館長に引き渡

さなければならない。 

５　主務課等の長は、第三項の規定により文書館に移管される保存公文書ファイルについ

て、利用制限の実施が適当であると認める場合には、法制監察課長を経由して、意見書

を文書館長に提出しなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（保存公文書ファイルの廃棄） 

第三十六条　法制監察課長は、前条第一項の規定により協議した保存公文書ファイルにつ
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いて、文書館長から廃棄することが適当である旨の通知があったときは、当該保存公文

書ファイルを廃棄し、又は当該保存公文書ファイルを保存する主務課等の長に対し、当

該保存公文書ファイルの廃棄を指示しなければならない。 

２　主務課等の長は、前項の規定により法制監察課長から保存公文書ファイルの廃棄を指

示されたときは、速やかに、当該保存公文書ファイルを廃棄しなければならない。 

３　規則第四条第一項の公文書管理規程で定める期間は、一年とする。 

４　主務課等の長は、保存期間が一年未満の公文書ファイルについて、その保存期間が満

了したときは、法制監察課長と協議の上これを廃棄するものとする。 

５　法制監察課長又は主務課等の長は、第一項、第二項又は前項の規定により廃棄を行う

に当たっては、当該廃棄を行う公文書ファイルが不正に使用されることがないよう十分

に留意してこれを行うとともに、個人情報その他の非公開情報の漏えいの防止のために

必要な措置を講じなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　　　　第五節　管理状況の報告等 

　（管理状況の報告） 

第三十七条　主務課等の長は、毎年度、法制監察課長が別に定めるところにより、公文書

ファイル管理簿の記載状況その他の公文書の管理の状況について法制監察課長に報告し

なければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（公文書の庁外持出しの制限） 

第三十八条　公文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、公務のために必要がある

場合において法制監察課長又は主務課等の長の承認を得たとき、又は火災その他非常災

害に際し、その保全のために庁外に持ち出す場合は、この限りでない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（紛失等への対応） 

第三十九条　公文書ファイルについて紛失又は保存期間の満了前の不適切な廃棄（以下「紛

失等」という。）が発生した場合には、その事実を知った職員は、直ちに責任者に報告

しなければならない。 

２　責任者は、公文書ファイルについて紛失等が発生した場合には、速やかに公文書ファ

イルの紛失等による被害の拡大の防止等のために必要な措置を講ずるとともに、主務課

等の長及び法制監察課長に報告しなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　　　第三章　本部等における公文書の管理 

　　　　第一節　公文書の収受等 

　（紙文書の収受等） 

第四十条　本部等に到着し、受領した紙文書（次条の規定により配布されたものを含む。）

は、当該本部等の分掌に属するものであることを確認の上、次に定めるところにより、

処理しなければならない。 

一　開封し、軽易なものを除き、その余白に本部収受印、東部各局収受印、センター等

収受印又は総合県民局収受印を押印すること。 
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二　配達証明郵便、特別送達郵便その他の書留郵便及び電報は、特殊文書受付簿（様式

第八号）に記録すること。 

三　収受の日時が権利の得喪、変更等に関係があると認められる紙文書は、受領時刻を

記入すること。 

２　前項の紙文書は、定例的又は軽易なものを除き、直ちに本部等の長その他上位の職に

ある者の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。 

　　　（令六訓令五・一部改正） 

　（合同庁舎等における取扱い） 

第四十一条　本部等が併置されている庁舎にあっては、当該庁舎に到着した紙文書（本部

等に直接到着したものを除く。）は、当該庁舎を管理する本部等において受領し、直ち

にその宛先の本部等に配布するものとする。 

　（準用） 

第四十二条　第八条及び第十条の規定は、本部等について準用する。この場合において、

同条第一項中「課等」とあるのは「本部等」と、同条第二項中「当該課等」とあるのは

「当該本部等」と、「主務課等」とあるのは「分掌する所属」と読み替えるものとする。 

　　　　第二節　文書の作成等 

　（公文書の発信者名） 

第四十三条　庁外に発する公文書の発信者名は、原則として、知事名又は本部等の長の名

を用いるものとする。 

　（準用） 

第四十四条　前章第二節（第十四条及び第十五条を除く。）の規定は、本部等について準

用する。この場合において、第十一条中「課等」とあり、並びに第十二条第一項及び第

二項並びに第十七条第二項中「主務課等」とあるのは「本部等」と、同条第六項中「課

等の長」とあるのは「上司」と読み替えるものとする。 

　　　　第三節　公文書の施行 

第四十五条　前章第三節（第二十二条及び第二十六条第一項ただし書を除く。）の規定は、

本部等について準用する。この場合において、第二十三条各号列記以外の部分中「課等」

とあるのは「所属」と、同条第二号中「課等の」とあるのは「本部等の」と、同号及び

第二十六条第一項中「主務課等」とあるのは「本部等」と読み替えるものとする。 

　　　（令七訓令六・一部改正） 

　　　　第四節　公文書の整理、保存及び移管又は廃棄 

第四十六条　前章第四節の規定は、本部等について準用する。この場合において、同節の

規定中「主務課等」とあるのは、「本部等」と読み替えるものとする。 

　　　　第五節　管理状況の報告等 

第四十七条　前章第五節の規定は、本部等について準用する。この場合において、同節の

規定中「主務課等」とあるのは、「本部等」と読み替えるものとする。 

　　　第四章　雑則 

　（点検及び監査） 

第四十八条　所属長は、公文書の管理状況について、少なくとも毎年度一回、点検を行い、

その結果を法制監察課長に報告しなければならない。 
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２　法制監察課長は、公文書の管理状況について、少なくとも毎年度一回、監査を行うも

のとする。 

３　法制監察課長は、前二項の規定による点検又は監査の結果を踏まえ、公文書の管理に

ついて必要な措置を講ずるものとする。 

（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（研修） 

第四十九条　法制監察課長は、職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的に行うために

必要な知識及び技術を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。 

２　所属長は、前項の研修に職員を積極的に参加させなければならない。 

　　　（令六訓令五・令七訓令六・一部改正） 

　（補則） 

第五十条　この規程に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、企画総務部

長が定める。 

　　　（令六訓令五・一部改正） 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この訓令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和五年十月

十七日から施行する。 

　（準備行為） 

２　公文書ファイル管理情報の登録その他この訓令を施行するために必要な準備行為は、

この訓令の施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

　（経過措置） 

３　改正後の徳島県公文書管理規程（以下「新規程」という。）の規定中公文書の収受等

に係る部分は、施行日以後に受領する公文書について適用し、施行日前に受領した公文

書については、なお従前の例による。 

４　新規程の規定中公文書の整理、保存及び移管又は廃棄に係る部分は、施行日以後に作

成し、又は取得する公文書について適用し、施行日前に作成し、又は取得した公文書に

ついては、なお従前の例による。 

５　新規程の様式に相当する改正前の徳島県文書規程に定める様式による用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができるものとする。 

６　改正前の徳島県文書規程第四条第四項第一号及び第二号に掲げる文書については、令

和六年一月一日から同年三月三十一日までの間に暦年による一連番号が付された文書に

限り、新規程の相当規定により暦年による一連番号を付されたものとみなす。 

　　　（令六訓令五・追加） 

　（徳島県公印規程の一部改正） 

７　徳島県公印規程の一部を次のように改正する。 

　　　〔次のよう〕略 

　　　（令六訓令五・旧第六項繰下） 

　　　附　則（令和六年訓令第五号）抄 

１　この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 
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　　　附　則（令和七年訓令第六号） 

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 

　　　〔別表及び様式〕略 
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 （５）　徳島県立文書館特定歴史公文書等に関する評価選別方針 
 

徳島県立文書館特定歴史公文書等に関する評価選別方針 

 

１　基本方針 

　「公文書等の管理に関する条例」第２条第４項に規定する、文書館において保存・利

用される「特定歴史公文書等」については、公文書を作成・整理を行う実施機関におい

て、あらかじめ評価選別され、文書館がその評価選別された公文書について確認を行う。 

　「特定歴史公文書等」の評価選別に当たっては、徳島県及び徳島県政の歴史を後代に

伝えるものであり、県民共有の財産であるという認識のもと、公正で客観的な基準に従

い行う。 

 

２　評価選別の基本的な考え方 

　　評価選別に際しては、次の基本的な考え方に留意して行う。 

　　　①体系的に収集することにより全県的な状況を把握し得るもの 

　　　②一群として保存されているもの 

　　　③長期にわたり継続的に保存することによって歴史の流れがわかるもの 

　　　④文書の残存が少ない時代のもの 

　また、重要なものであって原本の収集ができないものについては、複製等により収集

する。 

　 

３　評価選別に関する助言 

　徳島県立文書館から各実施機関に対して、保存期間満了以前の公文書について、徳島

県及び徳島県政の歴史から外すことができない施策や事件などを特定歴史公文書等とす

るよう助言することができる。 

 

４　評価選別基準 

　個別の公文書について特定歴史公文書等に該当するものは、次に掲げるものとする。 

　また、その詳細は別表のとおりとする。 

 

　【評価選別基準】 

　　(１）条例、規則等例規に関するもの 

　　(２）県政の重要施策に関するもの 

　　(３）県政史上、重要な行事に関するもの 

　　(４）災害等の重要事件に関するもの 

　　(５）行政区画の変更又は廃置分合等に関するもの 

　　(６）財産の取得、管理及び処分に関するもの 

　　(７）請願、陳情、要望等に関するもの 

　　(８）争訟に関するもの 

　　(９) 組織の改編及び人事に関するもの 
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　　(10）叙位、叙勲、表彰等に関するもの 

　　(11）予算、決算、監査及び各種検査に関するもの 

　　(12）許可、認可及び承認等に関するもの 

　　(13）調査及び統計の総括結果に関するもの 

　　(14）議会、各種委員会、各種審議会等の会議に関するもの 

　　(15）行政刊行物に関するもの 

　　(16）県内の史跡、文化財等に関するもの 

　　(17）試験、研究に関するもの 

　　(18）選挙に関するもの 

　　(19）文書の残存が少ない時代のもの（昭和30年以前の文書すべて） 

 

 

（別表）評価選別基準の詳細

項　　目 説　　明

１　条例、規則等例規 ・条例、規則、訓令、通達等の制定、改廃及びその経緯に関する

に関するもの 重要な文書（県民生活に大きな影響を与えた要綱、要領等の制

定、改廃に関するものを含む。）

２　県政の重要施策に ・行政制度（地方自治、情報公開、税財政、学校教育、警察、消

関するもの 防など県民生活に関わる）の新設、運用、変更、廃止に関わる

文書 

・複数年にわたる重要な計画の立案、策定、改廃及びその経緯に

関わる文書 

・重要な計画の実施のための事前調査、基本方針、効果測定に関

する文書（刊行物としてまとめられるものを除く。） 

・県民生活に大きな影響を与えた公共事業等に関わる文書

３　県政史上、重要な ・県内で起きた重要な出来事又は県外で起きた県に関わりのある

行事に関するもの 重要な出来事に関する文書

４　災害等の重要事件 ・県内で発生した重大な自然災害、事件、事故に関する文書 

に関するもの

５　行政区画の変更又 ・行政区画の変更又は市町村等の廃置分合に関する文書 

は廃置分合等に関 ・公有水面の埋め立てに関する文書 

するもの

６　財産の取得、管理 ・県有財産の取得、用途廃止、管理、処分等のうち重要な文書 

及び処分に関する ・県有財産及び県が管理する国有財産の内容変更に関する重要な

もの 文書

７　請願、陳情及び要 ・県民及び市町村又は各種団体から提出された請願、陳情又は要

望等に関するもの 望及びそれらの対応に関する重要な文書 

・国の施策に対する請願及び提案、要望に関する重要な文書

８　争訟に関するもの ・訴訟、土地収用裁決、不服申し立て等に関する重要な文書
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９　組織の改編及び人 ・地方自治制度の沿革に関する文書 

事に関するもの ・県の行政組織機構の改編に関する重要な文書 

・職員の職制・給与制度・分掌等に関する重要な文書 

・事務引継ぎに関する重要な文書

10　叙位、叙勲、表彰 ・叙位、叙勲、褒賞等に関する重要な文書 

等に関するもの ・県民表彰に関する重要な文書 

・感謝状等の贈呈に関する重要な文書

11　予算、決算、監査 ・予算書、決算書、財政状況に関する重要な文書 

及び各種検査に関す ・定期監査等に関する重要な文書 

るもの ・重要な補助金等に関する文書 

・県が実施する公益法人等に対する検査及び監査に関する文書の

うち重大な指摘に関するもの

12　許可、認可及び承 ・県民生活に大きな影響を及ぼす権利義務に関わる許可、認可、

認等に関するもの 承認等に関する重要な文書

13　調査及び統計の総 ・県が実施する重要な各種調査又は統計の実施方針、調査項目の

括結果に関するもの 決定過程及び結果報告に関する重要な文書（刊行物としてまと

められるものを除く。）

14　議会、各種委員会 ・県議会の議案、決議録その他県議会に関する文書 

各種審議会等の会 ・法律及び条例で定められた委員会・審議会等の重要な文書 

議に関するもの ・全国知事会、四国地方知事会等に関する重要な文書 

・県の主要施策の実施に関わる委員会、審議会、会議等に関わる

重要な文書

15　行政刊行物に関す ・行政刊行物の実施方針、制作の経緯および成果に関する重要な

るもの 文書（刊行物としてまとめられるものを除く。）

16　県内の史跡、文化 ・国又は県指定にかかる文化財、史跡、名勝又は天然記念物に関

財等に関するもの する重要な文書 

・埋蔵文化財に関する重要な文書 

・文化財の管理及び保存修復に関する補助に関する重要な文書

17　試験、研究に関す ・県が実施する重要な試験又は研究の実施の経緯、実施方針及び

るもの 成果に関する重要な文書（成果が刊行物としてまとめられてい

るものを除く。）

18　選挙に関するもの ・県内で行われた衆議院議員及び参議院議員選挙又は地方公共団

体の議会議員若しくは長の選挙に関する重要な文書 

・県内で行われた最高裁判所裁判官の国民審査に関する重要な文

書 

・県内で行われた国民投票又は県民投票に関する文書

19　文書の残存が少な ・昭和30年以前の文書すべて 

い時代のもの

 

※次の公文書は、移管の対象としないものとする。 
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(１) 庶務・服務等に関する定例的なもの 

(２) 会計・福利厚生等の日常業務遂行に伴う定例的なもの 

(３) 他所属からの通知、依頼、照会その他の文書及びそれに対する回答、若しくは報

告又は他所属が主催する会議等の配付資料等 

(４) 各種調査報告書、統計の集計表等刊行物にその内容が完全に記載されているもの 

(５) 特定秘密保護法等に定められた文書又は法令等で廃棄が義務づけられたもの 
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 （６）　徳島県立文書館における資料の収集、保存及び利用に関する要綱 
 

徳島県立文書館における資料の収集、保存及び利用に関する要綱 

 

　（趣旨） 

第１条　この要綱は、徳島県公文書等の管理に関する条例（以下「条例」という。）及び徳島

県特定歴史公文書等の利用等に関する規則（以下「規則」という。）に定めるもののほか、

徳島県立文書館（以下「文書館」という。）における資料の収集、保存及び利用に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

　（収集の方針） 

第２条　文書館において収集、保存する資料は、次のとおりとする。 

一　条例第２条第４項に規定する特定歴史公文書等 

二　行政資料　県及び県の関係機関が作成し、又は取得した調査統計資料、各種報告書、

地図、写真及びその他の刊行物等 

三　徳島県に関する歴史的な写真、画像、映像及びデジタルデータ等の記録 

四　その他文書館が必要とする資料 

２　前項第１号の特定歴史公文書等は、別に定める「徳島県立文書館特定歴史公文書等に関

する評価選別方針」に基づき収集する。 

３　第１項第２号及び第３号に掲げる資料は、原則として３部収集するものとする。ただし、

作成部数の少ないもの、当該資料が電磁的記録の場合、その他特別の理由のある場合は除

く。 

 

　（寄贈の方法） 

第３条　条例第２条第４項第３号及び規則第４条第１項に規定する寄贈は、次の方法により

行うものとする。 

一　文書館に資料を寄贈しようとするものは、文書館館長（以下「館長」という。）に資料

寄贈申請書(様式第１号)を提出し、その承認を受けなければならない。 

二　館長は、前項の申請があったものについて承認したときは、寄贈された資料と引換え

に、資料受領書（様式第２号）を交付するものとする。 

 

　（寄託の方法） 

第４条　条例第２条第４項第３号及び規則第４条第１項に規定する寄託は、次の方法により

行うものとする。 

一　文書館に資料を寄託しようとする者（以下「寄託者」という。）は、文書館館長（以下

「館長」という。）に資料寄託申請書（様式第３号）を提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

二　館長は、前項の規定により申請があったものについて承認したときは、寄託され

た資料（以下「寄託資料」という。）と引換えに、資料受託書（様式第４号）を交付

するものとする。 
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三　寄託者に寄託資料を返還するときは、資料受託書と引換えに行うものとする。 

四　寄託資料の返還を受けようとする者が、寄託者の代理人であるときは、委任状そ

の他受領権限を証する書類を添えなければならない。 

五　寄託者は、寄託資料の所有者に変更があったとき又は、住所、氏名、名称、寄託

資料の内容等に変更があったときは、資料受託書に変更内容を証する書面を添え、

第１号の手続を行わなければならない。 

六　寄託者は、資料受託書を亡失又は毀損したときは、その理由を記載した書類を提

出して資料受託書の再交付を申請しなければならない。この場合において、資料受

託書を毀損したことによる再交付の申請には、毀損した資料受託書を添付するもの

とする。 

２　資料の寄託期間は、１０年を上限とする。 

３　寄託者は、寄託期間満了後において引き続き資料を寄託しようとするときは、改めて第

１号の手続を行わなければならない。 

４　寄託者は、寄託期間の満了前に寄託資料の返還を求めるときは、返還を求める日の２か

月前までに館長に申し出るものとする。 

５　寄託資料の管理及び利用については、文書館が所蔵する他の資料と同様に扱うものとす

る。 

６　館長は、寄託資料の補修等を要するときは、寄託者と協議して補修するものとする。 

７　文書館は、寄託資料の保管料を徴収しないものとする。 

８　文書館は、災害その他不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わな

いものとする。 

 

　（実施機関からの移管の方法） 

第５条　条例第８条に規定する実施機関から文書館への公文書ファイル等の移管については

原則として実施機関が行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、双方協

議の上で移管方法を決めるものとする。 

 

　（事前審査） 

第６条　規則第３条第２項第４号に規定する事前審査は、次のとおり行うものとする。 

一　事前審査は、文書館内に設置した事前審査会により行う。 

二　事前審査会の会長は館長とし、審査員は文書館職員をもってあてる。 

三　事前審査会は文書館職員の過半数の出席をもって成立するものとし、審査結果は全会

一致により決定するものとする。 

四　審査では、条例第１３条第１項第１号に掲げる事由の該当性及び社会情勢や諸般の事

情を考慮し、当該文書が次のいずれに該当するかを決定するものとする。 

イ　利用制限情報の記載がない場合　公開 

ロ　利用制限情報の記載はあるが該当箇所を被覆して公開できる場合　一部公開 

ハ　利用制限情報の記載があり該当箇所を被覆すると文書を利用する意味がない場合　

非公開 
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　（目録の記載事項） 

第７条　規則第９条第１項第８号に規定する事項は次のものとする。 

一　作成、取得された時期（ただし、時期が不詳の場合は「不詳」とする。） 

二　作成者（ただし、公文書は除く。また、作成者が不詳の場合は「不詳」とする。） 

三　前条に規定する事前審査の結果（ただし、事前審査が未了の場合は、「要審査」とする。） 

四　その他必要な事項 

 

　（時の経過） 

第８条　条例第１３条第２項に規定する「時の経過」は３０年を目安とし、文書の作成又は

取得から３０年以上経過したものは、公開を原則とする。ただし、「時の経過」を考慮して

もなお、社会通念上、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報については、別に定め

る基準を参酌し個別に公開の可否を判断するものとする。 

 

　（審査請求の方法） 

第９条　条例第２３条第１項に規定する審査請求は次の方法によるものとする。 

一　審査請求しようとする者は、審査請求書（様式第５号（以下「請求書」という。））を館

長に提出しなければならない。 

二　館長は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定

めて、その補正を求めることができる。この場合において、館長は請求者に対し、当該補

正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

三　館長は、請求が条例第２３条第１項の各号に該当しないか審査を行うものとする。 

四　館長は、前号の審査の結果、請求が条例第２３条第１項の各号に該当する場合は、当該

各号に定める裁決を行うものとする。 

五　館長は、第３号の審査の結果、請求が条例第２３条第１項の各号に該当しない場合は、

諮問書（様式第６号）に条例第２３条第２項に掲げる書類を添えて、徳島県情報公開・個

人情報保護審査会（以下「情報公開等審査会」という。）に対し、諮問しなければならない。 

六　館長は、前号の諮問に対し、情報公開等審査会から答申を受けたときは、答申内容を尊

重して審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

七　館長は、第４号及び前号の裁決を行ったときは、請求者に対し、裁決書（様式第７号）

の謄本を送付するものとする。 

 

　（簡便な方法による利用） 

第１０条　規則第２３条第１項の規定による「簡便な方法による利用」が行えるのは、規則

第３条第２項第４号に規定する事前審査の結果、条例第１３条第１項第１号に掲げる事由

に該当しないと判断されたものであって、条例第１９条に規定する第三者に関する情報が

記録されていないものに限る。 

２　前項の規定による利用の方法は次のとおりとする。 

一　特定歴史公文書等を閲覧しようとする者は、閲覧表（様式第８号）に必要事項を記入

し、館長に提出しなければならない。 
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二　同時に閲覧することができる特定歴史公文書等は１０点以内とする。ただし、館長が

特別の理由があると認めた次の場合を除く。 

　イ　閲覧に係る事項が広範囲にわたり、１回に１０点以内の特定歴史公文書等の閲覧に

よるのでは当該閲覧をしようとする者の利用にとって不便であるとき 

　ロ　１回につき１０点以上の特定歴史公文書等を閲覧に供しても特定歴史公文書等の管

理上支障のないとき 

三　館長は、特定歴史公文書等のうち特に重要なもの又は利用の回数が多いものについて

は、原本の保存上複製物の閲覧を指示するものとする。ただし、原本そのものでなけれ

ば調査研究等の目的が達せられないときは、原本の閲覧を認めるものとする。 

四　特定歴史公文書等の写し（電磁的記録を用紙に出力し、又は電磁的記録媒体に複写し

たものを含む。）の交付またはカメラ等での撮影を希望する者は、特定歴史公文書等複写

申請書（様式第９号）を館長に提出し、その承認を受けなければならない。 

五　特定歴史公文書等の複写のうち、電子式複写機又は電磁的記録媒体への複写は文書館

職員が行うものとする。 

３　写しの交付に要する費用は、規則第２０条の規定を準用する。 

 

　（出版物等への掲載） 

第１１条　特定歴史公文書等の全部又は一部を出版物等に掲載しようとする者は、出版物等

掲載許可申請書（様式第１０号）を館長に提出し、許可を受けなければならない。 

２　館長は前項の許可を行ったときは、出版物等掲載許可書（様式第１１号）を交付するも

のとする。 

 

　（貸出し） 

第１２条　規則第２５条に規定する特定歴史公文書等の貸出しを受けようとする者は、特定

歴史公文書等貸出許可申請書（様式第１２号）を館長に提出し、その許可を受けなければ

ならない。 

２　館長は前項の許可を行ったときは、特定歴史公文書等貸出許可書（様式第１３号）を交

付するものとする。 

３　特定歴史公文書等の貸出期間は、３０日以内とする。ただし、館長が特に必要があると

認めた場合は、この限りではない。 

 

　（移管元実施機関による利用） 

第１３条　規則第２６条に基づき特定歴史公文書等を移管した実施機関（以下「移管元実施

機関」という。）が利用しようとする場合に、機構改革等により移管元実施機関が廃止され

ているときは、当該実施機関が移管元実施機関の事務を引き継いでいることが確認できる

場合に限り、移管元実施機関による利用とみなす。 

２　前項の確認は、当該実施機関が文書館に対し書面等を提示して行うものとする。 

３　移管元実施機関による利用は、第１０条第２項の規定に準じて行うものとする。ただし、

費用については負担を要しない。 
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　（保存及び利用の状況の公表） 

第１４条　条例第２８条の規定により公表する、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況に

係る事項は、次のとおりとする。 

一　移管、寄贈、寄託を受けた歴史公文書等の状況 

二　特定歴史公文書等の保存及び廃棄の状況 

三　利用請求及び請求に対する決定の状況 

四　簡便な方法による利用の状況 

五　特定歴史公文書等の出版物等掲載許可の状況 

六　貸出しの状況 

七　移管元実施機関による利用の状況 

 

　（レファレンスサービス） 

第１５条　文書館は、県民からの質問、疑問に対して、問題の解決を効果的に図れるよう情

報提供（以下「レファレンスサービス」という。）を行うものとする。 

２　レファレンスサービスは、次により行うものとする。 

一　レファレンスサービスの対象は次のとおりとする。 

イ　文書館の利用及び各種手続に関する案内 

ロ　文書館が保存する資料に関する問合せ 

ハ　利用者が必要とする資料に関する案内（資料を文書館が保存している場合に限る） 

ニ　古文書等の解読、翻訳（簡易なもので、個人での利用を目的としたものに限る。） 

ホ　その他、文書館の業務の範囲で行える情報提供 

二　次の各号に該当する事項は、レファレンスサービスの対象としない。 

イ　資料の鑑定 

ロ　特定のテーマや論説に対する文書館の解釈や考えを求めるもの 

ハ　資料全体などレファレンスの範囲を超える解読や翻訳等 

ニ　特定の思想、政治的または宗教的活動等を支持するおそれがあるもの 

３　レファレンスサービスを利用しようとするものは、次の事項を口頭又は書面（電子メー

ルの利用等を含む）により、文書館へ知らせること。 

一　住所 

二　氏名 

三　所属名（勤務先、学校名等。ただし所属機関がない場合は省略することができる。） 

四　利用者の連絡先（電話番号、電子メールのアドレス等） 

４　文書館職員は、レファレンスサービスを行ったときは、レファレンス記録表（様式第１

４号）に記録するものとする。 

 

（補足） 

第１６条　この要綱に定めるもののほか、文書館における資料の収集、保存及び利用に関し

必要な事項は、館長が別に定める。 

 

　　　附　則 
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（施行期日） 

１　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（文書館関係例規の廃止） 

２　寄贈及び寄託受入れ要綱（平成２年１１月３日）、徳島県立文書館利用規程（平成２年徳

島県教育委員会告示第１３号）、徳島県立文書館利用要領（平成２年１１月３日施行）、複

写費用の設定について（平成２年１１月３日施行）、公文書の閲覧システムに関する事務取

扱内規（平成１１年２月１日施行）、レファレンス・サービスについて（平成２年６月２７

日）は、廃止する。 
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